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１．自己点検・評価の基礎資料 

（1）学校法人及び短期大学の沿革 

   福原学園は、昭和 22 年に創設者福原軍造が「真の教育は私学から」との強い信念の

もとに福原高等学院を創設したことを嚆矢としている。昭和 26 年 3 月には財団法人福

原学園を学校法人福原学園に組織変更し、その後、昭和 35 年 4 月に九州女子短期大学

（家政科）を開設した。福原学園は、時代の趨勢と要請に応えながら地域の教育環境の

充実に努め、現在、本学を含む併設の 2 大学 1 高校 3 幼稚園を擁する総合学園へと発展

を遂げてきた。 

   本学は、開設後、社会のニーズに対応した変遷を経て、現在、子ども健康学科と専攻

科を擁し、教育者・保育者を養成する短期大学である。 

福原学園および本学の今日に至る沿革は、以下のとおりである。 

【福原学園の沿革】 

昭和22年 4月 

昭和25年 4月 

昭和25年 6月 

昭和26年 3月 

昭和29年 4月 

昭和30年11月 

昭和34年 9月 

昭和35年 4月 

昭和36年 4月 

昭和37年 4月 

 

 

昭和39年 3月 

昭和40年 4月 

昭和41年 4月 

昭和45年 9月 

平成 6年 4月 

平成13年 4月 

 

 

平成14年 4月 

 

 

平成15年 4月 

 

平成17年 4月 

平成18年 4月 

平成20年 4月 

平成21年 4月 

平成22年 9月 

 

 

財団法人福原学園創立、福原高等学院の開校（理事長福原軍造） 

福原高等学院を廃止し、新学則に基づく福原高等学校を開校 

玄海洋裁専門学校を開校 

財団法人福原学園を学校法人福原学園に組織変更 

福原女学院を開校 

福原高等学校を八幡西高等学校に、福原女学院を八幡女子専門学校に名称変更 

八幡女子専門学校を廃止 

九州女子短期大学を開学 

八幡西高等学校女子部を分離し、八幡女子高等学校を開校 

九州女子大学を開学 

八幡女子高等学校を九州女子大学附属高等学校に名称変更 

九州女子大学附属折尾幼稚園を開園 

玄海洋裁専門学校を廃止 

九州共立大学を開学 

九州女子大学に国文学科・英文学科を増設 

八幡西高等学校を九州共立大学八幡西高等学校に名称変更 

九州女子大学に別科日本語研修課程を設置 

九州女子大学附属自由ケ丘幼稚園を開園 

九州女子大学家政学部を改組して人間生活学科と栄養学科を、文学部を改組して人間文

化学科と心理社会学科を開設 

九州共立大学に大学院工学研究科修士課程を設置 

九州共立大学八幡西高等学校と九州女子大学附属高等学校を統合して、自由ケ丘高等学

校を開校 

九州共立大学大学院工学研究科に博士後期課程を増設、修士課程を博士前期課程へ名称

変更 

九州女子大学の文学部を改組して人間科学部人間文化学科と人間発達学科を開設 

九州共立大学にスポーツ学部を設置 

九州共立大学工学部を学生募集停止 

九州共立大学経済学部を改組して経済・経営学科を開設 

福原学園保健センターを開所 

九州女子大学人間科学部を改組して人間発達学科人間発達学専攻及び人間基礎学専攻を

開設 
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【九州女子短期大学の沿革】 

 

 

 

 

平成23年 3月 

平成23年 4月 

平成24年 3月 

平成25年 3月 

 

平成26年 3月 

平成26年 3月 

     6月 

平成27年 3月 

平成28年 1月 

鞍手幼稚園と鞍手北幼稚園を開園 

鞍手北幼稚園を廃園 

鞍手幼稚園を九州女子大学附属鞍手幼稚園へ名称変更 

九州共立大学工学部情報学科を廃科 

九州女子大学人間科学部人間文化学科を廃科 

九州共立大学工学部を廃部 

自由ケ丘高等学校看護科・看護専攻を廃止 

九州共立大学経済学部経営学科を廃止 

九州女子大学人間科学部人間発達学科を廃止 

九州共立大学経済学部経済学科を廃止 

昭和35年 4月 

昭和37年 4月 

昭和38年 4月 

昭和39年 4月 

昭和41年 4月 

昭和44年 4月 

昭和47年 4月 

昭和51年 4月 

平成 4年 4月 

平成 6年 4月 

 

 

 

 

平成 7年 4月 

平成14年 3月 

平成15年 4月 

 

平成17年 3月 

平成19年 3月 

平成21年 3月 

平成23年 4月 

平成25年 3月 

平成25年 4月 

平成26年 3月 

九州女子短期大学（家政科）を開学 

九州女子短期大学に養護教育科を増設 

九州女子短期大学に体育科を増設 

九州女子短期大学に英文科を増設 

九州女子短期大学に初等教育科を増設 

九州女子短期大学に音楽科を増設 

九州女子短期大学家政科を家政専攻と食物栄養専攻に分離 

九州女子短期大学養護教育科および初等教育科の入学定員を100名に変更 

九州女子短期大学、期間を付した臨時的入学定員を増加 

九州女子大学・九州女子短期大学・九州共立大学 

生涯学習研究センター開設 

健康教育研究センター開設 

情報処理教育研究センター開設 

国際交流センター開設 

九州女子短期大学に専攻科（英文学専攻、体育学専攻および初等教育学専攻）を増設 

九州女子短期大学家政科および英文科を廃科 

九州女子短期大学専攻科に養護教育学専攻および音楽演奏学専攻を増設 

九州女子短期大学初等教育科に保育士課程を設置 

九州女子短期大学音楽科および専攻科音楽演奏学専攻を廃科 

九州女子短期大学体育科を廃科 

九州短期女子大学専攻科体育学専攻を廃科 

九州女子短期大学の養護教育科と初等教育科を改組して子ども健康学科を開設 

九州女子短期大学養護教育科および初等教育科を廃科 

九州女子短期大学専攻科子ども健康学専攻を開設 

九州女子短期大学専攻科養護教育学専攻を廃科 
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（2）学校法人の概要 

■ 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍  

者数 

平成 29 年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍 

者数 

九州共立大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 1 番 8 号 650 2,600 2,442 

九州女子大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 1 番 1 号 320 1,360 1,226 

九州女子短期大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 1 番 1 号 150 300 345 

自由ケ丘高等学校 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 1 番 3 号 480 1,440 1,276 

九州女子大学附属 

折尾幼稚園 
福岡県北九州市八幡西区北鷹見 5 番 10 号 － 315 169 

九州女子大学附属 

自由ケ丘幼稚園 
福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 2 番 1 号 － 280 231 

九州女子大学附属 

鞍手幼稚園 
福岡県鞍手郡鞍手町新北 1111 －  175 142 

 

（3）学校法人・短期大学の組織図  

■ 組織図 

■ 平成 29 年 5 月 1 日現在 

 

法 　人 　事 　務　 局

家政学部

九　州　共　立　大　学

評 議 員 会 人間科学部

九  州  女  子  大  学

共通教育機構

折尾幼稚園

理　事　会 常務理事会 附属幼稚園 自由ケ丘幼稚園

鞍手幼稚園

九 州 女 子 短 期 大 学 子ども健康学科

専攻科 子ども健康学専攻

監　　　事

自 由 ケ 丘 高 等 学 校

 学校法人組織（平成29年5月1日現在）
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 

■ 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理   事   長   直   轄 内部監査室

理事長 ・ 副理事長直轄 経　営　企　画　本　部 改革推進室

共通教育支援室

国際交流･留学生支援室

ＩＲ推進室

法 　人 　事 　務　 局 総　　　　務　　　　部 秘書室

総務課

財　　　  務　　　  部 経理課

管財施設課

九　州　共　立　大　学 事　　　　務　　　 　局 総務課

評 議 員 会 　　　　　　 教　務　部 教務課

入試広報課

　　　　　　 学生支援部 キャリア支援課

図書館

理　事　会 常務理事会 学習支援センター

スポーツ・トレーニングセンター

地域連携推進センター

九州共立大学･九州女子大学共通教育機構

図書館情報部 図書館情報課

監　　　事 学術情報センター

九  州  女  子  大  学 情報システム部 情報システム課

事　　　　務　　　　局 総務課

九 州 女 子 短 期 大 学 　　　　　　 教　務　部 教務・入試課

　　　　　　 学　生　部 キャリア支援課

図書館

地域教育実践センター

事務室

事務室

事務室

事務室

事務室

 4　事務組織（平成29年5月1日現在）

自 由 ケ 丘 高 等 学 校

九州女子大学附属折尾幼稚園

九州女子大学附属自由ケ丘幼稚園

九州女子大学附属鞍手幼稚園

保　健　セ　ン タ ー
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（出典：北九州市ホームページ 「推計人口、及び推計人口異動状況」） 
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■ 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

（子ども健康学科） 

地域 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

北海道 0 0.0% 1 0.5% 2 1.3% 0 0.0% 2 1.4% 

茨城 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

東京 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

山梨 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

兵庫 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

島根 1 0.7% 0 0.0% 2 1.3% 0 0.0% 1 0.7% 

広島 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 1 0.6% 1 0.7% 

山口 12 8.2% 17 9.1 4 2.6% 7 4.3% 9 6.2% 

徳島 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 

香川 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

愛媛 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 

福岡 97 66.4% 135 72.6% 116 75.3% 117 72.2% 91 62.8% 

佐賀 0 0.0% 1 0.5% 2 1.3% 3 1.9% 2 1.4% 

長崎 4 2.7% 3 1.6% 3 1.9% 5 3.1% 4 2.7% 

熊本 1 0.7% 3 1.6% 1 0.6% 3 1.9% 3 2.1% 

大分 4 2.7% 5  2.7% 6 3.9% 9 5.6% 7 4.8% 

宮崎 8 5.5% 10 5.4% 6 3.9% 7 4.3% 12 8.3% 

鹿児島 5 3.4% 5 2.7% 2 1.3% 6 3.7% 5 3.4% 

沖縄 9 6.2% 4 2.2% 7 4.5% 3 1.9% 8 5.5% 

高認 1 0.7% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 

合計 146 100% 186 100% 154 100% 162 100% 145 100% 
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 （専攻科子ども健康学専攻） 

地域 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

人数   

(人) 

割合  

(％) 

茨城 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 

島根 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

山口 3 15.0% 4 14.3% 1 5.6% 6 20.0% 0 0.0% 

福岡 8 40.0% 10 35.7% 10 55.5% 15 50.0% 9 56.3% 

佐賀 1 5.0% 1 3.6% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 

長崎 1 5.0% 2 7.1% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 

熊本 0 0.0% 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

大分 1 5.0% 2 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 12.5% 

宮崎 3 15.0% 1 3.6% 3 16.6% 7 23.3% 3 18.7% 

鹿児島 1 5.0% 1 3.6% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 

沖縄 2 10.0% 3 10.7% 0 0.0% 1 3.3% 2 12.5% 

合計 20 100.0% 28 100% 18 100% 30 100% 16 100% 

 

■ 地域社会のニーズ 

本学の所在する福岡県北九州市八幡西区は、市の西部に位置し、遠賀川を西に望み、直方

市、中間市など 2 市 3 町 3 区と境をなしており、市内では人口が最も多い区である。八幡

西区の人口は、253,799 人（平成 29 年 4 月 1 日現在）で、ここ数年は、ほぼ横ばいとなっ

ている。また、隣接する若松区においても八幡西区と同様に北九州市による宅地整備が進

んでおり、今後、人口増加が見込まれている。八幡西区の南部は長崎街道として江戸時代よ

り交通の要として発展してきた。 

本学の所在する折尾地区は、大学、短期大学、高等学校が集積し、学園都市として発展を

続けている。また、折尾地区には、鹿児島本線と筑豊線が交差し、JR 九州管内で乗車人員

が 5 番目に多い JR 折尾駅がある。九州最大の都市である福岡市に最速で 30 分圏内、JR 小

倉駅に最速で 10 分圏内と交通の便がよく、北九州市営バス、西鉄バスも運行している。さ

らに、JR 折尾駅周辺では、学園都市としての魅力あるまちづくりのため、北九州学術研究

都市の玄関口にふさわしい交通拠点とするために折尾地区総合整備事業が進んでいる。 

八幡西区の永犬丸・沖田、上津役地区は、瀬板の森公園や金山川などの身近な自然ととも

に、安全で良好な住宅地の整備も進んでいる。 

八幡西区内には、本学園が運営する 2 大学、1 短期大学の高等教育機関があり、本学では

公開講座をはじめ、高等学校への出前授業等の開催を通じて、地域の教育ニーズに応えて

いる。 
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■ 地域社会の産業の状況 

北九州市は、関門海峡から洞海湾沿岸にかけての臨海部に、鉄鋼業、化学工業、窯業など

の重化学工業の拠点として発展してきた。また、小倉南区や田川市などの内陸部では石灰

石の産出地があり、セメント工業、近隣の宮若市や京都郡苅田町には自動車製造工場や半

導体産業も集積している。 

 

■ 短期大学所在の市区町村の全体図 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折尾地区 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

① 前回の第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘さ

れた事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

改善を要する事項 

(向上･充実のための課題) 
対策 成果 

評価領域Ⅵ 研究 

 研究費と研究日は確保され

ているが、規程の整備が望まれ

る。 

個人研究費および研究日について

は、以下の取り組みを組織的に実施・

検討している。 

個人研究費年額は教員 1 人あたり

30 万円の予算配分で、17 万円を上限

とした旅費交通費、研究の諸経費など

の消耗品費、通信運搬費、学会の会費

支払いの諸会費、雑誌講読の購読料な

ど研究上必要な経費で支出の勘定項

目については特に制限されていない。 

その他に研究活動の支援として、特

別教育研究費研究プログラム制度が

あり、大学教育の質向上への一体的な

取組プログラム(1 件 85万円まで 6件

以内)、海外協定校共同研究プログラ

ム(1 件 100 万円まで 2 件以内)の 2 種

類について募集を行っている。また、

競争的研究資金(科学研究費など)へ

の応募の義務化および共同研究の積

極的な推進を第 1 次中期計画の業務・

事業とし、その目標を達成するために

学内において毎年説明会の開催等の

支援を行うと同時に平成 22 年度から

予算の範囲内で個人研究費の傾斜配

分を実施している。研究日については

設けていないが、今後、代わりに週に

１日は授業のない日が取れるよう時

間割作成時に配慮するよう検討して

いく予定である。 

 平成 29 年度は、特別教育研究費

プログラム制度のうち、教育の質

向上への一体的な取組プログラム

で 2 件採択され、科学研究費につ

いては 9 名申請し、1 名が採択さ

れた。 

評価領域Ⅸ 財務 

 余裕資金はあるものの、短期

大学部門および学校法人全体

の収支バランスに課題がある

ので、中期財政計画に従って財

務体質の改善が望まれる。 

平成 25 年度に策定した第 2 次中期

財政計画（平成 26 年度～平成 30 年

度）に基づき、志願者の増加と入学者

の安定的な確保を目標に収入の拡大

を図るとともに、人件費等の抑制を計

画的に実施している。 

また、短期大学部門および学校法人

全体の財務体質のさらなる改善を図

るため、入学者の安定的な確保策と支

出抑制策を進めている。 

平成 23 年度の改組以降本学は

収容定員充足率 100％を目指し取

り組んできた結果、健全な収支バ

ランスを実現している。法人全体

では、設置 2 大学の一部学部など

が収容定員充足率の向上を実現で

きていないことから、収支バラン

スは改善しているもののやや安定

性に欠けるので、安定的な財務体

質になるようさらに改善をすすめ

る。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

特になし 
  

 

③ 過去 7 年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付された

短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

      特になし。 

 

（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

① 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 
 

平成 25 年度～平成 29 年度の設置学科等について 

学科等の名称 事項 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 備考 

子ども健康学科 

入学定員 150 150 150 150 150 

 

入学者数 146 186 154 162 145 

入学定員 

充足率（％） 
97 124 103 108 97 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 296 329 327 312 301 

収容定員 

充足率（％） 
99 109 109 104 100 

専攻科 

養護教育学 

専攻 

入学定員 募集停止 － － － － 

 

入学者数 － － － － － 

入学定員 

充足率（％） 
－ － － － － 

収容定員 20 － － － － 

在籍者数 16 － － － － 

収容定員 

充足率（％） 
80 － － － － 

専攻科 

子ども健康学 

専攻 

入学定員 20 20 20 20 20 

 

入学者数 20 28 18 30 16 

入学定員 

充足率（％） 
100 140 90 150 80 

収容定員 20 40 40 40 40 

在籍者数 20 48 45 47 44 

収容定員 

充足率（％） 
100 113 113 118 110 
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② 卒業者数（人） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

子ども健康学科 148 143 168 146 152 

専攻科養護教育学専攻 16 20 27 － － 

専攻科子ども健康学専攻 － － － 17 28 

 

③ 退学者数（人） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

子ども健康学科 4 12 8 4 9 

専攻科養護教育学専攻 0 1 1 1 - 

専攻科子ども健康学専攻 0 － 0 － 0 

 

④ 休学者数（人） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

初等教育科 1 － － － － 

養護教育科 0 － － － － 

子ども健康学科 0 1 4 1 2 

専攻科養護教育学専攻 － 0 1 － － 

専攻科子ども健康学専攻 0 － － 0 0 

 

⑤ 就職者数（人） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

子ども健康学科 107 100 125 115 115 

専攻科養護教育学専攻 14 － － － － 

専攻科子ども健康学専攻 － 16 21 15 19 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

子ども健康学科 29 24 33 18 27 

専攻科養護教育学専攻 0 － － － － 

専攻科子ども健康学専攻 － 0 1 0 1 
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（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

① 教員組織の概要（人）                  平成 29 年 5 月 1 日現在 

学科等名 

専任教員数 

設置基

準で定

める教

員数 

〔イ〕 

短期大学全

体の入学定

員に応じて

定める専任

教員数〔ロ〕 

設 置 基

準 で 定

め る 教

授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 

教
授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計  
 

 
   

子ども健康学科 

（専攻科子ども健康学 

専攻を兼ねる） 

8 2 7 0 17 10 
 

3 1 32 
教育学・

保育学 

関係 

専攻科子ども健康学専攻       
 

 0 10  

（小計） 8 2 7 0 17 10  3 1   

〔その他の組織等〕            

短期大学全体の入学定

員に応じて定める専任

教員数〔ロ〕 

      3 1    

（合計） 8 2 7 0 17 13 4 1   

 

② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 6 0 6 

技術職員 0 0 0 

図書館・学習支援センター等の専門事務職員 1 0 1 

その他の職員 0 0 0 

計 7 0 7 

 

③ 校地等（㎡） 

校
地
等 

区分 
専用

(㎡) 
共用（㎡） 

共用する

他の学校

等の専用

（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面積

（㎡） 

在籍学生
一人当た
りの面積
（㎡） 

備考（共用
の状況等） 

校舎敷地  35,009.00  35,009.00 

3,000.00 66.40 
九州女子大学

と共用 

運動場用地  13,551.00  13,551.00 

小計  48,560.00  48,560.00 

その他  62,965.00  62,965.00 

合計  111,525.00  111,525.00 
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④ 校舎（㎡） 

区分 
専用

（㎡） 
共用（㎡） 

共用する他の

学校等の専用

（㎡） 
計（㎡） 

基準面積

（㎡） 

備考（共用

の状況等） 

弘明館  14,629.00  14,629.00 

2,850.00 

九州女子大学

と共用 

 

耕学館  9,969.00  9,969.00 

耕雲館  2,408.00  2,408.00 

図書館  2,894.00  2,894.00 

思静館  4,180.00  4,180.00 

合計  34,080.00  34,080.00 

 

⑤ 教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

39 43 64 5 0 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

17 

 

⑦ 図書・設備 

学科･専攻課程 

図書 

 〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕 

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ 

〔うち外国書〕 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

〔うち外国書〕 
視聴覚 

資料(点) 

機械･

器具

(点) 

標本 

(点) 
（冊） （種） （種） （種） 

大学・短期大学 

全  体 

199,098 

〔28,586〕 

3,380 

〔384〕 

4 

〔4〕 

3 

〔2〕 
4,520 11,967 13 

短期大学      1,859 7 

計 
199,098 

〔28,586〕 

3,380 

〔384〕 

4 

〔4〕 

3 

〔2〕 
4,520 13,826 20 

 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

2,894.00 374. 205,000 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

4,435.00 なし 
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（8）短期大学の情報の公表について 

①教育情報の公表について                 平成 29年 5月 1日現在 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること 
http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

2 教育研究上の基本組織に関すること 
http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

3 
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学

位及び業績に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の

数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数

その他進学及び就職等の状況に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

5 
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の

授業の計画に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

6 
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認

定に当たっての基準に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

7 
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の

教育研究環境に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/inform 

ation_2.html 

8 
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用

に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

9 
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の

健康等に係る支援に関すること 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2

.html 

 

②学校法人の財務情報の公開について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告

書及び監査報告書 
http://www.fukuhara-gakuen.jp/about/summary/ 
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（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 29 年度） 

■ 学習成果をどのように規定しているか。 

本学における教育理念は、建学の精神である学是「自律処行」に則り、自ら立てた規範に

従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてしなやかな女性の育成に努めることと

している。また、学是「自律処行」に立脚し、学則第 3 条の 2 および学則第 3 条の 3 なら

びに学則第 62 条の 2 に、「人材養成及び教育研究上の目的」を定めている。 

この「人材養成及び教育研究上の目的」に基づいて、学位授与の方針（ディプロマ・ポリ

シー）を定め、卒業までに達成を目指す学習成果を定めている。  

学科の学位授与の方針および専攻科の修了方針は以下のとおりである。 

 

【子ども健康学科】 

知識・理解 

①社会人として、幼稚園教諭、保育士、養護教諭としてふさわし
い教養とマナーを身に付けている。 

②保育者、養護教諭に必要な、乳幼児、児童、生徒に関する知識
や保育・教育に関する専門的な知識と技能を身に付け、保育や
教育のあり方と結び付けて理解している。 

汎用的技能 

①専門的な知識、技能を充分に活用して、保育や教育・子育て支
援の場で課題を解決する確かなコミュニケーション力と実践
力を有している。 

②一人一人の特性を理解し尊重しながら、育ちを支え、体と心の
健康、安全を守ることができる。 

態度・志向性 

⑥子どもと保護者の立場に立ってその気持ちを受容し、理解し、
共感しようとする態度を身に付けている。 

⑦保護者、教育者の役割と責任を認識し、自ら成長し向上して責
任を果たそうとする情熱と意欲を持ち、社会への奉仕の精神、
人に対する優しさと思いやりを身に付けている。 

 

【専攻科子ども健康学専攻】 

知識・理解 

①養護教諭としてふさわしい、高度な専門的知識と技能を身に付

け、児童・生徒の特性や教育の本質を、養護教諭としての教育

実践に関連付けて理解している。 

②児童・生徒、教員、保護者等と意思の疎通、連携、協力ができ

るコミュニケーション能力、ICT 能力を身に付け、体系的、構

造的に理解している。 

汎用的技能 

①専門的な知識、技能を充分に活用して、教育の場で課題を解決

する確かな実践力と研究力を有している。 

②一人一人の特性を理解し尊重しながら、育ちを支え、体と心の

健康、安全を守ることができる。 

態度・志向性 

①児童・生徒の立場に立ってその気持ちを受容し、理解し、共感

しようとする態度を身に付けている。 

⑦養護教諭の役割と責任を認識し、自ら成長し向上して責任を果

たそうとする情熱と意欲を持ち、社会への奉仕の精神、人に対

する優しさと思いやりを身に付けている。 
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■ どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

子ども健康学科の学習成果については、授業科目ごと、授業期間終了後、卒業時、授業以

外、の四つの方法で質的・量的データの測定・把握を行っている。また、平成 28 年 7 月に

設置した外部有識者を加えた構成となっている教育懇談会の意見に基づき本学の学習成果

の点検を行っている。 

今後は、卒業生アンケートも実施し、上述のデータとともに IR 推進委員会で分析を行う

ことで、継続的に学習成果の適切性を検証し、評議会を中心として学内検討を進め学習成

果の向上・充実を図る。 

 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 29 年度） 

実施していない。 

 

（11）公的資金の適正管理の状況（平成 29 年度） 

科学技術・学術の振興を図るためには研究費を適正に管理するとともに、有効かつ効率

的に活用し、研究成果を社会に還元していくことが必要である。 

学内において「九州女子短期大学公的研究者の運営・管理に関する規程」をはじめ、「公

的研究費等の不正防止に関する基本方針」「九州女子大学・九州女子短期大学教職員の公的

研究費に関わる行動規範」等を制定し、周知徹底により管理・運営に取り組んでいる。 

学内の管理体制については、本学全体を総括し最終責任を負う最高管理責任者を学長に、

最高管理責任者を補佐し公的研究費の適正な運営・管理について大学全体を統括する実質

的な責任と権限をもつ統括管理責任者を副学長に、公的研究費の適正な管理・執行の実質

的な責任と権限をもつコンプライアンス推進責任者を事務局長に、不正防止計画推進部署

を総務課と定め、明確化している。 

また、研究者に対し、研究倫理図書の通読および日本学術振興会が提供する「研究倫理 e

ラーニング（el core）」の受講を義務付けるとともに、全教員を対象とした科学研究費補

助金に関する説明会を FD 研修会の一部と捉え、参加を義務化しコンプライアンス教育なら

びに申請支援として、申請に係る変更点や研究費の適正使用および不正防止についての説

明を行い、意識向上を図っている。 
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（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 27年度～平成 29 年度） 

【理事会の開催状況】 

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の 

出席状況 定 員 
現 員

（a） 

出席理事

数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

理

事

会 

9～10 人 

 

9 人 
平成 27 年 4 月 28 日 

13：50～15：30 
9 人 100％ 0 人 1／2 

9 人 
平成 27 年 5 月 29 日 

13：00～14：45 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 27 年 5 月 29 日 

17：45～17：55 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 27 年 6 月 19 日 

13：30～14：10 
9 人 100％ 0 人 1／2 

9 人 
平成 27 年 6 月 30 日 

13：00～14：17 
9 人 100％ 0 人 1／2 

9 人 
平成 27 年 6 月 30 日 

15：45～16：08 
9 人 100％ 0 人 1／2 

9 人 
平成 27 年 7 月 31 日 

13：25～14：30 
9 人 100％ 0 人 1／2 

9 人 
平成 27 年 8 月 31 日 

13：30～14：40 
9 人 100％ 0 人 1／2 

10 人 
平成 27 年 9 月 29 日 

13：00～13：45 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 27 年 9 月 29 日 

15：00～15：30 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 27 年 10 月 27 日 

13：27～14：48 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 27 年 11 月 24 日 

13：27～16：06 
10 人 100％ 0 人 1／2 

10 人 
平成 27 年 12 月 22 日 

13：27～14：15 
10 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 28 年 1 月 29 日 

12：57～13：54 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 28 年 1 月 29 日 

15：38～16：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 28 年 2 月 26 日 

13：25～15：10 
7 人 77.7％ 2 人 2／2 

9 人 
平成 28 年 3 月 30 日 

12：57～14：49 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 
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区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の 

出席状況 定 員 
現 員

（a） 

出席理事

数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

理

事

会 

9～10 人 

10 人 
平成 28 年 4 月 26 日 

13：25～14：25 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 5 月 27 日 

13：00～14：40 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 5 月 27 日 

17：00～17：10 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 6 月 28 日 

13：27～13：50 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 6 月 28 日 

15：03～15：26 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 7 月 29 日 

13：24～13：46 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 7 月 29 日 

14：50～15：42 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 9 月 27 日 

13：27～14：40 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 10 月 25 日 

13：25～14：18 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 11 月 25 日 

13：00～13：46 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 11 月 25 日 

15：57～16：10 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 28 年 12 月 20 日 

13：27～15：21 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 1 月 27 日 

13：00～13：55 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 1 月 27 日 

15：10～15：30 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 2 月 28 日 

13：30～15：00 
8 人 80.0％ 2 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 3 月 10 日 

13：00～14：10 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 3 月 10 日 

15：20～15：54 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 3 月 28 日 

12：56～14：45 
10 人 100％ 0 人 2／2 

 



九州女子短期大学 

20 

 

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の 

出席状況 定 員 
現 員

（a） 

出席理事

数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

理

事

会 

9～10 人 

10 人 
平成 29 年 4 月 25 日 

13：55～14：30 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 5 月 30 日 

12：57～14：40 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 6 月 7 日 

14：00～14：10 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 6 月 7 日 

14：40～15：20 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 6 月 7 日 

15：30～16：00 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 6 月 27 日 

14：35～14：45 
9 人 90.0％ 1 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 7 月 28 日 

14：40～14：50 
8 人 80.0％ 2 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 9 月 26 日 

13：56～14：18 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 11 月 28 日 

13：55～15：21 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 29 年 12 月 22 日 

14：00～14：35 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 30 年 1 月 26 日 

15：08～15：38 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 30 年 2 月 27 日 

14：00～14：30 
10 人 100％ 0 人 2／2 

10 人 
平成 30 年 3 月 26 日 

15：05～15：20 
10 人 100％ 0 人 2／2 
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【評議員会の開催状況】 

区

分 

開催日現在の状況 

開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 

監事の 

出席状況 定 員 
現 員

（a） 

出席評議

員数

（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

評

議

員

会 

 
20 人 

平成 27 年 5 月 29 日 

15：00～17：37 
19 人 95.0％ 1 人 2／2 

20 人 
平成 27 年 6 月 30 日 

14：25～15：35 
19 人 95.0％ 1 人 1／2 

20 人 
平成 27 年 9 月 29 日 

14：00～14：50 
16 人 80.0％ 4 人 2／2 

20 人 
平成 28 年 1 月 29 日 

14：00～15：28 
19 人 95.0％ 1 人 2／2 

20 人 
平成 28 年 3 月 30 日 

15：00～16：39 
15 人 75.0％ 5 人 2／2 

21 人 
平成 28 年 5 月 27 日 

14：57～16：50 
19 人 90.5％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 28 年 6 月 28 日 

14：00～14：57 
17 人 81.0％ 4 人 2／2 

21 人 
平成 28 年 7 月 29 日 

13：55～14：45 
18 人 85.7％ 3 人 2／2 

21 人 
平成 28 年 11 月 25 日 

14：00～15：50 
17 人 81.0％ 4 人 2／2 

21 人 
平成 29 年 1 月 27 日 

14：00～15：00 
20 人 95.2％ 1 人 2／2 

21 人 
平成 29 年 3 月 10 日 

14：20～15：10 
18 人 85.7％ 3 人 2／2 

21 人 
平成 29 年 3 月 28 日 

14：54～16：40 
19 人 90.5％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 29 年 5 月 30 日 

15：00～16：50 
15 人 71.4％ 6 人 2／2 

21 人 
平成 29 年 6 月 27 日 

14：00～14：30 
18 人 85.7％ 3 人 2／0 

21 人 
平成 29 年 6 月 28 日 

14：00～14：35 
16 人 76.2％ 5 人 2／2 

21 人 
平成 30 年 1 月 26 日 

14：00～14：58 
19 人 90.5％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 30 年 3 月 26 日 

13：00～14：55 
18 人 85.7％ 3 人 2／2 
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（13）その他 

■ 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

   特になし。 

 

２．自己点検・評価の組織と活動 

■ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

平成30年度 九州女子短期大学自己点検・評価委員会 

 所 属 氏 名 

委員長 副学長 奥田 俊博 

委 員 

学長 福原 公子 

学長特別補佐・短期大学部長・学科長・ALO 矢野 洋子 

図書館長 田中 雄二 

教務部長 宮本 和典 

学生部長 巴  美樹 

専攻科長 橋口 文香 

事務局長 植田 武志 

教務副部長 中島 久代 

教務副部長 西田真紀子 

平成30年度  九州女子短期大学自己点検・評価小委員会 

 所 属 氏 名 

委員長 学長特別補佐・短期大学部長・学科長・ALO 矢野 洋子 

副委員長 教務副部長 西田真紀子 

 専攻科長 橋口 文香 

教務・入試課長 十河  功一 

 

■ 自己点検・評価の組織図 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 長 

評 議 会 

九州女子大学・九州女子短期大学 
合同自己点検・評価委員会 教育運営委員会 

自己点検・評価小委員会 
自己点検・評価小委員会作業部会（平成 28 年度のみ） 

 

 

 

理事会 理事長 
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■ 組織が機能していることの記述 

本学では、「九州女子短期大学学則」第2条第2項の規定に基づき、本学が自ら行う教育研

究活動などの点検・評価の実施において円滑な運営を図るため、「九州女子短期大学自己点

検・評価委員会」を設置している。 

また、「九州女子短期大学自己点検・評価実施規程」第9条に基づき、「九州女子短期大

学自己点検・評価小委員会」を設置し、第三者評価の基準に基づく自己点検・評価報告書の

作成を行っている。平成28年度については、小委員会の下に「九州女子短期大学自己点検・

評価小委員会作業部会」を設置し、小委員会との連携により活動を行った。 

なお、九州女子短期大学自己点検・評価委員会の運営については、九州女子大学の自己点

検・評価組織と合同の組織体（九州女子大学・九州女子短期大学合同自己点検・評価委員

会）により活動を行っている。平成22年度の第三者評価受審以降も継続的に自己点検・評価

委員会を運営し、点検・評価活動を行ってきた。 

自己点検・評価報告書の作成にあたっては、教育研究活動や管理運営などの状況 を自

己点検・評価したうえで、第三者評価基準に基づき、報告書の作成方針を定め、教学関係と

事務関係の担当部署を決定し、執筆分担した。 

こうした過程のなかで、自己点検・評価委員会では、全学的な情報の交換および共通認識

を行いながら、自己点検・評価活動や報告書を作成しているため、自己点検・評価の組織は

十分に機能している。 

 

■ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成29年度を 

中心に） 

   

【平成30年度】 

年月日 会議名等 主な議題など 

平成30年 4月26日 第1回九州女子大学・九州女

子短期大学合同自己点検・

評価委員会 

①平成29年度九州女子短期大学自己点検・評価小委

員会の設置について 

平成30年 8月 9日 第1回九州女子短期大学 

自己点検・評価小委員会 

①平成29年度自己点検・評価報告書の作成方針等の

審議 

平成30年 8月～ 

平成31年 3月 

 各委員による自己点検・評価報告書の内容精査 

平成31年 3月28日 

 

第2回九州女子短期大学 

自己点検・評価小委員会 

①平成29年度自己点検・評価報告書の審議 

平成31年 5月 9日 第1回九州女子大学・九州女

子短期大学合同自己点検・

評価委員会 

①平成29年度自己点検・評価報告書の審議 

平成31年 5月 9日 評議会 ①平成29年度自己点検・評価報告書の審議 
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３．提出資料・備付資料一覧 

＜提出資料一覧＞ 

報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 
建学の精神・教育理念についての印刷物 1.2017 学生便覧 

2.2018 大学案内 
3.情報公開 Web サイト

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/informatio
n_2.html  

4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 
5.2017 Campus Life 
6.シラバス 2017  
7.2017 Campus Profile  

 8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

Ｂ 教育の効果 

学則 
 

9.九州女子短期大学学則（平成 29 年度） 
 

教育目的・目標についての印刷物 1.2017 学生便覧 
3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information
_2.html  

 4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 

学生が獲得すべき学習成果についての印
刷物 

1.2017 学生便覧 
3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information
_2.html  

 4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 
6.シラバス 2017  
8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

Ｃ 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 10.自己点検・評価実施規程 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

学位授与の方針に関する印刷物 1.2017 学生便覧 
3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information
_2.html  

 4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 
 6.シラバス 2017 
8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷
物 

1.2017 学生便覧 
3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information
_2.html  

4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 
6.シラバス 2017 
8.平成 29 年度 教務ガイダンス 
 

様式５－提出資料・備付資料一覧 
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 
 
 
 
 

1.2017 学生便覧 
2.2017 大学案内 
3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information
_2.html  

4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 8.平成 29 年度 教務ガイダンス 
11.平成 30 年度 入学試験要項 

カリキュラムに対応した授業科目担当者
一覧 
■ 平成 28 年度 
■ 授業科目名、職位、担当教員名、研究

分野、教員配置（専任・兼担・兼任の
別） 

12.平成 29 年度 授業科目担当者一覧 
13.平成 29 年度 時間割表 
 

シラバス 
■ 平成 28 年度 
■ 紙媒体、又は電子データで提出 

  
6.シラバス 2017  

Ｂ 学生支援 

学生便覧等、学習支援のために配付してい
る印刷物  

1.2017 学生便覧 
5.2017 Campus Life 
6.シラバス 2017 
8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

14.入学から卒業まで一目でわかる九女生のための資格
取得本 

 

短期大学案内・募集要項・入学願書 

■ 平成 28 年度入学者用及び平成 29 年度
入学者用の 2 年分 

2.2017 大学案内 
11.平成 29 年度 入学試験要項 
15.2018 大学案内 
16.平成 30 年度 入学試験要項 
 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

Ｂ 物的資源 

Ｃ 技術的資源 

Ｄ 財的資源 

「計算書類等の概要（過去 3 年間）」 
「活動区分資金収支計算書（学校法人全
体）」[書式 1]、「事業活動収支計算書の概要」
[様式 2]、「貸借対照表の概要(学校法人全
体)」[様式 3]、「財務状況調べ」[様式 4]、
「資金収支計算書・消費収支計算書の概要」
[様式 5] 

17.活動区分資金収支計算書(学校法人全体) 
  （平成 27 年度～平成 29 年度） 
18.事業活動収支計算書の概要 
  （平成 27 年度～平成 29 年度） 
19.貸借対照表の概要(学校法人全体) 
  （平成 27 年度～平成 29 年度） 
20.財務状況調べ 
  （平成 27 年度～平成 29 年度） 
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ｄ 財的資源 

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照
表 
■ 過去 3年間(平成 26年度～平成 28年度) 

計算書類（決算書）の該当部分 

21.資金収支計算書（平成 27 年度～平成 29 年度）  
22.資金収支内訳表（平成 27 年度～平成 29 年度）  
23.貸借対照表（平成 27 年度～平成 29 年度） 

活動区分資金収支計算書・事業活動収支計
算書・事業活動収支内訳表 
■ 過去 3 年間（平成 27～29 年度） 

計算書類（決算書）の該当部分 

17.活動区分資金収支計算書 
（平成 27 年度～平成 29 年度） 

24.事業活動収支計算書（平成 27 年度～平成 29 年度） 
25.事業活動収支内訳表（平成 27 年度～平成 29 年度） 

中・長期の財務計画 26.福原学園第 2 次中期財政計画 
27.福原学園第 2 次中期計画 

事業報告書 
■ 過去 1 年間（平成 28 年度） 

28.平成 29 年度 事業報告書  

事業計画書／予算書  
■ 第三者評価を受ける年度（平成 29 年

度） 

29.平成 30 年度 事業計画書  
30.平成 30 年度 学校法人福原学園予算書  

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス  

Ａ 理事長のリーダーシップ  

寄附行為  31.福原学園寄附行為 
32.福原学園寄附行為施行細則 

Ｂ 学長のリーダーシップ 

Ｃ ガバナンス 
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＜備付資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果  

Ａ 建学の精神  

創立記念、周年誌等  1.九州女子大学・九州女子短期大学 50 年の歩み 

Ｂ 教育の効果 

Ｃ 自己点検・評価 

過去3年間（平成26年度～平成28年度）に行っ
た自己点検・評価にかかわる報告書等  

2. 自己点検・評価報告書（平成27年度～平成29
年度） Webサイト 
http://www.kwuc.ac.jp/introduction/informa
tion.html  

第三者評価以外の外部評価についての印刷物  3.教育懇談会要項 
4.平成29年度 教育懇談会議事録 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援  

Ａ 教育課程  

単位認定の状況表  
■ 第三者評価を受ける前年度の平成28年度に

卒業した学生が入学時から卒業までに履修
した科目について  

5.単位認定の状況表（平成29年度卒業生）  

学習評価を表す量的･質的データに関する印刷
物  

6.免許資格取得状況一覧表 
（平成29年度卒業生） 

Ｂ 学生支援  

学生支援の満足度についての調査結果  7.学生生活アンケート集計結果 

就職先からの卒業生に対する評価結果  （該当なし） 
 

卒業生アンケートの調査結果  （該当なし） 

入学志願者に対する入学までの情報提供の 
ための印刷物等 

8.2017 大学案内 
9.2017 入学手続き 
10.子ども健康学科 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/course/child_health
/ 

入学手続者に対する入学までの学習支援の 
ための印刷物等  

11.「入学前教育課題」に関する資料    

学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテー 
ション）等に関する資料  

12.2017 学生便覧 
13.学内研修のしおり（新入生オリエンテーション

資料）  
14.平成 29 年度 教務ガイダンス 
15.平成 29 年度 開講科目カリキュラムマップ 
16.平成 29 年度 開講科目マッピング表 
17.平成 29 年度 入学生カリキュラムツリー 
18.平成 30 年度 入学生 カリキュラムフローチャ

ート 

学生支援のための学生の個人情報を記録する
様式 

19.進路登録カード 
20.キャリアシート 

進路一覧表等の実績についての印刷物等 
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

21.進路一覧（平成 27 年度～平成 29 年度） 

GPA 等成績分布 22.講義別成績統計表 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ｂ 学生支援 

学生による授業評価表及びその評価結果 23.授業中間アンケート用紙 
24.授業フィードバック・アンケート用紙 
25.平成 29 年度 授業フィードバック・アンケート

集計結果 
26.授業フィードバック・アンケート所見票 

社会人受け入れについての印刷物等 27.平成 29 年度 入学試験要項 

海外留学希望者に向けた印刷物等  
 

28.2017 Campus Life 

FD 活動の記録  29.FD 研修会資料 
30.授業相互参観および公開授業に関する資料 

SD 活動の記録  31.SD 研修会資料  
32.福原学園事務職員等研修規程 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

専任教員の個人調書  
■ 教員個人調査（平成29年5月1日現在で作

成）［書式1］、及び過去5年間（平成24年
度～平成28年度）の教育研究業績書［様式
2］ 

■ 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手
引き」を参照 

［注］学長・副学長の専任教員としての位置づ
け：当該短期大学の学生の授業を担当している
こと（シラバスに掲載されていること） 

33.教員個人調書  
(1) 教員個人調書（平成30年5月1日現在） 
(2) 教育研究業績書 

（平成25年度～平成29年度） 

非常勤教員一覧表[書式3] 34.非常勤教員一覧表 

教員の研究活動について公開している印刷物
等  
■ 過去3年間（平成26年度～平成28年度）  

35.教員プロフィール（2015～2017） 
36.教育職員研究計画書・教育職員研究実績報告

書（平成29年度） 

専任教員の年齢構成表  
■ 第三者評価を受ける年度（平成29年5月1日

現在 ） 

37.専任教員の年齢構成表 
（平成30年5月1日現在） 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状
況一覧表  
■ 過去3年間（平成26年度～平成28年度）  

38.科学研究費補助金等獲得状況一覧表  
（平成27年度～平成29年度）  

研究紀要・論文集  
■ 過去3年間（平成26年度～平成28年度）  

39.研究紀要（平成27年度～平成29年度）  

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名）  
■ 第三者評価を受ける年度（平成29年5月1日

現在）  

40.教員以外の専任職員の一覧表  
（平成30年5月1日現在）  

Ｂ 物的資源 

校地、校舎に関する図面  
■ 全体図、校舎等の位置を示す配置図、用途

(室名)を示した各階の図面、校地間の距
離、校地間の交通手段等 

12.2017 学生便覧 

■ 図書館、学習資源センターの概要 
平面図、蔵書数、学術雑誌数、AV資料数、
座席数等  
 

41.附属図書館Webサイト 
http://www.lib-kyujyo.jp/ 

42.附属図書館 平成29年度抽出原簿 
43.附属図書館利用案内 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ｃ 技術的資源 

学内 LAN の敷設状況  （該当なし） 

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配
置図  

12.2017 学生便覧  

寄附金・学校債の募集についての印刷物等  44.教育研究支援募金趣意書 
 

Ｄ 財的資源  

財産目録及び計算書類  
■ 過去3年間（平成26年度～平成28年度）  

45.財産目録及び計算書類  
（平成27年度～平成29年度）  

46.福原学園Webサイト  http://www.fukuhara-
gakuen.jp/about/summary/ 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス  

Ａ 理事長のリーダーシップ  

理事長の履歴書  
■ 第三者評価を受ける年度 

（平成 29 年 5 月 1 日現在） 

47.理事長の履歴書 （平成 30 年 5 月 1 日現在） 

学校法人実態調査表（写し） 
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

48.学校法人実態調査 
（平成 27 年度～平成 29 年度） 

理事会議事録  
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

49.福原学園理事会議事録 
（平成 27 年度～平成 29 年度） 

50.福原学園常務理事会議事録 
（平成 27 年度～平成 29 年度）  

諸規程集  51.福原学園例規集 （別紙参照） 
 

Ｂ 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書  
■ 教員個人調書[書式 1] 

(平成 29 年 5 月 1 日現在) 
■ 専任教員として授業を担当している場合、

「専任教員の個人調書」と同じく、過去 5 年
間（平成 24 年度～平成 28 年度）の教育研究
業績書[書式 2] 

47.理事長の履歴書 （平成 30 年 5 月 1 日現在） 

教授会議事録  
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.教授会議事録（平成 27 年度） 
53.教育運営委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
54.入学試験委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度）  
55.教員人事計画委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
56.福原学園経営戦略会議議事録 

（平成 26 年度～平成 29 年度） 
57.福原学園中期経営計画委員会議事録 

（平成 26 年度～平成 29 年度） 
58.福原学園学長選考委員会議事録 

（平成 29 年度） 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス  

Ｂ 学長のリーダーシップ 

委員会等の議事録  
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 

59.福原学園大学教員人事計画委員会議事録 
  （平成 27 年度～平成 29 年度） 
60.評議会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 
61.入学試験委員会議事録（平成 27 年度） 
62.教員人事計画委員会議事録（平成 27 年度） 
63.教務委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
64.中期計画部会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
65.運営会議議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
66.学生部委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
67.広報委員会議事録（平成 29 年度） 
68.就職委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
69.ファカルティ・ディベロップメント推進委員会

議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 
70.アセスメントテスト実施検討部会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
71.国際交流委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
72.研究活動不正防止委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
73.教職課程委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
74.部局長会議議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
75.自己点検・評価委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
76.実験領域に関する倫理委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
77.紀要委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
78.障害学生受入検討委員会議事録 

（平成 28 年度～平成 29 年度） 
79.高大連携推進委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
80.図書館運営委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 
 81.ＩＲ推進委員会議事録 

（平成 28 年度～平成 29 年度） 
82.子ども健康学科会議議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 

Ｃ ガバナンス 

監事の監査状況  
■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

83.監査報告書（平成27年度～平成29年度） 
 

評議員会議事録  
■ 過去3年間（平成26年度～平成28年度）  

84.福原学園評議員会議事録 
（平成27年度～平成29年度）  
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

指定以外の備付資料 

■ 三つのポリシー 85.平成29年度 九州女子短期大学三つのポリシー 

■ 卒業研究報告書 86.平成29年度 卒業研究活動報告書 

■ 事業計画 87.平成29年度 事業計画書・事業計画アクション
プラン 

■ 大学分析 88.九州女子短期大学SWOT分析 

■ 学園データ集 89.平成29年度 福原学園ファクトブック 

■ シラバス作成要領 90.シラバス作成要領 
91.授業計画（シラバス）確認チェックシート 

■ 成績評価 92.外部機関における基礎力測定テスト結果 
93.成績評価の基本方針 

■ 研究費公募 94.｢特別教育研究費｣プログラム公募について 

■ 附属センター等 95.情報処理教育研究センター規程 
96.学術情報センター規程 
97.情報システム部運営委員会要項 
98.生涯学習研究センター規程 
99.九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期

大学 生涯学習研究センター年報 平成28年度 

■ 申し合わせ・通知等 100.福原学園大学教員人事計画委員会規則の運用
方針 

101.九州女子短期大学教員昇任基準 
102.福原学園大学教育職員昇任審査基準 

選択的評価基準 

選択的評価基準の評価を希望する場合 
■ 自己点検・評価の根拠となる資料・データ

備付資料とする。 
■ 資料・データ一覧を様式5に記載する。 

■ 複数の基準を選択する場合は基準ごとにま
とめて記載する。 

103.科目等履修生規程 
104.研究生規程 
105.平成29年度 地域連携事業報告書 
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備付資料（諸規程集 51 別紙資料） 

諸規程集 No 学校法人福原学園例規集 

組織・総務関係 

組織規程、事務分掌規程 1 
2 
3 

福原学園組織規則 
九州女子短期大学組織規則 
福原学園理事長職務の委任に関する規則 

稟議規程 4 福原学園専決規則 

文書取扱い(授受、保管)規程 5 
6 

福原学園文書取扱規程 
福原学園文書保存規程 

公印取扱規程 7 福原学園公印規程 

個人情報保護に関する規程 8 福原学園個人情報の保護に関する規程 

情報公開に関する規程 9 
10 

財務情報の開示要領 
福原学園財務書類等閲覧要領 

公益通報に関する規程 11 福原学園公益通報に関する規程 

情報セキュリティポリシー 12 福原学園事務情報ネットワークシステムの管理運用及び利
用に関する要項 

防災管理規程 13 福原学園防火防災管理規程 

自己点検・評価に関する規程 14 九州女子短期大学自己点検・評価実施規程 

ＳＤに関する規程 15 福原学園事務職員等研修規程 

図書館規程 
 
 

16 
17 
18 

九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館規程 
九州女子大学・九州女子短期大学図書館運営委員会要項 
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館資料の収集・管
理規程 

各種委員会規程 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

31 
 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

41 
42 
43 

福原学園経営戦略会議規則 
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 入学者選抜規程 88 
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91 
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 FD に関する規程 40 九州女子短期大学ファカルティ・ディベロップメント推進委
員会規程 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

■ 基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

本学の建学の精神である学是「自律処行」は、「自らの良心に従い事に処し善を行う」で

あり、「自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてしなやかな女

性を育成すること」を目的としている。また、本学は、学是「自律処行」の理念に立脚し、

本学および学科の「人材養成及び教育研究上の目的」を明確に示し、教育研究活動を展開し

ている。今後も、授業を通じて建学の精神「自律処行」の理解度をさらに高めていくととも

にアンケートの実施を通じて建学の精神「自律処行」の理解度の把握・検証を行い、適切な

周知方法を検討する。 

教育目的・目標については、建学の精神「自律処行」に基づき、「人材養成及び教育研究

上の目的」を学則に明確に示し、学内外に公表している。 

卒業までに達成を目指す学習成果については、「人材養成及び教育研究上の目的」に基づ

き、本学のディプロマ・ポリシーの下、学科のディプロマ・ポリシーに定めている。また、

学習成果の査定については、多様な手法で学生一人ひとりに対し、学習状況の把握を行う

など、きめ細かく対応している。また、学生の満足度に関する授業フィードバック・アンケ

ートや授業改善を目的としたファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」と記す。）研

修会などでの学びを通じ、教育改善に結び付ける取り組みを実施している。 

しかしながら、学習成果を総合的に把握する仕組みが十分にできていないため、各種の

データを収集し、評議会の下に設置の各種委員会で検討を行う予定である。 

また、本学では教育の質を保証するため、教育効果の向上を目指し、教育課程の体系化が

俯瞰できるカリキュラムツリーなどの策定を通じて、組織的な改善に取り組んでいる。 

これら改善を促進するあたり、「九州女子短期大学自己点検・評価実施規程」に基づき、

九州女子短期大学自己点検・評価委員会を設置している。本委員会では、全教職員が自己点

検・評価活動に関与する仕組みを構築するため、毎年度作成の自己点検・評価報告書の内容

の把握や改善に努め、教育の質の向上を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６－基準Ⅰ 
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［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。］ 

■ 基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価 

(ａ)  現状 

本学は、戦後間もない昭和 22 年に福原学園創設者である福原軍造が、国家再建への渾身

の情熱と社会的使命感に基づいて、「真の教育は私学から」との強い信念から創設した福原

高等学院（女子部）を母体として、昭和 35 年 4 月に九州女子短期大学家政科を開設して開

学された。開学後、本学は、時代の進展や地域のニーズに即した学科の増設および改組転換

を行い、平成 23 年 4 月には子ども健康学科を設置、平成 25 年 4 月には子ども健康学科を

母体とした専攻科子ども健康学専攻を設置した。 

本学の目的は、九州女子短期大学学則第 1 条に掲げられているように、「広く深い知識と

教養を授けると共に、職業教育に重点を置く高等教育を施し、良識と技能をそなえた心身

共に健全な女性の育成」であり、これは教育基本法および学校教育法に沿った内容である。 

本学の建学の精神である学是「自律処行」は、「自らの良心に従い事に処し善を行うこと」

を意味し、「自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてしなやか

な女性を育成することを目的とする」こととしている。平成 19 年 7 月に公布された短期大

学設置基準の一部改正の趣旨に基づき、教育研究上の目的を策定するにあたっては、本学

の教育理念を明確化するため、教授会（平成 27 年度より教育運営委員会）、評議会で審議

し、改めて、建学の精神「自律処行」を学是とし、「自ら立てた規範に従って、自己の判断

と責任の下に行動できる強くてしなやかな女性を育成することを目的とする」ことを定め

た。さらに、本学の教育理念を基本理念と活動理念から構成し、基本理念は、建学の精神で

ある学是「自律処行」を掲げ、活動理念は、「地域社会との連携の強化」、「教育活動の質の

転換及び質保証の強化」、｢免許・資格取得支援の強化｣、｢学生サービスの強化｣、｢国際交流

システムの構築｣としている。 

上述のように、本学における教育理念は、建学の精神「自律処行」を基本理念としたもの

であり、活動理念と併せて高等教育機関として本学が果たすべき責務を明確に示している。

この基本理念である建学の精神「自律処行」は、歴代の学長方針により創立以来受け継がれ

ており、本学のみならず福原学園設置校に勤務する全ての教職員が共有してきた。 

また、本学学生に建学の精神「自律処行」を浸透させるため、「学生便覧」、「シラバス」、

「教務ガイダンス」および「Campus Life」に記載し配付しており、本学 Web サイトの学長

メッセージおよび情報公開ページに掲載し、学内外の広範囲に公表している。さらに、入学

式の学長式辞および入学直後のオリエンテーションなどで短期大学部長から建学の精神

「自律処行」の説明をしている。併せて、1 年次の教養教育科目である「キャリアデザイン

Ⅰ」において、本学の歴史や、教育理念、教育目標についての講義を行うことによって、建

学の精神「自律処行」の浸透を図っている。 

教員に対しては、「教員ハンドブック～授業方法について～」の冒頭に、建学の精神「自

律処行」を掲載して周知徹底を図っている。また、教職員に対しては、学校法人全体の学園

総会や年度始めの学長・副学長方針、年末年始の学長講話において建学の精神「自律処行」

の確認を行っている。高校生に対しては、毎年刊行の大学案内に掲載し、周知している。さ

らに、企業に対しては、「Campus Profile」で紹介している。 
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本学は、著しく変化する社会環境に対応すべく、建学の精神に基づいた教育研究活動を

展開してきた。平成 25 年度に実施した福原学園第 2 次中期計画の策定にあたっては、建学

の精神「自律処行」を学園全体の使命として位置付けた。学園全体の使命を踏まえ、地域に

根ざした実践教育を展開する大学を目指すことを大学のビジョンとして設定し、建学の精

神に基づいた教育研究活動を行っており、毎年度に策定する事業計画アクションプランに

おいては、PDCA サイクルによって組織的に共有している。また、平成 27 年度に建学の精神

「自律処行」に立脚し、「強くてしなやかな女性を育成」するため、「学士課程教育の構築に

向けて」（平成 20 年 12 月 24 日 中央教育審議会答申）を踏まえ、ディプロマ・ポリシー

を定めた。さらに、平成 28 年度は、平成 29 年 4 月 1 日から施行される学校教育法施行規

則の改正の趣旨に基づき、建学の精神「自律処行」を基盤とした教育研究上の目的を踏ま

え、教育の諸活動を一貫したものとして再構築するため、三つのポリシー（ディプロマ・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）の一体的な見直しの方針を

定め、評議会において策定した。 

 

(ｂ)  課題  

教職員に対しては、建学の精神「自律処行」は定期的に周知・確認しているが、本学の教

育理念が基本理念と活動理念から構成されていること、また、建学の精神を教育研究活動

に密接に関連させていくことの周知徹底を継続して行っていく必要がある。 

学生に対しては、新入生オリエンテーション、授業などで周知を図っているが、建学の精

神「自律処行」の意味が十分に理解されていないことから、分かりやすく学生に理解させて

いく必要がある。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

建学の精神についての教員への周知は、建学の精神を踏まえた学科独自の FD 研修会など

を開催して、学生に教授できるよう建学の精神および教育理念の理解度を高める。 

学生への周知は、教養教育科目「キャリアデザインⅠ」において、福原学園の歴史や歩み

などの授業を通じて、建学の精神「自律処行」の理解度を高めていく。また、今後も継続し

て、建学の精神に関するアンケートを実施し、学生の理解度を把握する。 

【提出書類】 

1.2017 学生便覧 

2.2017 大学案内 

3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2.html 

4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 

5.2017 Campus Life 

6.シラバス 2017 

7.2017 Campus Profile 

  8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

9.九州女子短期大学学則（平成 29 年度） 
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【備付書類】 

1.九州女子大学・九州女子短期大学 50 年の歩み 

85.平成 30 年度 九州女子短期大学三つのポリシー 
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。］ 

■ 基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学の教育目的・目標は、以下のとおり建学の精神である「自律処行」に基づき、学則に

「人材養成及び教育研究上の目的」として明確に示しており、「学生便覧」、「教員ハンド

ブック」および Web サイトに掲載し、学内外に公表している。 

学生に対しては、入学直後のオリエンテーションで「学生便覧」などを活用し、説明する

とともに、1 年次の教養教育科目である「キャリアデザインⅠ」の授業を通じて周知を図っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ディプロマ・ポリシーで示した学習成果を達成すべく、カリキュラム・ポリシーを定め、

教育課程を編成し、「人材養成及び教育研究上の目的」を具現化する科目を配置している。

また、幼稚園教諭二種免許状、養護教諭二種免許状および保育士資格が取得できるよう科

目を配置している。 

これらの人材養成および教育研究上の目的については、平成 28 年 3 月に中央教育審議会

より示された三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッ

ション・ポリシー）の策定および運用に関するガイドラインを参考に、一体的な見直しを行

うなかで、その適切性について検討を行った。 

今後も、三つのポリシーの検証を毎年度行うなかで、「人材養成及び教育研究上の目的」

についても定期的な点検を行う。 

 

（ｂ）課題 

 本学の教育目的・目標については、学則などで提示しているが、定着させることが課題で

ある。 

九州女子短期大学学則（抜粋） 
（学是） 
第 3 条  

本学の建学の精神は、自らの良心に従い事に処し善を行うことである。 
この学是「自律処行」は、自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてし
なやかな女性を育成することを目的とする。 
 

（本学の人材養成及び教育研究上の目的） 
第 3 条の 2  

本学は、学是「自律処行」の理念に立脚し、乳幼児期から青年期に至る子どもの成長・発達の科学
的理解及びその科学的理解に基づく心身の健やかな成長・発達を支援する専門的知識・技能につい
て学び、確かな子ども理解と健康観に支えられた発達と健康維持・増進を支援する実践的力量を修
得させることを目的とする。 
 

（子ども健康学科の人材養成及び教育研究上の目的） 
第 3 条の 3  

子ども健康学科は、他者との協調性、自己理解力、的確な判断力を培い、自主・自立の人材を養成
する。また、子どもの心身の健やかな成長・発達について深い知識と高い技能を有し、子どもの成
長・発達と健康の維持増進を支援する実践的力量をもった人材の養成を目的とする。 
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［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

■ 基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

 本学では、建学の精神である学是「自律処行」を踏まえた「人材養成及び教育研究上の目

的」に基づき、ディプロマ・ポリシーを策定している。学科のディプロマ・ポリシーを十分

に踏まえたカリキュラム・ポリシーに基づき、教育課程を編成している。ディプロマ・ポリ

シーには、卒業までに達成を目指す学習成果が定められており、免許資格の取得を学習成

果の一つとして位置付けている。 

 これらの学習成果については、学生に配付する「学生便覧」、「シラバス」および「教務

ガイダンス」に掲載し、Webサイトにおいて公表している。また、学習成果を量的・質的デ

ータとして測定する仕組みとしては、以下のようなものがある。 

 

 評価項目 評価方法 

1 授業科目ごとの測定・把握方法 
①各授業科目の成績評価 
②授業フィードバック・アンケート 

2 授業期間終了後の測定・把握方法 
①単位修得状況の把握 
②GPA 

3 卒業時の測定・把握方法 ①免許・資格取得状況 

4 授業以外の測定・把握方法 
①外部機関におけるテスト 
②キャリアシート 

 

卒業研究に関する科目（「卒業研究Ⅰ」と「卒業研究Ⅱ」）を学習成果の集大成として位置

付け、卒業研究活動報告会を毎年2月に実施している。この科目は、これまでの学びで培っ

てきた個々の学習を基盤として、課題を見つけその解決策を探求しようとするものであり、

これまでの研究活動から得られた一定の結果を考察し発表することで、学習成果の向上に

役立てている。この卒業研究活動報告会には1年生も参加し、2年生の活動成果を学ぶこと

で、次年度に向けた学習の一環となっている。 

 

   【平成29年度卒業研究テーマ例】 

 卒 業 研 究 テ ー マ  

1 障がい児・障がい者の余暇活動 

2 問題発見力、協働力、課題解決能力を高める活動の研究 

3 明暗条件の睡眠が生活リズムに及ぼす影響に関する研究 

4 子どもたちが楽しめるような音楽表現活動 

5 便秘の現状・解消法に関する研究 

6 現代の若者の性に関する認知度・実態についての研究 

7 子どもが教務を持ちわかるような絵本の読みきかせ方の研究 

8 子どもにあった保育教材づくりの研究 

9 性感染症についての文献調査・保健指導の実践 

10 人見知りを改善するための保育展開・保健学習の指導展開の研究 

11 乳児の玩具における役割と意義についての研究 

       

学習成果の点検については、基準Ⅰ-B-1 で示したとおり、三つのポリシーの検証を毎年

度行うなかで、学習成果についても定期的な点検を行う。 
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（ｂ）課題 

学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みはあるが、それらを活用して学習成

果を総合的に把握できていないことが課題である。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。］ 

■ 基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

 本学では、教育の質保証という観点から学校教育法、短期大学設置基準などの関係法令

の変更を適宜確認し、法令遵守に努め、教育活動を実施している。文部科学省、厚生労働省

などからの法令に関する通知文書は、関係部署から学長、短期大学部長をはじめ、担当教員

にその写しが配付され、内容によって学科会議、教育運営委員会、その他委員会で担当教員

および事務職員より説明を行い、情報を全教員が共有することにしている。  

また、教員は、以下の専門分野一覧表に示すとおり、専門分野ごとに適切に教員を配置す

るとともに、1名の助手を配置している。 

 

   【専門分野一覧表】           （平成29年5月1日現在） 

専門分野 人数 

 国語科教育・初等教育 2 

教育学 1 

 保育学 2 

 教育心理学 2 

 看護学 3 

 幼児教育 1 

 音楽 1 

 造形 1 

 学校保健 2 

 スポーツ生理学 1 

 薬理学 1 

 障害児保育・障害児・者福祉 1 

           計 18 

 

学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法については、以下のとおりである。 

①授業科目ごとの測定・把握方法 

教員は、ディプロマ・ポリシーに基づく授業科目の到達目標を反映したシラバスを

作成し、それに従い授業を実施し、随時、学生の学習成果を試験・レポート・授業参

加度で測定している。また、学期中に学生に対する授業中間アンケートや授業フィー

ドバック・アンケートを実施するとともに、授業相互参観・公開授業の実施やFD研修

会の参加を通じ、授業改善に取り組み、教育の質の向上を目指している。 

授業フィードバック・アンケートについては、授業に対する学生の満足度に関し 

て無記名の選択・記述形式併用型のアンケートを実施している。調査項目は授業内容、
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授業の分かりやすさ、担当教員独自の設問、教育設備、学生自身の授業態度・姿勢と

自由記述欄で構成されている。結果については、集計・統計処理し、授業改善の一助

となるよう、各授業に関する集計結果と統計的処理に基づく重点改善事項に関する

資料を当該授業担当者に配付している。授業担当者は自分の授業の現状を把握し、教

育改善に結びつけることを目指している。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 29 年度に実施した FD 研修会の開催概要】 

日時 テーマ・内容 

【第 1 回 FD 研修会】 
平成 29 年 
9 月 7 日(木) 
10：45～12：15 

【テーマ】 
研究活動に関する事項について 

【内 容】 
①公的研究費の不正防止および平成 30 年度科学研究費助成事業申請の留意

点について 
②平成 30 年度科学研究費助成授業申請のポイントについて 

【第 2 回 FD 研修会】 
平成 30 年 
2 月 22 日(木) 
10：00～12：00 

【テーマ】 
教育活動に関する事項について 

【内 容】 
①シラバス作成の趣旨について 
②平成 30 年度シラバスおよび成績評価の確認シートについて 

 

②授業期間終了後の測定・把握方法 

学生の単位修得状況については、学科において成績通知書で把握し単位の修得状

況により指導を行っている。また、平成27年度よりGPA制度を導入しており、学生に

教育の質保証の PDCA サイクル 

Plan 

授業設計 

Do 

授業 

Check 

評価 

Action 

改善 

①人材養成及び教育上の目的 

②DP・CP・AP 

③ｶﾘｷｭﾗﾑﾂﾘｰ、ﾏｯﾌﾟ 

④ｼﾗﾊﾞｽ 

①授業ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ･ｱﾝｹｰﾄ 

②授業相互参観・公開授業 

③FD 研修会 

①試験 

②ﾚﾎﾟｰﾄ 

③発表 

④自学自習 

①自己点検・評価 

教育力 

向 上 
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成績通知書配付の際に開示している。なお、学期GPAが1.00未満の学生に対して、学

科教務委員などより、次学期の履修登録までに指導・助言を行うこととしている。 

 

③卒業時の測定・把握方法 

卒業時の免許資格取得状況により、学習成果を測定している。平成29年度の免許

資格取得状況は以下のとおりである。 

 

【平成29年度卒業生の免許資格取得率】 

  

 

 

 

 

 

④授業以外の測定・把握方法 

授業以外の測定として、1 年次開始時および 2 年次開始時に外部機関におけるテス

トを実施している。それぞれの時点において、社会人として必要な力であるジェネリ

ックスキル（リテラシーとコンピテンシー）がどの程度身に付いているのかを測定し

ている。結果から、学生が将来目指す職業像をイメージし、それに向けての準備学習

を効果的に進めることができる。また、社会で必要とされる人材とは何かを意識し、

必要な力を高めるために役立てている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、1 年次においてはクラス担任、2 年次においては卒業研究指導教員が、学

生一人ひとりについて、学習状況や学生生活についての情報を、学生との面談をと

おして把握し、キャリアシートに記載している。このシートをもとに、クラス担任、

卒業研究指導教員による学習指導や学生生活の相談、進路指導、保護者対応などを

行っている。 

 

教育の質保証については、平成 28 年度は、ディプロマ・ポリシーと各授業科目の到達目

標との関連性を明確化するため、カリキュラムマップを作成するとともに、学年・学期ごと

で授業科目を配置したマッピング表を作成した。 

また、ディプロマ・ポリシーを達成するための科目間の系統性を示したカリキュラムツ

リーを作成した。さらに、ディプロマ・ポリシーを達成するために、カリキュラム・ポリシ

ーのうち、「教育内容」である授業科目の年次進行と科目区分間の関連性を図示化したカリ

免許資格名 希望者数 取得者数 取得率 

幼稚園教諭二種免許 78 72 92.3 

養護教諭二種免許 70 65 92.9 

保育士資格 136 131 96.3 

【リテラシー：知識を活用して問題を解決する力】 

問題解決力 （情報収集力・情報分析力・課題発見力・構想力） 

【コンピテンシー：人と自分にベストな状態をもたらそうとする力】 

対人基礎力 （親和力・協働力・統率力） 

対自己基礎力（感情制御力・自信創出力・行動持続力） 

対課題基礎力（課題発見力・計画立案力・実践力） 
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キュラムフローチャートを作成し、新入生への履修指導などに活用して、教育の質の向上

に努めている。 

平成 29 年度については、平成 28 年度の策定したディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシーの精査を行うため、FD 推進委員会を中心に見直しを

行った。 

 

（ｂ）課題 

学習成果の査定方法については、いくつかの手法で実施しているが、授業フィードバッ 

ク・アンケートについては、設問項目の見直しも含め、授業改善に繋がる検証が課題であ

る。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画  

教育目的・目標および学習成果の周知については、カリキュラムマップ、カリキュラムツ

リーおよびカリキュラムフローチャートの作成を通じ、より分かりやすく可視化すること

によって、定着を図る。 

学習成果の査定については、多面的な視点からのデータを収集し、今後、評議会の下に設

置している IR 推進委員会で分析を行い、学習成果の妥当性を検証する。 

また、教育の質保証に係る PDCA サイクルを十分に活用し、授業相互参観や FD 研修会を

通じて教育力・研究力の向上に取り組む。さらに、学習成果の妥当性については、新たに定

めた三つのポリシーを継続的に検証していく際に併せて検討していく。 

 

【提出書類】 

1.2017 学生便覧 

3.情報公開 Web サイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2.html 

4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 

6.シラバス 2017 

8.平成 29 年度 教務ガイダンス 

9.九州女子短期大学学則（平成 29 年度） 

 

 

 

【備付書類】 

 6.免許資格取得状況一覧表（平成 29 年度卒業生） 

15.平成 29 年度 開講科目カリキュラムマップ 

16.平成 29 年度 開講科目マッピング表 

17.平成 29 年度 入学生カリキュラムツリー 

18.平成 30 年度 入学生カリキュラムフローチャート 

20.キャリアシート 
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23.授業中間アンケート用紙 

24.授業フィードバック・アンケート用紙 

29.FD 研修会資料 

30.授業相互参観および公開授業に関する資料 

85.平成 30 年度 九州女子短期大学三つのポリシー 

86.平成 29 年度 卒業研究活動報告書 

92.外部機関における基礎力測定テスト結果 
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［テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価］ 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて努力

している。］ 

■ 基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学では、教育研究活動などの点検・評価の実施において円滑な運営を図るため、九州女

子短期大学学則第2条第2項の規定に基づき、「九州女子短期大学自己点検・評価実施規程」

を整備しており、学長、副学長、学長特別補佐、図書館長、教務部長、学生部長、事務局長

などで構成される「九州女子短期大学自己点検・評価委員会」を設置している。また、自己

点検・評価報告書の作成を中心とした第三者評価に係る自己点検・評価活動を実践してい

くため、九州女子短期大学自己点検・評価実施規程第9条に基づき、「九州女子短期大学自

己点検・評価小委員会」を設置している。 

本学では、前回（平成22年度）の第三者評価受審以降も継続的に委員会を運営し、学内の

改善に努めてきた。自己点検・評価活動としては、平成24年度に平成23年度および平成24年

度の教育課程に係る自己点検・評価報告書を作成し、平成25年度においては、九州女子大学

の自己点検・評価報告書に係る点検活動を行ってきた。 

前回（平成22年度）の第三者評価受審以降については、短期大学基準協会の様式に基づく

自己点検・評価報告書は毎年発刊しておらず、平成23年度および平成24年度は、教育課程に

特化した自己点検・評価報告書を作成した。平成25年度以降の点検・評価報告書の作成にあ

たっては、平成26年度の新たな構成員による組織編成により、平成25年度の教育研究活動

や管理運営などの状況を自己点検・評価した上で、第三者評価基準に基づいた報告書を作

成するために、学科と事務局の担当を決め、執筆分担した。 

こうした過程のなかで、本学の教育理念および学科の教育目的・目標に基づいた教育が

実践されているか、学科の教育目的・目標が社会的ニーズに対応しているかについての定

期的な点検は、主に以下のように実施している。 

第一に、定期的に開催される学科会議において、各教員が担当する学生の入学後の学業

状況、学生の目的意識の変化および目標達成の状況などについて情報交換しつつ、本科の

教育実践を点検している。 

第二に、平成5年度以降、「九州女子短期大学自己点検・評価実施規程」に基づき、九州

女子短期大学自己点検・評価委員会が組織され、本委員会が中心となって自己点検・評価活

動を実施し、自己点検・評価報告書を作成している。 

自己点検・評価報告書については、教授会（平成27年度より教育運営委員会）の意見を徴

し、評議会で審議決定を行い、Webサイトで公表している。 

平成29年度の自己点検・評価活動については、九州女子大学で組織される自己点検・評価

委員会と合同で実施し、自己点検・評価報告書の作成を行うとともに、九州女子大学におい

て公益財団法人大学基準協会より平成26年度大学認証評価結果で示された「大学基準毎の

個別的課題」について、本学においても、各種委員会などにおいて実施した検討結果につい

て検証を行った。また、本学の内的要因（強み・弱み）、外的要因（機会と脅威）を把握す

るためのSWOT分析を行った。 
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さらに、平成28年度には、九州女子大学・九州女子短期大学教育懇談会を設置し、入学者

選抜、カリキュラムの内容・学習方法・学習支援、学習成果、教員組織、施設・設備、社会

との接続など、三つのポリシーに照らした本学の取り組みの適切性に係る点検・評価につ

いて、外部有識者を招聘し、第三者との意見交換による点検・評価を実施した。 

  

（ｂ）課題 

平成 27 年度の学校教育法の改正により、学長のガバナンス強化を図るため、組織的な機

関決定を重視し、評議会の下に自己点検・評価委員会を設置し、全学的に自己点検・評価活

動を行う組織運営の体制は整備したが、自己点検・評価活動について全教職員が関与する

仕組みが不十分である。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

自己点検・評価活動については、毎年度の自己点検・評価報告書の作成にあたり、全教

職員が自己点検・評価報告書の内容を把握・理解する仕組みを検討する。 

 

 

【提出書類】 

9.九州女子短期大学学則（平成 29 年度） 

10.自己点検・評価実施規程 

 

【備付書類】 

2.自己点検・評価報告書（平成 26 年度～平成 28 年度）  

Web サイト http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information.html 

3.教育懇談会要項 

4.平成 29 年度教育懇談会議事録 

88.九州女子短期大学 SWOT 分析 
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■ 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

建学の精神のさらなる理解・浸透を図るため、シラバス作成時に「キャリアデザイン

Ⅰ」の授業内容である、学是「自律処行」の考え方、理解度の浸透のあり方について、担

当教員間で十分な検討を行う。 

教育の効果の改善を図るため、教育課程の体系性を明確に示し、理解・把握すること 

を目的にFD推進委員会において、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーおよびカリキ

ュラムフローチャートを毎年度検証し、教育の効果へ反映させる仕組みを構築する。ま

た、IR推進委員会における各種データの分析結果を各種委員会および学科において、改善

検討の資料として活用するとともに、学習成果の妥当性の検討についても行う。 

自己点検・評価活動については、自己点検・評価委員会の委員長である副学長と学長特

別補佐（短期大学部長）のリーダーシップのもと、自己点検・評価委員会と各種委員会の

連携を強化し、全教職員参画のもと、自己点検・評価報告書の作成を通じて自己点検・評

価活動の充実を図る。 

 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

（1）以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項 

平成 28 年 7 月に学長の諮問機関として九州女子大学・九州女子短期大学教育懇談会（以

下「懇談会」という。）を設置した。懇談会は、外部有識者を加えた構成とし、本学の教育

運営に関する取り組みについて、広く外部の意見も取り入れ、自己点検・評価活動に資する

ことを目的としている。 

平成 28 年 11 月 10 日(木)に第１回懇談会を開催し、議長を選出する他、外部有識者への

懇談会設置の趣旨説明、自己点検・評価活動に係る文部科学省の政策・動向について共通の

認識を図ると同時に、今後の懇談内容などスケジュールについて協議と懇談を行った。 

平成 29 年度においては、第 1 回懇談会を平成 29 年 10 月 12 日(木)に開催され、(1)教育

懇談会 平成 29 年度 会議日程・会議内容、(2)短期大学基準協会 第三者評価における訪問

調査について、(3)SWOT分析について、意見交換を行った。 

さらに、平成 29 年 12 月 21 日(木)に開催した、第 2 回および平成 30 年 3 月 7 日（水）

に開催した第 3 回懇談会では、平成 28 年度に策定した九州女子短期大学の三つのポリシー

（ディプロマ･ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）について、

意見交換を行い、外部有識者の意見を踏まえ、三つのポリシーについて、一部修正すること

とした。 

また、「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関」の創設が答申されたことに関して、

本学が地域の女子短期大学として継続的に教育・研究活動を続けるために必要なことにつ

いて意見を求めたところ、本学の教育理念・教育目的に基づく特徴的な取り組みを身近な

地域から浸透させ、ブランディングしていくことが必要であるとの指摘があった。 

このように、本学の教育について外部の有識者との意見交換を通じて多様な意見を聴く

ことで、今後の自己点検・評価活動をより有意義なものとすることができる。 
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（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項 

特になし。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

■ 基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

本学では、三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッ

ション・ポリシー）を定め、「学生便覧」、「シラバス」、「教員ハンドブック」およびWeb

サイトで学内外に明確に示している。 

ディプロマ・ポリシーは、学是「自律処行」の理念に立脚し、「強くてしなやかな女性を

育成する」ため、学士力を中心とした4領域（「知識・理解」、「汎用的技能」、「態度・志向

性」、「統合的な学習経験と創造的思考力」）を卒業までに達成を目指す学習成果として定め

ている。また、卒業要件、成績評価基準、幼稚園教諭二種免許、養護教諭二種免許および保

育士資格については、学則および関連諸規程に定め、「学生便覧」に明確に示している。 

カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーの目標を達成すべく、教育課程の編成

方針を示している。教育課程については、教養教育科目と専門教育科目を体系的に配列し、

教育者・保育者を目指すにあたり必要な教養、コミュニケーション能力、キャリア教育、教

育・保育および保健・看護に関する専門知識・技能が身に付くような編成としている。学生

が卒業と同時に取得する幼稚園教諭二種免許、養護教諭二種免許および保育士資格に必要

な汎用的・専門的な能力を育成する教育課程となっている。 

アドミッション・ポリシーは、期待する学生像、目指す教育者・保育者像を示しており、

高等学校などで身に付けてほしい知識、技能などについて明記している。、入学者選抜には、

推薦入試、一般入試、AO入試、学力特待生入試など、多様な選抜方法により、「九州女子短

期大学入学者選抜規程」に基づき、公平性を保ちながら正確に実施している。また、平成29

年度入学生より、入学前教育について、さらなる充実を図り実施している。 

なお、本学の三つのポリシーについては、「「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・

ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入

れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」（平成28

年3月31日 中央教育審議会大学分科会大学教育部会答申）を参考指針とし、平成28年度に

見直しを行い、三つのポリシーの一体的な策定を行った。今後は、毎年度継続的に点検・評

価を行い、本学の教育活動に即した観点や他大学の状況も踏まえ、見直しを行う必要があ

る。 

本学の学習成果については、ディプロマ・ポリシーに基づき、免許資格取得を学習成果の

一つとして位置付けており、免許資格取得状況により適切に把握している。 

授業の改善については、学生による授業フィードバック・アンケートを前・後期に定期的

に、原則全教員、全ての科目において実施し、学生の様々な意見を授業改善に繋げている。

さらに、全教員による授業相互参観などを実施し、他の教員の授業内容および授業方法の

工夫を参考にすることで、授業改善に繋げている。なお、授業フィードバック・アンケート

の集計結果については、組織的に検証するシステムを構築していないため、質問項目の見

直しを含め、授業改善に向けた方策について検討する必要がある。 

学生の支援については、学科と事務局が連携し、本学における学習および生活の支援を

行っており、入学時から様々なオリエンテーションなどを通じて、「学生便覧」、「シラバス」、

「教務ガイダンス」などを活用して、卒業要件や免許資格取得について、学生に説明を行っ

様式７－基準Ⅱ 
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ている。また、オフィスアワーなどを利用した学生への学習に関する相談や指導を行って

いるが、教員の個別対応・指導が中心となっているため、組織的に学生支援できる体制につ

いて、今後検討する必要がある。 

また、平成28年度より、事務組織を再編し、学生支援および就職支援を担当するための組

織としてキャリア支援課を設置し、大学生活の支援を充実させるとともに、学生対応の一

元化を図るため、学生への総合窓口（コンシェルジュ）を設け、学生の相談に対応し支援を

行っている。 

学生への生活支援に関しては、九州女子大学と合同で運営している学生部委員会とキャ

リア支援課が、進路および就職支援に関しては、九州女子大学との合同で運営している就

職委員会とキャリア支援課が中心となり、学科と連携し、組織的に取り組んでいる。 

施設設備における支援としては、円滑なキャンパスライフを送るため、学生食堂、憩いの

ためのラウンジなどの福利厚生施設を設置している。また、学生の健康管理およびカウン

セリングについては、保健室で対応している。 

障害者の受け入れのための施設の整備については、エレベーターの設置やバリアフリー

のためのスロープ、障害者用トイレを設置し、対応している。 
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［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。］ 

■ 基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学のディプロマ・ポリシーは、「人材養成及び教育の研究上の目的」に基づき、以下の

とおり定め、「学生便覧」、「シラバス」、「教務ガイダンス」、「教員ハンドブック」お

よび Web サイトで掲載し、学内への周知はもとより、学外に対しても広く公表している。 

 
 

【九州女子短期大学】 

知識・理解 

社会人に相応しい教養および専攻する学問分野における基本的な知識を体系的・

構造的に理解するとともに、学んだ知識や自己のあり方等について、文化、社会、

自然等と関連付けて理解している。 

汎用的技能 

多様なコミュニケーションの方法を用いて他者と円滑にコミュニケーションが

でき、乳幼児期から青年期に至る子どもの成長・発達の科学的理解及びその科学

的理解に基づく心身の健やかな成長・発達を支援する専門的知識・技能について

学び、地域や社会における課題に取り組むための課題発見力、理論的思考力及び

課題解決力を有している。 

態度・志向性 

自らを律し、自己の良心や社会のルールに従って行動できるとともに、他者と積

極的かつ効果的に協調・協働して行動できる。 

さらに、地域や社会の一員としての意識を持ち、その改善や発展に向けて貢献し

ようとする態度を有している。 

 

【子ども健康学科】 

知識・理解 

① 
社会人として、幼稚園教諭、保育士、養護教諭としてふさわしい教養とマナ

ーを身につけている。 

② 

保育者、養護教諭に必要な、乳幼児、児童、生徒に関する知識や保育・教育

に関する専門的な知識と技能を身につけ、保育や教育のあり方と結び付け

て理解している。 

汎用的技能 

① 
専門的な知識、技能を充分に活用して、保育や教育・子育て支援の場で課題

を解決する確かなコミュニケーション力と実践力を有している。 

② 
一人一人の特性を理解し尊重しながら、育ちを支え、体と心の健康、安全を

守ることができる。 

態度・志向性 

① 
子どもと保護者の立場に立ってその気持ちを受容し、理解し、共感しよう

とする態度を身に付けている。 

② 

保育者、教育者の役割と責任を認識し、自ら成長し向上して責任を果たそ

うとする情熱と意欲を持ち、社会への奉仕の精神、人に対する優しさと思

いやりを身につけている。 

 

本学のディプロマ・ポリシーには、卒業までに達成する学習成果を定めており、平成 27

年度に見直しを行った。見直しにあたっては、「学士課程教育の構築に向けて」（平成 20年

12 月 24 日 中央教育審議会答申）の学位授与方針で謳われている 4 領域（「知識・理解」、

「汎用的技能」、「態度・志向性」、「統合的な学習経験と創造的思考力」）に基づいて構成し

定めた。 

学則において、単位の認定および卒業に必要な単位数として以下のとおり定めている。

また、履修規程において、取得可能な免許資格に必要な科目を明示するとともに、詳細事項
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については、各種法令に基づき、教職課程履修規程、保育士課程履修規程を定め、学生に周

知している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 28 年 3 月に中央教育審議会より示された三つのポリシーの策定および運用に

関するガイドラインに基づき、「三つのポリシーの一体的な策定の意義、策定に当たり留意

すべき事項」および「三つのポリシーの一体的な運用に当たり留意すべき事項」を踏まえ、

平成 29 年 4 月公表に向けて平成 28 年度に、本学の三つのポリシーについて一体的に見直

しを図った。 

平成 28 年度は、ディプロマ・ポリシーと授業科目の授業概要・到達目標との整合性を確

認するため、カリキュラムマップを作成するとともに、学年・学期ごとで授業科目を配置し

たマッピング表を作成した。カリキュラムマップおよびマッピング表を用いて、ディプロ

マ・ポリシーと到達目標の整合性を確認した。 

本学のディプロマ・ポリシーに基づいて学位を授与された多くの学生が、それぞれ専門 

職に就職できていることから、本学のディプロマ・ポリシーは社会的に適用性があると考

えられる。 

今後も、基準Ⅰ-B-1 で示したとおり、ディプロマ・ポリシーについて、他の二つのポリ

シーと併せて定期的な点検を行う。 

 

（ｂ）課題 

ディプロマ・ポリシーと授業科目の到達目標との整合性について、カリキュラムマップ

およびマッピング表の作成を通して、確認を行ったが、今後、組織的な検証が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州女子短期大学学則（抜粋） 
（単位の認定） 
第 30 条 各授業科目の単位の認定は、試験又はこれに代わるべきものによるものとし合格した者に

対して所定の単位を与える。 
２ 前項の試験等の成績の評価は、秀・優・良・可・不可とし、秀・優・良・可を合格とする。 
 
（卒業） 
第 43 条 卒業に必要な単位数は、次のとおりとする。 
   教養教育科目  10 単位以上 
   専門教育科目  24 単位以上 
   上記の単位を含み合計 62 単位以上を修得する。 
２ 学長は、本学に 2 年（第 21 条又は第 22 条の規定により入学した者については、第 24 条により定

められた在学すべき年数）以上在学し、前項規定の所定の単位数を修得した者に対し、学長が教育
運営委員会の意見を聴いて、卒業を認定し卒業証書を授与する。 
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［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

■ 基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学のカリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーで示した学習成果を達成すべ

く、以下のように定め、教育課程を編成している。 

カリキュラム・ポリシーについては、「学生便覧」、「シラバス」、「教務ガイダンス」、

「教員ハンドブック」および Web サイトで公表し、学内外に周知している。 

 

子ども健康学科 

教育内容 

1.幅広い教養の習得をめざす科目群のほか協調性・自己理解力・判断力の獲

得のためのキャリア支援科目を加えた教養教育科目を配置する。 

2.子どもの発達支援及び健康の維持増進に関する専門的知識・技能を獲得す

るための専門教育科目を配置する。 

3.専門教育科目は、全学共通の基礎科目と、進路に応じて「発達支援領域」、

「健康支援領域」のいずれかに軸足をおきながら両領域の知識・技能を修

得するよう基幹科目及び教職関連科目を配置する。 

4.卒業研究は、保育者や教育者として必要な専門性と人間性、研究力を身に

つけることを目標に配置している。 

教育方法 

1.主体的な学びの力を高めるためにアクティブラーニングを取り入れた教

育方法を実施する。 

2.演習・実習においてはグループ学習を取り入れ、協調性を身につけるとと

もに、課題解決能力を育成する。 

3.「異文化交流」や「インターンシップ・プログラム」などの学外実習によ

り体験的な学習活動を実施する。 

教育評価 
各授業は、シラバスによって明確化された到達目標と成績評価基準に従い、

単位を付与する。 

 

教育課程については、教育目的・目標に即した教養教育科目と専門教育科目を体系的に

編成し、子どもの心身の健全な育成に必要な科目内容を盛り込み、十分な学習成果が達成

できるようにしている。また、教育職員免許（幼稚園教諭二種免許および養護教諭二種免

許）および保育士資格の法令に基づいた科目の配置を行っている。 

なお、成績評価については、秀・優・良・可・不可とし、秀・優・良・可を合格とし、100

点を満点、60点以上を合格として適正に定量化した評価ができるようにしている。 

また、教育の質保証のため、シラバスに科目ごとに具体的な評価基準・方法などを示し、

厳正に適用している。シラバスの内容としては、教科書や参考書の提示、授業概要、到達目

標、授業計画、準備学習（予習・復習等）、評価方法などの授業計画を統一して記載してい

る。平成28年度は、準備学習（予習・復習等）の記載において、具体的な内容と、それに必

要な時間の両方を明記することおよび課題（試験やレポートなど）に対するフィードバッ

ク方法の記載を求めるように作成要領を変更した。さらに、平成26年度より第三者（同領域

の者）によるシラバスの組織的なチェック体制を導入している。シラバスの記載内容の点

検・検証をより組織的なものとするため、シラバス確認者が、「授業計画（シラバス）確認

チェックシート」に基づき確認作業を行い、記載内容の適正を図った。 

学習成果の測定においては、平成27年度に、教育の質の向上および成績評価の質の確保

を図るため、相対評価の観点を取り入れた成績評価を導入するとともに、多面的な成績評

価方法などを通じて、適切な運用を行うため、「成績評価の基本方針」を定め、平成27年度
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の試行的な実施を踏まえ、平成28年度より本実施を行った。 

平成29年度の成績評価の基本方針は、平成28年度に引き続き以下の2点を定めている。 

第一に、秀・優・良・可の区分については、成績分布の著しい偏在に留意するものとする。

特に秀・優については合わせて一定基準以内を目安とし、客観的・公正な成績評価に努め

る。 

第二に、同一科目名称で複数の教員が担当する場合は、成績評価基準などについて担当

教員間で充分に協議をして設定する。 

教員の配置については、短期大学設置基準、教職課程認定基準、児童福祉法施行規則など

に基づいて、教員の資格・業績を十分に反映し、配置している。 

教育課程の見直しとしては、平成28年度は、ディプロマ・ポリシーを達成するために、ど

のような授業科目が連携し、年次配当しているかを示したカリキュラムツリーを作成し、

科目配置の適切性について今後継続して検証を行うこととした。 

教育課程については、「教養教育科目」と「専門教育科目」に区分し、以下のとおり各科

目区分を配置し、授業科目を編成している。 

 

子ども健康学科 

科目区分 

教養教育科目 

第 1 群：人文・社会科目 
第 2 群：健康科目 
第 3 群：外国語・情報科目 
第 4 群：キャリア支援科目 

専門教育科目 

・基礎科目 
・基幹科目（発達支援領域） 

（健康支援領域） 
・卒業研究 
・教職関連科目 

 

(1)教養教育科目 

教養教育科目は、実社会で必要とされる幅広い教養を身に付けることを目的とし、第 1 群

「人文・社会科目」、第 2 群「健康科目」、第 3 群「外国語・情報科目」の区分による科目を

配置する他、第 4 群として「キャリア支援科目」の区分を設けて、九州女子短期大学の学

是「自律処行」に示され、かつ今日の教育者・保育者の資質として特に求められる、他者と

の協調性、自己理解力、的確な判断力を身に付けるため、入学時からキャリア教育を実施し

ている。 

 

(2)専門教育科目 

専門教育科目は、基礎科目、基幹科目、卒業研究および教職関連科目に区分している。ま

た、基幹科目については、本学科の教育研究上の目的である「他者との協調性、自己理解

力、的確な判断力を培い、自主・自立の人材を養成する。また、子どもの心身の健やかな成

長・発達について深い知識と高い技能を有し、子どもの成長・発達と健康の維持増進を支援
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する実践的力量をもった人材の養成」という観点から、発達支援領域と健康支援領域の専

門的知識・技能を学ぶ科目を配置している。 

 

① 基礎科目 

基礎科目は、学科の基礎的な科目により構成し、「子ども」関連科目（子ども理解と

発達支援に関する科目）、「保育」関連科目（保育の実践的知識・技能に関する科目）、

「健康」関連科目（心身の健康の維持増進に関する科目）を配置している。 

② 基幹科目 

基幹科目は、発達支援領域と健康支援領域の 2 領域からなる。2 領域に構成すること 

  によって、学生が希望する進路に応じて「発達支援領域」あるいは「健康支援領域」の 

いずれかに軸足を置きながら、両領域の専門的な知識・技能を修得させる。 

ⅰ.発達支援領域 

教育・保育および心理の分野を中心に編成した科目群で、子どもの心身の健やか 

な成長・発達を支援する知識・技能を体系的に学習できるよう科目を配置している。 

ⅱ.健康支援領域 

学校保健および看護・医療の分野を中心に編成した科目群で、子どもの心身の健 

康の維持増進に関する知識・技能を体系的に学習できるよう科目を配置している。 

 

③ 卒業研究 

卒業研究は、2 年次に研究・実践・発表をとおして、教育者や保育者として必要な専

門性と人間性、研究力を身に付けることを目標に「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」の 2 科

目を配置している。 

 

④ 教職関連科目 

教職関連科目は、教育職員免許取得および保育士資格取得のために必要とされる科

目について、1 年次から 2 年次まで体系的に学べるように配置している。 

 

   子ども健康学科の教育課程概略図を以下に示す。 
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【子ども健康学科 教育課程概略図】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）課題 

カリキュラム・ポリシーについては、ディプロマ・ポリシーを達成するための科目間の系

統性を示したカリキュラムツリーを作成し、現状のカリキュラム体系の可視化を図ったも

のの、今後、科目配置の適切性およびディプロマ・ポリシーとの関連性の検証を継続して実

施していく必要がある。 

平成 29 年度の成績評価の基本方針については、教育の質の向上および成績評価の公平性

を確保するための方針として定め、毎年度、評議会の下に設置している委員会で検討を行

っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎科目 
子ども 

保育 

健康

キャリア教育 

教養教育 

専門教育 

基幹科目 

＜発達支援領域＞ 

発達 

教育・保育 

福祉 

＜健康支援領域＞ 

保健 

看護 

医療 
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［区分 基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。］ 

■ 基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学は、建学の精神である学是「自律処行」を理解し、ディプロマ・ポリシーに掲げた目

標を強い意志を持って達成しようとする人を受け入れる。また、そのためにカリキュラム・

ポリシーをよく理解し、学科の教育目標に応えて真摯に学問修得に励む以下のような人材

を広く求めている。 

 

 

平成27年度より、上記のようにアドミッション・ポリシーを見直し、入学までに身に付け

ておくべきことを加え、求める人材についてより具体的なものとした。 

アドミッション・ポリシーについては「大学案内」、「入学試験要項」、「学生便覧」、「シ

ラバス」、「教務ガイダンス」、「教員ハンドブック」および Web サイトで公表し、学内外

に周知している。 

本学の入学者選抜は、複数の形態の入試によって行われている。それぞれの入試におけ

る選考の方法は、アドミッション・ポリシーに対応した入学者選抜を実施している。 

また、平成 29 年度入試の AO 入試、指定校推薦入試および一般推薦入試において、「学

力を構成する三要素」を踏まえた評価項目と着眼点を新たに追加し、面接内容の充実・強

化を図り実施した。 

 

（ｂ）課題 

平成 28年 3月に中央教育審議会より三つのポリシーの策定および運用に関するガイドラ

インに示されている「三つのポリシーの一体的な策定の意義、策定に当たり留意すべき事

項」および「三つのポリシーの一体的な運用に当たり留意すべき事項」を踏まえ、平成 29

年 4 月公表に向けて本学の三つのポリシーについて一体的に見直しを図った。 

今後、新たに策定したアドミッション・ポリシーを含め三つのポリシーについて、さらに

適切と思われる広報手段を検討し、入学希望者に対して、より一層の周知を行う必要があ

る。 

 

 

 

 

 

子ども健康学科 

1.高等学校もしくは中等教育学校で、基礎学力および教育や保育の現場で必

要となる人間関係能力、文章力を身につけている。（知識・技能） 

2.乳児・幼児・児童と実際に関わっていくために必要な論理的思考力および

表現力を持つとともに課題解決力を持っている。併せて、子どもの心身の

健やかな成長発達を支援することに熱意を持っている。（思考力・判断力・

表現力） 

3.教育・保育者として他者への思いやり、人と協力して地域・社会に貢献し

ようとする意思を持っている。（主体性・協働性） 
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［区分 基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 

■ 基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学のディプロマ・ポリシーには、卒業までに達成を目指す学習成果が定められており、

免許資格の取得を学習成果の一つとして位置付けている。これを踏まえ、「幼稚園教諭二種

免許状」、「養護教諭二種免許状」、「保育士資格」の取得を中心に教育課程を編成しているこ

とから、学習成果には具体性がある。 

教育課程は、この学習成果に対応し、修業年限である2年間において、これらの学習成果

を達成し、卒業・学位授与に必要となる単位を修得できるように編成されている。2年間で

の学習成果の達成が可能となるように、各年次の授業開始前にオリエンテーションを実施

し、履修指導を行っている。 

現在、幼稚園教諭および保育士の人材不足が全国的な課題となっていること、および養

護教諭免許の取得を第1希望としている学生については、保育士資格を併せて取得する希望

者が増加していることに鑑み、平成28年度より、保育士養成人数を100名から150名に増員

した。このことから、養護教諭免許の取得を希望する学生について、全員が保育士資格を取

得できるようになり、子どもの心身の健康管理について、専門性が高く現場対応能力に強

い保育士をより多く輩出することが可能となった。 

卒業時の免許資格取得状況を把握することで学習成果を測定しており、平成27年度～29

年度の免許資格取得状況は以下のとおりである。 
 

【平成27～29年度 卒業生の免許資格取得状況】 

   
 
 
 

 

 
 

また、本学は、平成27年度よりGPA制度を導入しており、学生に成績通知書配付の際に学

期GPAと通算GPAを開示し、GPAの内容について担当教員が説明している。本学では、履修し

た科目の成績評価（S、A、B、C、D）それぞれを、4、3、2、1、0のGP（グレードポイント）

に置き換えて、単位数を乗じてその合計を履修単位数の合計で除して1単位当たりの平均値

を算出した数値をGPAとしており、学期GPAが1.00未満の学生については、学科教務委員な

どが次学期の履修登録までに指導・助言を行うこととしている。 

以上の点により、本学が学習成果の一つとして位置付けている免許資格については、社

会的ニーズに対応した免許資格であり、実際的な価値が十分にあるものと考える。 

 

（ｂ）課題 

本学の学習成果は、ディプロマ・ポリシーに示した人材養成に基づき、免許資格取得状況

において把握している。学習成果の測定に必要なカリキュラムマップおよびカリキュラム

ツリーを策定したが、学習成果の測定については、継続的に検証を行っていく必要がある。 

 

免許・資格名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

幼稚園教諭二種免許    71名   68名 72名 

養護教諭二種免許 90名   61名 65名 

保育士資格    111名   110名 131名 
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［区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

■ 基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

免許資格取得については、幼稚園、小学校、保育所、社会福祉施設、病院で実習が必要で

あり、各教員は、学生が実習期間中に実習先を訪問し、指導を行っている。実習先訪問を実

施した際、本学卒業生に関する就職先からの意見聴取を行っている。就職先から出された

意見は記録に残し、学科会議を通じて教員間で情報を共有するとともに、キャリア支援課

に対して実習の状況を報告し、情報を共有している。 

就職先からの求人については、幼稚園、保育所、施設などから継続的な求人があり、平成

29年度は年間1,261件以上の求人を受理し、学生1人当たり7～8倍程度の求人数となった。

これらのことから、平成29年度は就職希望者全員が就職決定となる就職率100％を達成する

ことができた。これらは、専門分野の就職先を含めて、卒業生に対する良好な評価の結果で

あると判断される。 

 

（ｂ）課題 

本学では、教育・保育現場で活躍できる人材の養成を主としており、就職先に関しても、

専門性を活かした職場に多く就職している。しかし、近年は、教育・保育現場以外の多方面

の職種からの求人も多くあることから、教育・保育現場での就職先はもとより、全ての就職

先で求められる「社会人基礎力」や「就業力」の向上を2年間の学びのなかでさらに伸ばし

ていくことを検討する必要がある。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

本学では、平成 28 年度に、平成 29 年 4 月 1 日から施行される学校教育法施行規則の改

正の趣旨に基づく三つのポリシーについて、一体的に見直しを行った。今後は、新たに策定

した三つのポリシーについて、適切な手段を用いて学内外に周知を行うとともに、本学の

教育活動に則した観点や他大学の状況なども踏まえ、毎年度継続的に点検・評価を行う。 

ディプロマ・ポリシーと授業科目の到達目標との整合性、カリキュラム・ポリシーとディ

プロマ・ポリシーの関連性の検証について、カリキュラムマップ、マッピング表およびカリ

キュラムツリーを活用し組織的に検証を行う。 

さらに、本学では、免許資格取得を学習成果の一つとしており、免許資格取得に係る学外

実習の事前事後指導を通じて、教育者・保育者としての身だしなみや心構えを中心とした

指導体制をさらに充実させる。また、教育・保育現場での就職先はもとより、全ての就職先

で求められる「社会人基礎力」や「就業力」を向上させるため、免許資格取得に必要な学外

実習の事前事後指導をとおして、専門性と人間性を重視した教育指導を行う。 

        

                                

 【提出資料】 

1.2017 学生便覧 

2.2017 大学案内 
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3.情報公開 Webサイト 

http://www.kwuc.ac.jp/introduction/information_2.html 
4.平成 29 年度版 教員ハンドブック 

6.シラバス 2017 

8.平成29年度 教務ガイダンス 

9.九州女子短期大学学則（平成29年度） 

11.平成29年度 入学試験要項  

12.平成29年度 授業科目担当者一覧 

13.平成29年度 時間割表 

 

 【備付資料】 

5.単位認定の状況表（平成 29 年度卒業生） 

6.免許資格取得状況一覧表（平成 29 年度卒業生） 

15.平成 29 年度 開講科目カリキュラムマップ 

16.平成 29 年度 開講科目マッピング表 

17.平成 29 年度 入学生カリキュラムツリー 

21.進路一覧（平成 27 年度～平成 29 年度） 

22.講義別成績統計表 

35.教員プロフィール（2015～2017） 

85.平成 29 年度 九州女子短期大学三つのポリシー 

90.シラバス作成要領 

91.授業計画（シラバス）確認チェックシート 

93.成績評価の基本方針 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用し

ている。］ 

■ 基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

全教員が各担当科目において、ディプロマ・ポリシーを達成させるための授業内容を策

定し、シラバスに基づいた授業を実施するとともに、成績評価を行っている。また、学期ご

とに教員が直接学生に成績を配付することにより、教員は、学生の単位取得状況および GPA

を把握しており、単位取得状況に基づき、1 年次はクラス担任、2 年次は卒業研究指導教員

が指導を行っている。 

また、学生の学習成果の把握を目的として、FD 推進委員会の下にアセスメントテスト実

施検討部会を立ち上げ、外部機関テストを利用し、その結果および活用方法について検証

を行っている。 

学生による授業評価としては、授業中間アンケートを実施し、その結果を受け、授業担当

者が後半の授業の改善を行っている。その後、学期末に授業フィードバック・アンケートを

実施し、集計結果を当該授業担当者にフィードバックしている。授業担当者は、その授業フ

ィードバック・アンケートの集計結果について、所見票として「結果についての所見」およ

び「次回に向けての展望」を提出することとしており、アンケート集計結果と所見票は本学

図書館で公開し、閲覧できるようにしている。 

平成 29 年度の FD 活動として、平成 29 年度第 1 回 FD 研修会を平成 29 年 9 月 7 日（木）

に「研究活動に関する事項について」をテーマとして開催した。内容については、「公的研

究費の不正防止および平成 30 年度科学研究費助成事業（科研費）申請の留意点」および「平

成 30 年度科学研究費助成事業（科研費）申請のポイント」について、講演を行った。さら

に、平成 29 年度第 2 回 FD 研修会として、平成 30 年 2 月 22 日（木）に平成 30 年度シラバ

スおよび成績評価方法の確認シートをもとに、教員間で到達目標や成績評価方法の詳細等

について情報共有し、平成 31 年度以降のシラバス作成に向けての改善に繋げるためのグル

ープワークを実施した。 

また、「見て学ぶ」を目的とした全教員による授業相互参観を年1回開催し、他教員の授

業を参考にすることで、授業改善に役立てている。さらに、平成29年度は、前年度の学生授

業評価が優れていた教員による公開授業を通して、具体的な授業の進め方や指導方法につ

いて学び、授業改善に繋げている。 

教員は、授業内容の把握・理解を深めるため、免許資格取得別（「幼稚園教諭二種免許状」

「養護教諭二種免許状」「保育士資格」）にカリキュラムツリーを策定し、関連科目の連携を

担当教員間で行い、各授業において、内容の調整を行った。 

教員による学生に対する指導としては、1 年次については、入学直後の新入生研修により

履修指導を徹底して行っている。内容としては、取得希望の免許資格に応じた時間割モデ

ルを策定し、学生自身が時間割を作成できるよう指導を行っている。学生が各自で時間割

を作成した後は、クラス担任、学科教務委員による履修確認を行い、さらに、学生同士で時

間割の確認を行うという作業を履修登録終了時までに行い、履修ミスを防いでいる。 

2 年次においても、1 年次と同様に、履修指導、時間割確認を行い、学生が目指す免許資
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格取得に向けて、履修ミスが無いように指導している。 

学生からの履修方法に係る問い合わせについては、クラス担任、卒業研究指導教員、学科

教務委員と教務・入試課が連携し対応している。 

学生支援における事務職員の対応としては、1年生に対し、入学直後のオリエンテーショ

ンにおいて、卒業および免許資格取得や大学生活における支援について説明している。ま

た、各課の所掌事務に基づき、学生の履修状況、実習状況および生活状況などを把握してお

り、総合窓口（コンシェルジュ）での一元的な対応を行っている。 

学習成果の獲得に向けて、FD 推進委員会において、教員との連携を図り、カリキュラム

マップ、マッピング表およびカリキュラムツリーの作成を通じて、業務を遂行している。 

事務職員の質の向上を目的とした、スタッフ・ディベロップメント（以下「SD」と記す）

活動には、学園主催研修、大学主催研修および外部研修があり、SD 活動を通じて学生支援

を充実させている。平成 28 年度については、評議会において、「事務職員研修実施計画（案）

の策定について」を審議決定のうえ、実施計画に基づき、SD 研修を実施した。 

学園主催研修については、「福原学園事務職員等研修規程」に基づき、外部講師の招聘お

よび外部研修会への参加を中心に、事務職員の能力開発と質の向上を目的として、階層別

研修、PC スキルアップ研修を実施している。そのなかで階層別研修においては、若手職員

育成セミナーや主事・副主幹昇任者を対象とする中堅職員育成セミナーへの参加を促して

いる。また、PC スキルアップ研修では、、Excel について応用編を希望者に対して開催し、

PC スキルの向上を図っている。 

大学主催研修については、全教職員を対象に職場環境のモラル向上のため、ハラスメン

ト研修会を年 1 回、人権に関する研修会を年 1 回開催している。さらに、平成 29 年 4 月 1

日からの SD の義務化を踏まえ、本学における事務職員の質の向上を図るため、大学独自で

行う事務職員研修として、外部講師による全体研修および教務部長、各課長などによる部

門研修を実施した。研修内容としては、外部講師による「教学マネジメント」に関する内容

を全体研修として位置付け、所掌事務に応じた部門研修として、教務・入試課長による「大

学改革に関するもの」、キャリア支援課長による「学生の厚生補導に関するもの」を実施し

た。 

外部研修については、各課の所掌事務の内容に応じて文部科学省および日本私立短期大

学協会などが主催する説明会や研修会に参加するとともに、企業などが主催する研修会に

も積極的に参加し、専門知識の向上とスキルアップに繋げている。また、大学間連携研修と

して、愛知東邦大学と「ＳＤ・ＦＤを含む人事交流及び合同研修等に関すること」、「地域貢

献の情報共有に関すること」、「教学マネジメントに関すること」を連携協力し実施するた

め、大学間連携協定を締結した。平成 29 年度は、本学学長を始めとする幹部教職員が愛知

東邦大学に赴き、合同研修会を開催した。 

以下に大学主催の SD 研修会の概要を示す。 
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【平成 29 年度 大学主催 SD 研修会】 

月日 テーマ・内容 

【全体研修】 
 
日時：9 月 14 日（木） 
講師：敬愛大学 
   顧問 高田 茂  
対象：専任教職員全員 

【テーマ】 
教学マネジメント 
【内 容】 
私立大学等が組織的・体系的に取り組む大学改革の基盤充実支援を目的に創
設された私立大学等改革総合支援事業のうち、全学的な体制での教育の質的
転換（学生の主体的な学修の充実等）に係るタイプ１について、平成 28 年度
から高大接続改革に積極的に取り組む大学等を追加的に支援することが盛
り込まれた。 
このように、教育の質的転換・質保証に向けて、さらなる全学的・組織的な
取り組みが求められているところから、他大学における取り組み、成功事例
等を通して、本学における取り組みを探求する。 

【部門研修①】 
 
日時：9 月 21 日（木） 
講師：宮本和典教務部長 
対象：専任教職員全員 

【テーマ】 
大学の教育力の向上、教育の質保証に向けた改革とＩＣＴの活用について 
【内 容】 
平成 30 年度の政府予算編成に向けて「骨太の方針 2017」が発表された。こ
の中で、人材投資による生産性の向上が成長戦略の柱に据えられ、教育の質
の向上、教育力向上等の大学改革が重要課題として取り上げられている。こ
のことから、骨太方針にて高等教育・各大学に何が新たに求められているの
か、また、その実現のために、ＩＣＴをどのように効果的に活用していくの
か探求する。 

【部門研修②】 
 
日時：9 月 27 日（水） 
講師：澤田キャリア支援課長 
対象：専任事務職員全員 

【テーマ】 
学生の人間形成を図る正課外の諸活動における様々な取り組みについて 
【内 容】 
学生部及び関連学科による汎用的能力育成のための正課・課外活動の取り組
みについて、過年度の実績や、そこから生じた課題・問題を通して、今後の
取り組みの展望を報告する。 

【部門研修③】 
 
日時：9 月 29 日（金） 
講師：重田勝弘教務・入試課長 
対象：専任事務職員全員及び 
   短大専任教職員 

【テーマ】 
短大基準協会第三者評価に係る自己点検・評価活動を振り返る 

【内 容】 
平成 29 年度短大基準協会第三者評価受審のため、短期大学基準協会が示し
た基準・事項に則り、自己点検・評価活動を実施した。この度、当協会に自
己点検・評価報告書を提出し終わったことから、一連の自己点検・評価活動
による３つのポリシーに基づく短大の取り組みの点検・評価結果と内部質保
証について総括する。 

 

本学では、学内の施設設備および技術的資源を有効に活用し、学生の学習成果の獲得に

向けて支援を行っている。 

具体的には、図書館司書による学習支援として、閲覧カウンターにて図書館利用に関す

る案内を行うとともに、レファレンス・サービスの窓口にて、学習・研究に必要な文献や情

報を探し出すための個別的支援を行っている。1 年生については、適宜入学後図書館ツアー

を実施している。図書館ツアーでは担当事務職員が本学図書館の基本的な利用の仕方、文

献検索の概要などを指導している。また、図書館主催の各種学習支援講座の充実のため、図

書館リテラシー教育を実施した（年間開講講座数実績 30 回）。さらに、1 年次の指導内容

を 2 年次生以降に深化させ、卒業研究や課題レポートに関する先行研究の学術論文などを

学生自身が検索できるように継続的指導を行っている。 

以下に平成 28 年度、29 年度の図書館資料の貸出利用状況を示す。  
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【図書館資料貸出利用状況】 

 

 

利用者（人） 資料利用者（冊） 学生 1 人当貸出（冊） 

利用者 
合 計 

う ち 
夜 間 

う ち
一 般
利用者 

館外貸
出合計 

う ち 
大学生 

う ち 
短大生 

大学生 短大生 

平成 27 年度 28.798 4,656 20 11,174 8,419 1,597 6.6 4.4 

平成 29 年度 24,748 4,561 140 9853 6,940 1,597 5.7 5.3 

 

本学では、教育課程および学生支援を充実させるために、授業を通じて学生の ICT 技術

の向上を支援している。 

情報処理施設として、情報処理演習室 1（60 名収容）、情報処理演習室 2（60 名収容）、

情報処理演習室 3（41名収容）、情報処理演習室 4（70 名収容）の他、学生が自由に使える

オープンルーム（32 名収容）を設置しており、学生や教職員が学内の情報処理施設を利用

する際には、配付されたアカウントとパスワードにより認証され、利用することとしてい

る。 

また、学内の主要な場所での無線 LAN によるインターネット接続環境を整備しており、

Web を利用した学内向けサービスとして、学習支援システム （LMS：Learning Management 

System）、CALL システム（英語学習システム）、電子メール （Web メール）を提供している。 

 

（ｂ）課題 

平成 29 年 4 月 1 日からの SD の義務化を踏まえ、引き続き、SD 活動を通じて、事務職員

の意識改革を行うとともに、学生支援の充実を図っていく必要がある。 

情報処理環境は、新しい社会環境に対応できるよう、計画的に更新を行っていく必要が

あるとともに、利用者からの相談に応じることができるよう相談窓口の設置を検討する必

要がある。 
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［区分 基準Ⅱ-B-2 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っ

ている。］ 

■ 基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学では、学習の方法や履修登録の方法などについて定期的にオリエンテーションを実 

施している。1年生に対しては、入学直後の事務局主催や学科主催によるオリエンテーショ

ンにより、本学での大学生活における全般的な説明を行っている。 

特に新入生研修では、2日間にわたり、学内研修のしおりを配付し、本学での学びの注意

点、免許資格に係る実習スケジュールおよび履修指導を行い、学習方法や単位修得につい

て理解を促している。また、後期の授業開始前にも、学科主催のオリエンテーションで履修

指導を行い、履修ミスがないように、クラス担任などが時間割作成をサポートしている。 

2年生に対しては、授業開始前に履修指導を行い、免許資格取得に向けて指導している。 

これらの履修指導などについては、「学生便覧」、「シラバス」、「教務ガイダンス」に加え、

免許資格取得のために「入学から卒業まで一目でわかる九女生のための資格取得本」を活

用している。 

また、学習面では学生の基礎学力、読み書きなどの国語力が以前と比べ低下してきてい

るため、教養教育科目「文章力をつける」の授業において、国語力が身に付くように教育を

行っている。免許資格取得に必要な学外実習においては、文章力やレポート作成能力が必

要不可欠であるため、実習日誌の記載内容の指導を行い、さらに報告会など、機会あるごと

にレポート課題を提出させ、添削を行い、文書力の向上に努めている。その他、学生からの

学習に関する相談や学力不足に対する個別指導については、オフィスアワーや教員の空き

時間を利用して、対応を行っている。 

学生の就学状況に関しては、教員、キャリア支援課、教務・入試課が連絡を密に取り、組

織的に対応するよう努めている。本学の履修規程においては、授業科目の受講回数が開講

回数の 3 分の 2 に満たない者は当該科目を受験できないことを規定している。このことか

ら、授業開始当初から欠席が続く学生に対して、学科教務委員に報告し、学科教務委員から

クラス担任、卒業研究指導教員に連絡する体制を整えている。その後、担当教員が当該学生

と面談を行い、授業への出席を促すなどして、その科目が未修得とならないように指導を

行っている。また、対象学生の保護者に対しても、受講状況などを電話または面談によって

伝えるようにし、大学と家庭と連携を図っている。 

その他、クラス担任、卒業研究指導教員は担当している学生に対し、年 2 回の個人面談

を実施し、その時点での学習状況、将来の進路、抱えている問題などを記載したキャリアシ

ートを作成し、学生の状況の把握に努めている。 

これらの指導体制により、平成 29 年度の退学率は 2.9％にとどまっており、退学理由に

ついては「本人の意思による進路変更」が主である。 

 

（ｂ）課題 

学習成果獲得のために、学科会議で情報を共有し組織的な取り組みに努めている。しか

し、学生への対応が多様化しており、対応する教員の時間の確保が課題である。 
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[区分 基準Ⅱ-B-3 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に

行っている。］ 

■ 基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学では、平成 28 年度より事務組織を再編し、学生支援および就職支援と募集広報業務

を担当するキャリア支援課を設置し、学生の生活支援のための事務分担はキャリア支援課

の学生担当が主として対応を行っている。 

また、学生への総合的な支援の場として総合窓口（コンシェルジュ）を設け、学生の相

談・支援について、一元的に受け付けている。 

学生支援に関する内容を審議する組織については、教職員で構成される学生部委員会を

設置し、九州女子大学と合同で運営している。学生部委員会の審議内容は、学生の生活指導

に関する事項、学生の福利厚生に関する事項、学友会に関する事項、保健衛生・環境整備に

関する事項、学生表彰に関する事項などである。また、学生生活に関する学生の意見などに

ついては、毎年 1回全学生を対象に学生生活アンケートを実施している。平成 23年度には、

学生の意見などを取り入れ、学内全面禁煙に向けて段階的に実施した。 

本学における学生が主体的に参画する活動については、部活動として部・同好会があり、

大学行事として学生総会・スポーツフェスタ・文華祭・大学祭などがある。大学行事では、

学生が中心となり、自主的に活動を行っており、その学生の自主的な活動の指導・助言を、

キャリア支援課が中心に行っている。 

また、円滑なキャンパスライフを送るため、様々な福利厚生施設を配置している。 

学生のくつろぎや自学自習の時間を過ごしてもらうため、館内においては、弘明館の 1 階

に「九女ラウンジ」を設置するとともに、弘明館 2～4 階に自学自習スペースを設置してい

る。また、耕学館では「耕学館ラウンジ」を設置して対応している。さらに、館外では、ベ

ンチ、椅子を設置し、授業の空き時間を学生同士または教職員との自由な交流の場として

提供を行っている。 

弘明館 2 階には学生ロッカー室と併設して、「なでしこルーム」を設置し、体育実技や実

験・実習などの授業後に身だしなみを整えられるように配慮している。 

学生食堂については、学内寮の 1 階に設置している。 

学生の健康管理およびカウンセリングについては、保健室を設け、学園の保健センター

専任の看護師が学生の日常的な病気や怪我への対応を行い、必要に応じて心理カウンセラ

ーと連携しながら学生の悩みの早期解決を支援している。保健室では、相談に来た学生の

心身の体調を判断し、必要な場合は地域医療機関などを紹介して、体調の悪化を未然に防

ぐように努めている。なお、本学の保健室の環境については、弘明館の１階にベッド室（安

息の場所）を確保しているが、ベッド室を相談室と分離することにより、相談に来る学生へ

の対応と体調を崩してベッドで休養する学生への対応を分けることや、体調不良者が静か

な環境で過ごせるように配慮している。また、カウンセリングルーム（相談室）については

相談者と待合室にいる学生が顔を合わさずにすむように、学生の心情に配慮した動線が確

保されている。 
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【学生のための福利厚生施設】 

No 名 称 概 要 

1 九女ラウンジ 

弘明館 1 階にあり、9 面マルチモニターのデジタルサイ
ネージ（電子掲示板）を設置しており、大学の行事や、
JR 情報、休講情報を随時提示している。その他、ミーテ
ィングや自学実習の場として利用できる。 

2 耕学館ラウンジ 
耕学館 1 階にあり、自動販売機を設置し、授業の合間や
昼休みなど学生の憩いの場となっている。 

3 館外における憩いの場 学生たちのリラックススペース。 

4 なでしこルーム 
常日頃より洗練された女性であるために、身だしなみを
整えることができるように設置され、マナーのレッスン
などにも利用される。 

5 学生食堂 
学内寮 1 階にあり、昼食ならびに学生の憩いの場を提供
している。 

6 カナート（売店） 
思静館 1 階にあり、お弁当、文房具、雑誌を提供し、コ
ピー機を設置している。 

7 保健室 

弘明館 1 階にあり、専任の看護師が学生の日常的な病気
や怪我への対応、さらに心身の悩みの相談に応じて心理
カウンセラーと連携しながら、学生の悩みの早期解決を
支援している。 

 

    【弘明館 1 階 九女ラウンジ】      【耕学館 1 階 耕学館ラウンジ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【館外における憩いの場】       【弘明館 2 階 なでしこルーム】 
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   【学内寮 1 階 学生食堂】         【思静館 1 階 カナート（売店）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【弘明館 1 階 保健室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生の通学について、本学学生の多くは、北九州市近郊に居住しており、その多くは電車

を利用している。本学の最寄り駅である鹿児島本線の JR 折尾駅では 1 時間に 5～7 本程度

の運行があり、駅から本学まで徒歩 10 分と利便性は高く、無理なく通学できる。公共交通

機関での通学が不便な学生のために、敷地内に駐車場・駐輪場を整備し、利用を許可してい

る。 

また、自宅から通学できない学生については、学内寮（鶴泉寮）および学外寮（折尾マン

ション）を完備するとともに、寮以外の住居は本学近隣の業者を案内している。 

学生への経済的な支援としては、主に二つの方策を用意している。 

第一の方策は、各種奨学金の紹介である。最も利用者が多いのは日本学生支援機構によ

る奨学金制度であり、平成 29 年度の奨学金受給者数は、在籍者数 345 名中、第一種奨学生

と第二種奨学生を合わせると、178 名（のべ 195 名）、在学生の 51.5％が支給を受けている。

その他、給付奨学金は 1 名が支給を受けている。 

第二の方策は、在学生に対する本学独自の経済的な支援である。まず一つは、学内活動を

積極的に行い、リーダーシップを発揮する模範生であり、学業成績も優れた学生を対象と
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した学力奨学生制度である。学力奨学生制度は、優秀奨学金（各学科学年 1 名ずつ）、奨励

奨学金（大学 1 名、短大 1 名）、育英奨学金（大学 1 名、短大 1 名）の 3 つからなり、授業

料の半額を給付している。毎年 4 月に募集を行い、平成 29 年度は 2 名（優秀奨学金 2 名、）

の学生が受給した。もう一つは、学業成績に優れ、国際交流・留学生支援室が企画する短期

海外研修プログラムに参加を希望する学生を対象とした海外研修報奨制度である。後援会

の支援により研修費用の一部として一人あたり 20 万円を給付している。毎年 4 月に募集を

行っているが、平成 29年度の参加希望者はいなかった。また、卒業学年（就職内定者）限

定として、福原弘之奨学生制度 1 名（授業料全額）、教育研究支援募金奨学生制度 1 名（授

業料半額）の支給を受けている。 

学生生活に関する学生への意見聴取については、学内 2 ヶ所に「意見箱」を設置し、投

函された学生の意見書は、学生部長とキャリア支援課学生担当で、月に 1 度の頻度で回収

を行っている。回収された学生の苦情や意見・要望については、学長を委員長とする意見箱

開示委員会を設け、各部長などの役職者と学生部委員の代表者 1 名で内容を検討し、対応

策と回答について審議する。その回答結果は、キャリア支援課学生担当が取りまとめ学生

が閲覧できるようになっている。本制度は記名を原則としているため、意見箱開示委員会

で検討した結果をキャリア支援課学生担当が学生本人に直接回答している。対象となった

教員や事務職員に対しては所属長（短期大学部長、専攻科長、学科長および事務局長）が事

実確認のうえ、当事者に厳重に注意するなどの対応を行っている。 

ただし、平成 29 年度弘明館 1 階にコンシェルジュ（総合案内窓口）が設置され、学生の

意見や質問を直接聞く事が可能となり、意見箱による意見の回収はなかった。 

社会人学生の支援については、「九州女子短期大学奨学金運用要項」に基づき、入学金全

額を免除するとともに、授業料および施設設備費 3 分の 2 を免除する経済的な支援を行う

制度がある。 

障害者の受け入れのための施設の整備としては、本学全館において、エレベーター、バリ

アフリーのためのスロープ、障害者用トイレを設置している。なお、支援体制については、

平成 28 年度より障害学生受入検討委員会を設置し、平成 29 年度も引き続き、受け入れる

学生への合理的配慮について検討を行っている。 

学生の社会活動については、学科独自のボランティア活動として、1 年次に九州女子大学

附属幼稚園をはじめ、近隣の保育所・施設・幼稚園などのイベント活動に参加している。平

成 29 年度のボランティアに参加した施設は 7 施設（16 行事）、142 名の学生が納涼祭、運

動会、生活発表会、折尾まつりなどのイベントに参加した。ボランティアに参加した後は、

それぞれ振り返りシートを提出し担当教員が評価を行っている。 

 

（ｂ）課題 

平成 29 年度においては、意見箱への投書は 1 件もなかった。しかし、投書がなかったこ

とを「問題がない」とするのではなく、学生に対し意見箱の存在の認識を再度徹底していく

ことが重要である。 

文部科学省にて平成 29年 4 月公表の「障害のある学生の修学に関する検討会」の第二次

まとめを受け、障害学生受入検討委員会で本学での障害者への合理的配慮について継続的

な検討が必要である。 
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［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

■ 基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学の事務組織は、基準Ⅱ-B-3 の現状で記述したように、事務組織の再編を行い、就職

支援のための事務分担は、キャリア支援課就職担当が主として対応している。具体的な就

職支援は、キャリア支援課就職担当と学科が連携し支援を行っている。 

就職支援に関する内容を審議する組織として、教職員で構成される就職委員会を設置し、

就職指導、企業開拓およびその他就職に関する事項について、九州女子大学と合同で審議

を行っている。 

キャリア支援課就職担当においては、就職活動状況としては毎年度の就職動向や経年の

就職状況を分析し、それらの情報を学生に伝達していくとともに、就職相談に来た学生を

個別指導できる体制をとっている。また、就職支援のために担当者が学生全員の面談を行

っている。 

就職相談に来ない学生に対しては、各担当者がメールでの対応や電話で呼び出しを行う

などの対応を行う他、卒業研究指導教員などと連携し、個人データの充実・管理を図り、学

生の就職支援を組織的に行っている。 

平成 21 年度から、事務システムを更新し、学外から本学の就職関連の Web サイトにアク

セスでき、就職活動や就職求人の検索ができるシステムを導入している。学生の進路選択

に関する指導については、個人面談を行った際の個人データを充実させるため、進路登録

カード（職業安定法 33条 2「学校の行う無料職業紹介事業」の規定に基づく）を 1 年次の

12 月頃に提出させて、2 年次の 7 月より全員の個人面談を行い、個人データを作成してい

る。その後、就職活動の進展状況や相談情報を全てパソコン上の個人管理システムで管理

するよう努めている。企業求人ファイル・求人票の掲示はもちろんのこと、受験した本人が

受験傾向を記載した受験報告書の閲覧や就職関連の書籍、ビデオ学習なども自由に利用で

きる。一人ひとりの学生のニーズに応えることができるよう、希望する時間に就職相談や

面接指導が受けられる予約制を導入し、さらに、エントリーシートや履歴書の個人指導も

実施している。 

進路支援に関わる指導としては、マナー・プロトコール講座や企業面談会を実施すると

ともに、就職試験対策などの支援として、キャリアカウンセラーを配置し、面接指導や就職

に関する相談を行っている。 

就職のための資格取得の支援としては、学園設置の生涯学習研究センターと連携をとり、

学生のキャリアアップをサポートする資格取得支援プログラムを実施している。学生のニ

ーズに合わせて、教員採用試験対策をはじめ、地方公務員試験対策や医療関連の資格など

平均 21 講座程度が開講され、就職活動に役立つ資格講座があり、就職活動を有利に進める

体制が整っている。 

また、教育課程においては、キャリア支援科目として「キャリアデザインⅠ～Ⅲ」（1 年

次前期から 2 年次前期まで）を配置し、学生へ職業観や就職の基礎知識などについて、体

系的に指導をしている。1 年次には社会で活用できる汎用的能力を涵養するために、社会人

として必要な基礎的能力の修得を目指している。2 年次は学生各自の目標、希望進路、専門

性に基づきキャリア支援を行っており、学生自身が継続的に自身のキャリア形成を学び構
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想する力を養っている。 

免許資格に係る就職支援については、教員採用試験の対策をはじめ、その他免許資格に

関する対策を行っている。 

平成 29 年度の教員採用試験対策および公務員試験対策については、平成 29 年度事業計

画アクションプランに基づき、組織的に対応している。特に養護教諭採用試験対策につい

ては、1 次試験直前対策講座を 14 回実施した。2 次試験対策として、討論・面接、実技、模

擬授業、場面指導に係る実践形式の講座を 10回実施した。また、次年度を見据えた教員採

用試験対策として、9 月から 12 月にかけて 10 回の実施、12 月に外部機関を活用した模擬

試験を実施、2 月から 3 月にかけて、担当教員による集中講座を 8 日間実施した。 

免許資格に係る実習指導については、全ての実習において事前事後指導を実施している。

１年次前期の専門教育科目「子ども健康学演習」では、各実習に通じる基本的なマナーや身

だしなみ、実習内容についての指導を行っている。事前指導では、実習に関する基礎講座、

頭髪・服装検査、事前訪問の説明（電話の掛け方など）、個人票・誓約書の書き方、実習先

概要の書き方、指導案の書き方、日誌の書き方、お礼状の書き方を実施している。事後指導

では、実習報告会や実習先での事例をもとに事例検討会を実施し、次の実習に向けての目

標設定や就職に必要な社会人としての素養を身に付けるために役立てている。 

また、事前事後指導だけでなく、教育者・保育者としての素養を身に付けるため、全ての

科目において各実習を学びの成果として位置付け、全教員共通の認識のもとに授業を展開

している。 

免許資格取得に係る学外実習について以下に示す。 

学年 時期 実習名 実習先 免許資格名 

1 年 8 月 一日見学実習 保育所・施設  

1 年 11 月 一日見学実習 幼稚園・公立学校  

1 年 2・3 月 
保育所実習Ⅰ 

施設実習Ⅰ 

保育所 

施設 
保育士資格 

1 年 2 月 プレ養護実習 公立学校  

2 年 5 月 養護実習 
公立学校 

私立学校 
養護教諭二種免許状 

2 年 6 月 教育実習Ⅰ 幼稚園 幼稚園教諭二種免許状 

2 年 8 月 
保育所実習Ⅱ 

施設実習Ⅱ 

保育所 

施設 
保育士資格 

2 年 8 月 病院実習 医療機関 養護教諭二種免許状 

2 年 10 月 教育実習Ⅱ 幼稚園 幼稚園教諭二種免許状 

2 年 10 月 福祉施設実習 福祉施設 養護教諭二種免許状 

 

さらに、専攻科子ども健康学専攻に進学を希望する学生については、ゼミ担当教員が志

望理由書の添削を行い、小論文試験に対する対策指導も実施している。また、出願する場合

には、受験料の半額免除、合格した場合には、入学金の全学免除の経済的な支援も実施して

いる。 

上述した進路支援については、組織的に継続して取り組みを行っており、平成 28 年度の
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保育士

42%

養護教諭

23%

学校教諭

5%

児童指導員

5%

医療事務

5%

販売

5%

支援員
3%

歯科助手

3%

事務

3%

給食ｻｰﾋﾞｽ

3%
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

3%

子ども健康学科（養護・保育）

子ども健康（養護・保育） 主な就職先 

専攻科子ども健康学専攻進学 22 名 

大分県教育委員会、(学)仰橋学園 仰星学園高等学校、

大分県の特別支援学校、山口県の高等学校、福岡県の小

学校、他 

北九州市小倉社会事業協会（保育園）、西新保育園、第

二赤間保育園、なかお調剤薬局、はな歯科クリニック、

他 

保育士

48%

幼稚園教諭

34%

支援員

7%

歯科助手

5%

事務

3%

児童指導員

1%

販売

1%
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

1%

子ども健康学科（幼稚園・保育）

就職状況は以下のとおりである。 

 

【平成 29 年度卒業生就職状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）課題 

在学中から卒業までの就職や進学の支援については、学科とキャリア支援課就職担当が

連携し、行っている。卒業後の離職や再就職などの状況についても、今後は情報収集を行う

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

子ども健康（幼稚園・保育） 主な就職先 

九州女子大学附属鞍手幼稚園、遠賀中央幼稚園、上津

役幼稚園、認定こども園本城東幼稚園、光貞幼稚園、

玄海ゆりの樹幼稚園、穴生幼稚園、岡垣第二幼稚園、

認定こども園赤間くるみ幼稚園、他 

深坂保育園、曽根保育園、山びこ保育園、北九州市福

祉事業団（保育園）、赤間保育園、若草保育園、鐘の

音会あおばの里、他 
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[区分 基準Ⅱ-B-5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。] 

■ 基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

入学試験要項には、学科が求める学生像として、高校生に対しアドミッション・ポリシー

を明確に示している。 

平成 28 年度から、事務組織を再編し、学生募集および大学広報に関する業務をキャリア

支援課が担当し、入学試験の企画・運営、入学試験のデータの分析・評価を教務・入試課が

担当するよう、学生募集業務と入試実施業務の業務分担を明確にした。 

平成 29 年度のオープンキャンパス参加者は 325 名で前年度（345 名）から 30 名減少した

が、平成 25・26 年度と同等の参加者数であった。進学相談会は 71 会場に出向き、高等学

校を会場としたガイダンスについては、76 件に参加した。出前講義は 8 件（受講者 92 名）、

大学見学は高校 2 校、個人 8 名へ対応し、本学の入学生受け入れの方針を伝えた。 

入学者選抜方法として、高校生を主な対象とした推薦入試、一般入試、AO 入試および学

力特待生入試を実施している。また、多様な背景を持つ受験者の選抜として、社会人入試、

外国人留学生入試および帰国子女入試を実施している。 

平成 28 年度においては、アドミッション・ポリシーに基づき学力の 3 要素を多面的・総

合的に評価するために、AO 入試や一般推薦入試について、評価方法および評価基準の見直

しを行った。評価方法および評価基準の見直しは、教務部が各学科と調整を行い、原案を作

成し、入学試験委員会で審議し決定された後に、評議会にて承認を得た。 

AO 入学試験における面談質問項目や一般推薦入学試験および指定校推薦入学試験の面接

質問項目について、入学者受入れの方針に基づき、学力の 3 要素を多面的・総合的に判断

できるように見直した。 

また、適切な入試問題を作成するため、出題マニュアルの記載内容を整理し、理解しやす

いマニュアルに改正を行い、併せて問題作成時における主なチェック項目を取りまとめた

チェックリストを作成し、校正の度にチェックを行った。 

願書受付時においては、複数人で各種書類の記載内容の確認を行っている。また、面接時

においては、2 人の教員が面接マニュアルに基づき面接を実施している。 

合否判定については、教務部と各学部長で合否の原案を策定し、入学試験委員会におい

て審議を行い、入学者選抜規程に基づき学長が決定している。こうした手続きを経て、公正

かつ正確な選抜を実施している。 

合格者については、入学金および学納金の納入方法や入学式の日程、入学後のスケジュ

ール、大学から学生への連絡方法、寮の情報、奨学金情報などを入学案内として冊子にまと

め、合格通知書とともに郵送で提供している。また、入学後の授業や学生生活については、

具体的にイメージできるように、Web サイトにおいて学科のブログを開設し、随時更新して

いる。 

さらに、入学手続きを行った早期合格者を対象に、入学前教育課題として、本学で必要と

されている知識・技能を身に付けるため、全員にレポート課題や幼稚園教諭免許、保育士資

格取得希望者には、ピアノの練習課題を示し、入学後の学習に備えることを促している。 

平成 28 年度入学生からは、新たに入学前教育として「ピアノ初心者講座」と「スキルア

ップ講座」を開催し、参加を希望する入学予定者に対し、3 月に本学にて実施した。内容と
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しては、入学後に幼稚園教諭免許、保育士資格取得希望者のうち、ピアノ初心者を対象に

「ピアノ初心者講座」として、読譜やピアノの練習方法や課題の進め方など個人レベルに

合わせた講座を実施し、入学前のピアノに対する不安を取り除き、入学後の学びがスムー

ズに行えるようにした。また、養護教諭免許取得希望者については、「スキルアップ講座」

として、「楽しい保健指導を考えよう」をテーマに子どもが興味・関心をもつ教材づくりや

保健指導の指導案の作成に関する講座を実施した。 

 

【平成 29 年度入学生対象 入学前教育実施状況一覧】 

 

入学後は、オリエンテーションを実施し、本学での学生生活について必要な情報の提供

をしている。新入生研修では 2 日間で 2 年間の学生生活についての説明を行っており、学

科教務委員が履修、成績、免許資格などの教務に関する事項について詳細に説明し、周知し

ている。 

 

（ｂ）課題 

入学者受け入れの方針を踏まえ、入学前に習得しておくべき知識、技能をさらに向上さ

せるため、平成 28 年度入学生より、入学前教育を実施しているが、今後その効果について

検証することが課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座名 開催時期 講義内容 
参加 

人数 

ピアノ初心者講座 

幼稚園教諭免許 
保育士資格 

取得希望者 

平成 29 年 5 月  8 日（月） ・楽譜の読み方について学びましょう！ 27 名 

平成 29 年 3 月 12 日（月） ・音符や休符の種類について学びましょう！ 14 名 

平成 29 年 3 月 19 日（月） ・拍手とリズムについて学びましょう！ 15 名 

スキルアップ講座 

養護教諭免許 
取得希望者 

平成 29 年 3 月  5 日（月） 
・保健指導とは？ 
・保健指導の進め方 
・実践「手洗い指導」 

18 名 

平成 29 年 3 月 12 日（月） 
・学校保健目標に沿った指導とは？ 
・実践「かぜ予防」 17 名 

平成 29 年 3 月 19 日（月） 
・歯の構造 
・むし歯の成り立ち 
・実践「歯みがき指導」 

15 名 
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■ テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

教育の質を向上させるため、学生へ授業フィードバック・アンケートや授業相互参観お

よび FD 研修会の FD 活動を行っているが、授業改善のための授業フィードバック・アンケ

ート集計結果の活用による授業改善については、各教員の裁量に任せているので、今後は

質問項目の見直しを行い、授業改善に向けての方策を組織的に検証していく。また、授業相

互参観や FD 研修会について引き続き実施していく。 

学生支援の観点から、事務職員を中心にした SD 活動について、平成 29 年度実施した研

修内容を踏まえ、今後も充実を図り実施していく。また、他大学との連携を図り、共同 SD

活動の実施について検討を行う。 

情報処理環境については、計画的に更新できるよう計画していくとともに、利用者から

の相談窓口については、速やかに設置するよう検討する。 

本学では、基礎学力が不足する学生への支援については、教員の個別対応・指導が中心と

なっているため、組織的に対応する。 

大学生活における問題点・課題点を収集することを目的に、学生からの意見を徴する意

見箱について、設置場所が学生へ周知されていないことから、今後は、オリエンテーション

などを通じて学生に説明を行い、周知を図るとともに、学生の出された意見について組織

的に対応する。 

文部科学省にて平成 29年 4 月公表の「障害のある学生の修学に関する検討会」の第二次

まとめを受け、本学での障害者への合理的配慮について組織的に検討する。 

卒業生の進路状況については、今後、卒業生アンケートを実施し、卒業生の進路状況や本

学での学びについて調査することで、学生支援のあり方を検証する。 

本学のアドミッション・ポリシーに基づく、入学前に習得しておくべき知識、技能を向上

させることを目的に、平成 28 年度入学生より実施した入学前教育について、その効果の検

証を行い、平成 31 年度以降の入学生に対し、引き続き実施する。 
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■ 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

今後、授業科目とディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ

リシーについて、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーなどを用いてFD推進委員会で

整合性を検証する。また、評議会を中心に定期的に三つのポリシーの検証を行い、教職員間

で共通の認識を深めるとともに、本学発行の刊行物およびWebサイトを活用して、学内外へ

の周知を図る。これらをとおして学生の学習成果の獲得と教育の質の向上を目指す。 

授業改善を目的とした授業フィードバック・アンケートについて、今後FD推進委員会に

おいて、質問項目の精査、分析を行い、組織的な授業改善のシステムを構築することより、

教員の授業改善に繋げていく。 

事務職員による学生支援の充実を図るため、平成 29 年度に実施した研修計画を踏まえ、

評議会において、「福原学園事務職員等研修規程」に基づき、平成 30 年度の研修計画を策

定し、事務職員の専門性の向上を目指す。さらに、他大学と連携した共同 SD 活動を推進す

る。 

情報処理教育に関する支援組織として、平成 29 年度から、既設の情報処理教育研究セン

ターを廃止し、情報処理設備・機器の整備、学生の情報処理教育および教職員の情報処理関

係業務に対する支援などを検討するため、新たに学術情報センターを設置した。また、評議

会の下に情報システム部運営委員会を設置し、情報システム部に係る事業計画の策定、事

業運営の検討などを行うことにしている。 

今後は、学術情報センターと情報システム部運営委員会が連携し、学生への情報処理環

境について、最新の ICT 技術を利用できるように計画的に実施していく。また、利用者の

情報機器の操作などの相談に対し、速やかに対応できるような体制を構築する。 

知識・技能が不足する学生の対応については、今後も学科会議を通じて、全教員で共通の

認識を図り、組織的な学生支援の体制を構築する。 

学生生活に関して、意見箱の周知徹底を行うとともに、意見箱で出された問題点・課題点

については、今後も意見箱開示委員会を通じて、キャリア支援課と学科とが連携し対応す

る。 

障害のある学生への支援については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

に基づき、「障害のある学生の修学に関する検討会」での対応指針を参考に、本学における

合理的配慮を策定するため、障害学生受入検討委員会で引き続き検討し対応する。 

進路支援のあり方を検証するため、卒業生アンケートの実施、分析を行うとともに、IR推

進委員会で実施内容などについて検討を行う。 

入学者への支援を行うため、本学の入学前教育について、入学試験委員会で、現在実施し

ている内容を検証し、引き続き精査を行い、入学生への支援を行う。 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項 

   子ども健康学科では、免許資格取得に係る学外実習を充実させるため、それぞれの

実習の前段階としての、小学校・幼稚園・保育所・施設への 1 日見学実習を実施して

いる。それらの事前指導として、「子ども健康学演習」では、授業内で書類作成の説明、

日誌の書き方などを指導しており、記入方法などが不十分な学生に対しては実習前ま
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でに担当者が個別に指導を行っている。 

 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）出来ない事項 

   特になし。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

■ 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

本学の専任教員数については、短期大学設置基準などの関係法令が定める基準数を充足

しており、教育課程の編成方針に基づき、専任教員および非常勤教員を適切に配置してい

る。具体的には、本学の専任教員は18名（教授8名、准教授2名、講師7名、助手1名）で、30

名の非常勤教員（兼任・兼担）とともに授業を担当している。FD活動においては、授業改善

や学習成果を向上させる目的で、年2回の研修会、授業相互参観などを行っている。また、

学生による授業フィードバック・アンケートも各授業、学期ごとに中間アンケートおよび

学期末アンケートを実施し、学期末アンケート集計結果を教員にフィードバックすること

により、授業の充実・改善に役立てている。今後は教育活動に加え、教育活動に基づいた研

究活動の促進に向けた取り組みを行う。 

事務組織は、学習成果を支える事務組織として適切に構成されており、事務職員は担当

業務や学内・学外研修などを通じて専門知識の向上に向けた研修等を組織的に行っている。

また、各種委員会などの運営を通じて教学組織と良好な連携協力体制を確立している。 

教職員の就業に関しては、関連する諸規程が適正に整備され、規定に基づく人事管理は

適切に行われている。 

施設・設備などの維持管理については、校地・校舎は設置基準を満たしており、講義室、

演習室、実験室、図書館などの施設設備も併設する大学と共用で整備されている。また、関

連する諸規程を整備し、規程に基づく固定資産および物品など等の維持管理を適切に実施

している。 

防火・防災対策についても、消防法の関連法令および本学の関連する諸規程に基づき、法

令点検および避難訓練を実施し、危機管理体制の強化を図っている。 

本学の財的資源については、事業活動収支は、収容定員充足率が持続的に100％以上を維

持できているため、特別収支を除けば健全な状態であるといえる。法人全体の事業活動収

支についても、特別収支を除けば健全な状態になってきている。財産状態については、繰越

収支差額構成比率、積立率、内部留保資産比率、運用資産余裕比率の各比率について改善努

力が必要である。 

平成29年度は、平成25年度に策定した第2次中期財政計画の4年目が終了したところであ

るが、残る最終年度に第2次中期財政計画の目標達成に全力を挙げるとともに、今後は平成

30年度に策定予定の教学改革を中心とした第3次中期計画と並行して、第3次中期財政計画

立案の過程で改善努力の指標を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式８－基準Ⅲ 
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［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を

整備している。］ 

■ 基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学は、カリキュラム･ポリシーに基づき、学科の分野に応じ各領域の教育研究業績を有

した専任教員および非常勤教員を配置している。専任教員については、平成 29 年 5 月 1 日

現在、教授 8 名、准教授 2 名、講師 7 名、助手 1 名の合計 18 名となっており、この配置数

は、短期大学設置基準第 22 条に定める専任教員数（14 名）の基準を満たしたうえで、幼稚

園教諭二種免許課程、養護教諭二種免許課程および保育士課程に必要な教員数を満たして

いる。また、非常勤教員（兼任・兼担）については、32 名配置し、科目分野に応じ授業を

担当している。 

本学教員の採用および昇任については、「九州女子短期大学教員人事計画委員会規程」、

「福原学園大学教員人事計画委員会規則」に則り、適正に実施されている。 

教員の採用人事に関する公募案については、その発議は学科から行われ、九州女子短期

大学教員人事計画委員会で審議され、補充の可否を学長が決定する。補充が決定した人事

については速やかに公募される。応募者の選考については、九州女子短期大学教員人事計

画委員会委員長に指名された九州女子短期大学審査部会委員によって学歴、教育歴、公表

された研究業績、教育上の業績、職務上の実績の業績審査を行い、九州女子短期大学教員人

事計画委員会にて審議される。 

最終的な採用の可否は、「福原学園大学教員人事計画委員会規則の運用方針」に則り、福

原学園大学教員人事計画委員会の下に設置する選考専門部会において採用候補者の模擬授

業、面接審査を踏まえて決定している。 

一方、昇任については、「福原学園昇任昇格規程｣において学園全職種に対する昇任昇格

基準を体系的に定め、教員の昇任については、｢九州女子短期大学教育職員昇任要項｣、「九

州女子短期大学教員昇任基準」および「福原学園大学教育職員昇任審査基準」に則って実施

されている。 

｢九州女子短期大学教育職員昇任要項｣においては、学位、研究業績、教歴、学生による授

業評価などについて具体的な昇任基準を定め、大学における管理運営、学会活動および社

会活動に対する貢献度も勘案したうえで、昇任候補者を学長が推薦する。昇任候補者は、九

州女子短期大学教員人事計画委員会で審議され、学長などによる面接審査を踏まえ、福原

学園大学教員人事計画委員会に諮られ、昇任の可否が決定される。 

また、カリキュラム・ポリシーに基づき、教育課程の円滑な運用実施のため、1 名の助手

を配置している。助手は、専任教員の職務の補佐を行うとともに授業の補助および学生に

対する学習支援などを担っている。 

 

（ｂ）課題 

本学は、短期大学設置基準および教職課程認定基準などに定める必要教員数を適正に配

置している。今後、さらなる教育の質の向上を図るため、授業に則した研究業績を高めてい

くことが課題である。 
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［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて

教育研究活動を行っている。］ 

■ 基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学は、カリキュラム・ポリシーに基づいた教育課程が編成されており、免許資格取得を

中心とした教育を実施している。このことから、教員に求められる能力・資質は明確となっ

ており、教育課程の内容に即した研究活動を実施している。 

研究活動の内容については、本学教員の所属学会での発表や機関誌への研究論文・研究 

報告、年 2 回刊行の九州女子大学研究紀要への投稿などを行っている。これらの研究成果

については、情報公開の観点から、Web サイトに掲載し、学内外に広く公表している。 

以下に平成 29 年度の九州女子大学紀要に掲載された本学教員の論文を示す。 

 
 

  【九州女子大学紀要】（第 54 巻 1 号：全タイトル 13 編）     平成 29 年 9 月発刊 

タイトル 執筆者 

覚せい剤を中心とした薬物乱用防止教育における高校教諭の意識 
松本禎明 （本学：教授） 

成澤友佳里（学外者） 

幼小接続の実態と課題 
大江康夫 （本学：教授） 

永利陽一 （本学：教授） 

韓国の幼稚園における国家基準としてのテーマ中心型教育 

田中敏明 （本学：教授） 

ｶﾝ・ﾐﾝｼﾞｭﾝ（学外者） 

貞方聖恵 （学外者） 

松井尚子 （学外者） 

全国アンケート調査に見る、ボディパーカッション教育の可能性―

児童・生徒のコミュニケーション能力を高めるリズム身体活動の一

考察― 

山田俊之 （本学：教授） 

養護教諭養成課程の学生に必要な看護技術（第 2 報） 
吉本典子 （本学：准教授） 

佐藤恵子 （本学：講師） 

養護教諭養成課程の学生が養護教諭に求めるもの―小学校教員の

意見を踏まえて― 

佐藤恵子 （本学：講師） 

福本美織 （学外者） 

 

 

【九州女子大学紀要】（第 54 巻 2 号：全タイトル 13 編）       平成 30 年 3 月発刊 

タイトル 執筆者 

女子大学における薬物乱用防止教育講座実施に関する研究 松本禎明 （本学：教授） 

短期大学で実施する薬物乱用防止教育に関する教育職員の意識調

査に関する研究 

松本禎明 （本学：教授） 

井野和可奈（学外者） 

LGBT の知識と理解に関する世代間格差 

田中敏明 （本学：教授） 

貞末俊裕  （本学：教授） 

武谷美咲 （学外者） 

保育雑誌に掲載される年間指導計画の現状と課題－「表現」領域を

中心に－ 

田中敏明 （本学：教授） 

石川ますみ（学外者） 
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タイトル 執筆者 

養護教諭を置いていない幼稚園における学校保健活動の
実態 

田中敏明 （本学：教授） 

福田倭子 （学外者） 

松井尚子 （学外者） 

学校教育におけるがんへの啓発教育プログラム開発に向けた一考

察 

橋口文香 （本学：准教授） 

是則由樹 （学外者） 

保育観による保育行動の違い 
永利陽一 （本学：教授） 

渡邉望  （本学：講師） 

 

本学では、各教員の研究を促すため、個人研究費については、教員 1 人あたり 30 万円を

予算化している。また、研究活動の支援として、特別教育研究費プログラム制度があり、大

学教育の質向上への一体的な取組プログラム（1 件 85 万円まで 6 件以内）、海外協定校共同

研究プログラム（1 件 100 万円まで 2 件以内）の 2 種類の公募を行っている。 

さらに、教育研究活動のさらなる推進のため、競争的研究資金（科学研究費補助金等）へ

の申請の義務化を図るとともに、平成 22 年度から予算の範囲内で個人研究費の傾斜配分を

実施し、競争的研究資金への申請者や採択者に対して、追加研究費の配分を実施している。

科学研究費補助金に係る申請・採択状況は下表のとおりである。なお、平成 29 年度は 9 件

の申請を行い、うち 1 件が採択された。 

 

【科学研究費補助金申請・採択状況推移表（平成 26 年度～平成 29 年度）】 

※科学研究費補助金に係る申請・採択状況（  ）は内定 

 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

申請 採択 申請 採択 申請 採択 申請 採択 

科学研究費 

補助金 
7 1 5 0 8 1 9 1 

    

また、研究者などによる不正行為などを防止するため、「九州女子短期大学研究活動上の

不正行為等防止規程」に基づき、研究活動不正防止委員会を設置している。平成 28 年度か

ら、研究者倫理教育として、日本学術振興会が発刊する研究倫理図書「科学の健全な発展の

ために－誠実な科学者の心得－」の通読および日本学術振興会が提供する「研究倫理 e ラ

ーニング（eL CoRE）」の受講を全教員に義務付けている。 

専任教員の研究室については、研究活動に十分な広さを確保し、弘明館 4 階に適切に設

置している。また、専任教員の領域ごとに研究室を集約することにより、教員同士の連携を

重視し、教育研究活動の向上に努めている。 

専任教員の研究・研修を行う時間については、定期的な時間を確保していないが、時間割 

編成上で配慮し、一定程度の研究時間等の確保を行っている。 

本学では、FD 活動を推進していくため、「九州女子短期大学ファカルティ・ディベロップ

メント推進委員会規程」に基づき、FD 推進委員会を設置している。FD 推進委員会において

は、（1）教育の質的向上に向けた諸施策の企画、立案、実施に関する事項、（2）研修会、講

習会の企画、運営に関する事項、（3）学生による授業評価等の企画、実施、改善に関する事

項、（4）その他 FD に必要な事項に関することを検討している。 
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以下に平成 29 年度の主な活動状況を示す。 
 

①授業フィードバック・アンケートの実施 

前期終了時、後期終了時に全授業科目を対象として実施した。アンケート集計結果は

授業担当者に配付し、授業担当者はアンケート集計結果に基づき、結果についての所

見、次回に向けての展望を記載した所見票を作成した。アンケート集計結果と所見票は

一つにファイリングして、図書館において開示した。 

また、学期末の授業フィードバック・アンケートとは別に、授業期間中に対応可能と

なるように第 5 回～8 回目の授業を目安に授業中間アンケートを前期、後期それぞれ実

施した。 

なお、授業アンケート結果に基づき、ベストティーチャーを公表しており、本学では

1 名が選出された。 
 

②授業相互参観 

教員相互の授業参観や参観後の検討会を通して、具体的な授業の進め方、指導方法な

どを共有し、授業改善につなげることを目的に、専任教員全員を対象とし平成 29 年度

前期に授業相互参観を実施した。 

授業担当者は、自身の担当授業のなかから公開する授業を公表するとともに、授業参

観者は、参観希望授業を提出し実際に授業を参観することで、「見て学ぶ」ことを体感

し、その結果、授業の進め方の手順、教材などの工夫に関して参考になったとの意見が

多く寄せられた。 

 

③公開授業 

前年度のベストティーチャーによる公開授業を通して、授業の進め方、指導方法など

を学び、授業改善につなげることを目的に、専任教員の希望者を対象に実施した。平成

29 年度は前年度のベストティーチャー（大学 2 名、短期大学 1 名）の後期授業を対象

に公開授業を実施した。その結果、授業の進め方の手順に関して参考となったとの意見

が参加者の多くから寄せられた。 
 

④FD 研修会 

FD 研修会は、「教育に関する事項」、「研究に関する事項」をテーマとして 2 回実施し

た。教育に関する事項では、過去 2 ヵ年のフィードバック・アンケートの分析結果をも

とに、授業の分かりやすさと学生の満足度、理解度、有益度などの関連性について共有

を行った。また、研究に関する事項では、公的研究費の不正防止、科学研究費助成事業

申請に向けた留意点および科学研究費助成事業採択者からの採択に向けた助言などに

係る研修会を実施した。 

 

【平成 29 年度  FD 研修会参加状況】 

回 参加者数 欠席者数 教員数 参加率 

第 1 回 17 名 0 名 17 名 100.0％ 

第 2 回 13 名 4 名 17 名 76.5％ 
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⑤カリキュラムマップ、カリキュラムツリーおよびカリキュラムフローチャートの作成 

学科の卒業認定・学位授与の方針であるディプロマ・ポリシーと授業科目における到

達目標との整合性の検証を目的として、カリキュラムマップを作成し、カリキュラムマ

ップに基づきディプロマ・ポリシーと授業科目間の系統性を示したカリキュラムツリ

ーを作成した。また、授業科目の年次進行と科目区分間の関連性を図示化したカリキュ

ラムフローチャートを作成し、新入生への履修指導などに活用することを確認した。 

    

専任教員については、学習成果を向上させるために教務・入試課およびキャリア支援課

を中心とした教学系の部署と連携して教育活動を行っている。また、併設の九州女子大学

との大学・短期大学全体に係る課題については、合同で開催される各種委員会での審議を

通じて、大学の各学部および関連部署との連携を図っている。 

また、平成 27 年度より、さらなる研究活動の活性化を図ることを目的に、全教員に対し、

「教育職員研究計画書」および「教育職員研究実績報告書」の提出を求め、教育運営委員会

で情報共有を行っている。 

 

（ｂ）課題 

教育活動に基づいた研究活動を促進するため、科学研究費補助金を始めとした競争的外

部資金の申請数・採択数を増加させることが課題である。FD 研修会を通じて科学研究費助

成事業申請への支援を行っているが、今後も申請支援のための研究活動に係る研修会の内

容を精査し、競争的外部資金の申請数・採択数の向上に努めていく必要がある。 

教員の研究活動を促進するため、一定程度の研究時間の確保を行っているが、学生への

個別指導などに要する時間も増加していることから、研究時間の確保が課題となっている。 

FD 活動については、定期的な研修会、授業相互参観および公開授業を通じて授業改善に

資する取り組みを行っているが、さらに効果的な研修内容を検討し、FD 活動を充実させて

いく必要がある。 
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［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

■ 基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学の事務組織は「福原学園組織規則」および「九州女子短期大学組織規則」に則り、法

人事務組織と大学事務組織から構成されており、大学事務組織には、大学事務局に教務部

および学生部を設置し、教学より教員が部長職を務める教務部長および学生部長とともに、

事務組織上の責任者として事務局長を置いている。 

事務組織については、平成 28 年度に再編し、管理運営業務を担当する事務局総務課、免

許資格支援を含む教務業務と入学試験などの実施業務を担当する教務部教務・入試課、学

生支援および就職支援と募集広報業務を担当する学生部キャリア支援課を配置し、図書館

業務の事務処理として図書情報部図書情報課を置いており、専門的な知識を有した専任事

務職員が事務処理に当たっている。 

また、平成 28 年度から、学生対応の一元化を図るため、学生への総合的な支援の場とし

て総合窓口（コンシェルジュ）を置き、迅速に学生相談・支援に対応している。 

本学では、平成 19 年 4 月から評議会に事務局の各課長を構成員に加えるとともに、専門

推進部会および各種委員会には、教員とともに事務職員も構成員となっており、日常的案

件から将来プランまで、評議会で学長が決定された事項の具現化についての検討、教育サ

ービスの向上に関する企画提案、データ収集ならびに資料作成などの全てを協働で遂行す

ることにより、事務組織と教学組織との連携協力関係を確立させている。 

教職員の SD 活動については、「福原学園事務職員等研修規程」に基づき適切に行ってい

る。基準Ⅱ-B-1 で記述したように、研修会には、学園主催の研修と大学主催の研修および

外部機関主催の研修がある。平成 29 年度の学園主催研修は、外部講師の招聘および外部研

修会への参加を中心に、事務職員の能力開発と質の向上を目的として、階層別研修、PC ス

キルアップ研修を実施している。そのなかで階層別研修においては、若手職員育成セミナ

ーや主事・副主幹昇任者を対象とする中堅職員育成セミナーへの参加を促している。また、

PC スキルアップ研修では、Word、Excel、PowerPoint などについてそれぞれ基礎編および

応用編を希望者に対して開催し、PC スキルの向上を図っている。大学主催研修では、ハラ

スメント研修会を年 1 回、人権に関する研修会を年 1 回開催している。学外研修では、文

部科学省や日本私立短期大学協会などが主催する説明会や研修会に積極的に参加し、専門

知識の向上とスキルアップに繋げている。さらに、平成 29 年 4 月 1 日からは SD 研修の義

務化を踏まえ、本学における事務職員の質向上を図るため、大学独自で行う事務職員研修

として、学外講師による大学改革に関する「教学マネジメント」をテーマとした講演を全体

研修として位置づけ、部門研修として、自己点検・評価活動、学生の厚生補導に関する研修

を実施するとともに、大学間連携研修として、愛知東邦大学と「SD・FD を含む人事交流及

び合同研修等に関すること」、「地域貢献の情報共有に関すること」、「教学マネジメントに

関すること」を連携協力し実施するため、大学間連携協定を締結した。平成 29 年度は、本

学学長を始めとする幹部教職員が愛知東邦大学に赴き、合同研修会を開催した。 

これらの事務組織については、弘明館 1 階に事務室を設けており、特に、教務事務、学

生・就職支援事務等の学生に係る基幹的な事務については、関連する課の事務職員のパソ

コンに学生情報に係る事務システムを設置し処理している。また、学習成果を向上させる
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ために、各種委員会などを通じて関係部署と連携し、業務を遂行している。 

防災対策としては、「福原学園防火防災管理規程」に基づき、学内の施設・設備の点検の

他、年に 1 回、教職員を対象とした避難訓練を実施している。一方、情報セキュリティ対

策については、個人の権利利益およびプライバシーの保護のため、「福原学園個人情報の保

護に関する規程」に則り、学生を始めとする個人情報保護に組織的に対策を講じている。ま

た、事務システムを利用した事務処理については、「福原学園事務情報ネットワークシステ

ムの管理運用および利用に関する要項」に則り、ネットワークの運用が施されている。 

日常的な業務の見直しや事務処理の改善については、毎週月曜日の午前に事務局長およ

び各課長などによる事務連絡会を開催し、情報の共有、事務各課が抱える課題・問題につい

て協議を行い対応している。 

 

（ｂ）課題 

平成 29 年 4 月からの SD 研修の義務化を踏まえ、大学の教職員としてに求められる能力

を改めて認識させるとともに、実践的な SD 活動の検討が必要である。また、平成 28 年度

から事務組織が再編されたことに伴い、業務執行の実態を踏まえ、事務局として学生を中

心とした支援体制を充実させていくことが必要である。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］ 

■ 基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

教職員の就業に関する管理については、関係法令に基づき行われている。また、学内にお

いては、「福原学園就業規則」を始めとする就業に関する諸規程に基づき管理運営が行われ

ている。これら就業に関する諸規程を含め例規集については、学内ネットワークによりポ

ータルサイトに専用のページを設け、教職員は常時閲覧でき、法令の改正等による諸規程

の改正が生じた場合は、グループウェアの掲示板を利用し周知している。また、グループウ

ェア内の稟議機能において、出張申請、年休申請および超過勤務申請などの各種申請を管

理している。 

 

（ｂ）課題 

今後、法改正などにより雇用形態の多様化が想定されることから、適宜対応していく必

要がある。 
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■ テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

本学では、教員のさらなる研究専念時間の確保は困難な状況ではあるが、時間割編成に

おいて、研究時間を確保すべく重点的に配慮する。教育活動に基づいた研究活動の促進に

ついては、教育運営委員会での「教育職員研究計画書」および「教育職員研究実績報告書」

の情報共有を通じ教員の意識の向上を図るとともに、学内における共同研究を奨励する。

また、FD 活動において、教育活動および研究活動に関する取り組みを今後も計画的に実施

する。 

事務組織については、平成 28 年度に組織再編した事務組織の業務執行状況を踏まえ、事

務室のワンフロア化のメリットを活かし、事務組織体制の充実を図る。さらに、履修指導、

成績相談、学生生活および就職対策などの様々な相談・支援を総合的に行う総合窓口（コン

シェルジュ）の業務を通じて、業務実態の状況を常に確認し、学生を中心とした適切な対応

を行う。 

一方、教職員が大学人としての資質の向上を図り、教育改革推進へ積極的に参画するた

めに、学内外における研修会・セミナーなどへの能動的な参加を推進していく。 

 

【備付資料】 

31.SD 研修会資料 

32.福原学園事務職員等研修規程 

33.教員個人調書（平成 29 年 5 月 1 日現在） 

教育研究業績書（平成 24 年度～平成 29 年度） 

34.非常勤教員一覧表 

35.教員プロフィール（2015～2017） 

36.教育職員研究計画書・教育職員研究実績報告書（平成 29 年度） 

37.専任教員の年齢構成表（平成 29 年 5 月 1 日現在）  

38.科学研究費補助金等獲得状況一覧表 （平成 27 年度～平成 29 年度）  

39.研究紀要（平成 27 年度～平成 29 年度）  

40.教員以外の専任職員の一覧表（平成 29 年 5月 1 日現在） 

41.附属図書館 Web サイト http://www.lib-kyujyo.jp/ 

51.福原学園例規集 

55.教員人事計画委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

59.福原学園大学教員人事計画委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

62.教員人事計画委員会議事録（平成 26 年度） 

69.ファカルティ・ディベロップメント推進委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 

72.研究活動不正防止委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

89.平成 29 年度 福原学園ファクトブック 

94.「特別教育研究費」プログラム公募について 

100.福原学園大学教員人事計画委員会規則の運用方針 

101.九州女子短期大学教員昇任基準 

102.福原学園大学教育職員昇任審査基準 
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、

施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

■ 基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学は、八幡西区折尾の地において全ての教育研究を行っており、九州女子大学と校地、

校舎を共用している。平成 29年 5月 1日における校地面積は、65,356㎡、校舎面積は 34,080

㎡を有しており、短期大学設置基準面積（校地：3,400 ㎡、校舎：3,100 ㎡）を十分に満た

している。また、授業、課外活動などで使用する運動場および体育館については、同一敷地

内にあり、運動場は 13,551 ㎡、体育館は 4,435㎡を有しており、本学の教育研究の目的を

実現するための環境を確保している。 

各校舎における教室は、講義室 39 室、演習室 43 室、実験実習室 64 室を有しており、こ

のうち平成 28 年 3 月に新築した「弘明館」には、主体的な学びの力を高めるため、ピアノ

個人レッスン室、模擬保健室、保育ルーム、アクティブラーニングスタジオなど、学科の教

育課程に合わせた施設を整備し、併設の大学と時間割を調整しながら使用している。教室

内などに設置された備品・器具、標本については、免許・資格取得に要する物を中心に整備

しており、機器・器具 1,859 点、標本 7 点を有している。 

また、近年、教育現場の ICT 化に対応すべく情報処理教室として、情報処理演習室 1（60

名収容）、情報処理演習室 2（60 名収容）、情報処理演習室 3（41 名収容）、情報処理演習室

4（70 名収容）の他、学生が授業外の時間に自由に使用可能な PC オープンルーム（32 名収

容）を設置している。 

障害者への対応として、各校舎にはエレベーター、スロープを設置している他、多目的ト

イレ、階段手摺りを設置している。また、校舎付近の駐車場には、障害者専用駐車スペース

を設置している。 

図書館は、鉄筋コンクリート 5 階建、延べ床面積 2,894 ㎡で座席数 380 席を有している。

玄関には車椅子用スロープがあり、書庫を除く各階に停止するエレベーターや身障者用の

呼出ブザーも各階に設置している。館内施設として、各種視聴覚機器を備えた個人閲覧用

の AV ブース 4 席、小会議室 1 部屋、AV・ブラウジングルーム 1 部屋の他、ノートパソコン

54 台・デスクトップ 10台、プロジェクター・スクリーン 2 組を備えた多目的学習室 1 部屋

を完備しており、学生・教職員の資料収集・閲覧のみならず学習に配慮した造りとなってい

る。これら図書館の有効活用を促進するため、学科教員の希望に応じてゼミ、グループ単位

で年間を通して図書館員による図書館利用教育を行っている。   

図書館の所蔵資料は、平成 29年度末現在で 199,098冊であり、詳細は下表の通りである。

また、平成 19 年 10 月から EBSCO 社データベース AcademicSearch Elite(フルテキスト 

2,100 タイトル収録)を契約していたが、Academic Search Premier（フルテキスト 4800 タイ

トル収録）に変更し契約を継続している。平成 29 年 4 月から継続契約している。以下に平成

28 年度の所蔵資料、館内閲覧座席および学生収容定員を示す。 
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【平成 29 年度末の本学所蔵資料】 

図 書 雑誌 (種類) 視聴覚 

資料(点) 

電子ジャ

ーナル 

(種類) 

データベース

(種類) 所蔵数(冊) 開架図書(冊) 開架率(％) 内国書 外国書 

199,098 199,098 100 3,380 384 4,520 4 3 

 

【平成 29 年度末の図書館の閲覧座席と学生収容定員】 

閲覧座席数(A) 学生収容定員(B) 比率(A/B)(％) 備  考 

374 席 1,700 名 22.0 
収容定員内訳：大 学⇒1,360 名 

短 大⇒  300 名 
専攻科⇒  40 名 

 
資料の選定、廃棄については、「九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館資料の収集・

管理規程」に基づき、学生・教職員の希望も勘案しつつ図書の購入、廃棄を行っている。 

 

（ｂ）課題 

校舎の新築および耐震工事に伴う既存校舎の全面改築によって、機能的で利便性の高い

物理的教育環境を一定程度整備し終えたが、既存校舎については、障害者への対応につい

て課題を有している。耕学館で各階に多目的トイレ堅守・設置したが、多目的トイレのウォ

シュレット化やドアのスライド化が課題である。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

■ 基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

施設・設備などの維持管理については、「福原学園経理規則」、「福原学園学校施設管理規

則」、「福原学園固定資産及び物品管理規程」および「福原学園調達等契約事務規程」に則り

執り行われている。「福原学園学校施設管理規則」においては、本学施設の管理責任者を学

長に規定するとともに、管理範囲を本学施設の維持（保守・警備・防火）、使用、整理およ

び使用秩序とし運用している。「福原学園固定資産及び物品管理規程」においては、「福原学

園経理規則」第 29 条および第 35 条の規定に基づき、固定資産および物品（借入物品を含

め、以下「物件」という。）の管理事務および処分について規定しており、物件管理者とし

て本学事務局長を充て管理事務を所掌している。「福原学園調達等契約事務規程」において

は、「福原学園経理規則」第 5 章および第 6 章の規定に基づき、物件の調達又は売却につい

て規定しており、契約担当者を学長とし、契約担当者代理に事務局長を充て、事務を円滑に

進めている。 

防火・防災については、消防法や災害対策基本法などの関連法令に基づき、「福原学園防

火防災管理規程」を制定し、火災、震災その他の災害を予防し、災害から人命および施設の

保護にあたっており、昇降機、簡易専用水道、電気設備および防災・消防設備等の法定点検

や定期的な点検整備とともに、地震などの災害による同敷地内の系列校を含めた避難経路
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の確認として、学園の教職員による避難訓練を実施している。 

   

（ｂ）課題 

本学の施設・設備の維持管理については、平成 28 年度までに耐震基準に満たない 6 校舎

を解体するとともに、新たに「弘明館」を竣工させ、全校舎の耐震基準を満たすとともに学

内の環境整備に努めた。しかし、上述の新棟以外の一部既設校舎において、省エネルギー対

策として照明機器の LED 化が未整備となっている。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

平成 29 年度においても大学内の校舎の整備を行ってきたが、引き続き、障害者への対応

および省エネルギー対策を考慮のうえ、大学内の環境整備を検討する。 

 

 

【提出資料】 

1.2017 学生便覧 

 

【備付資料】 

41.附属図書館 Web サイト http://www.lib-kyujyo.jp/ 

42.附属図書館 平成 29年度抽出原簿 

43.附属図書館 利用案内 

51.福原学園例規集 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて

学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

■ 基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

学内にコンピュータ教室および学内 LAN を整備し、教員がカリキュラム・ポリシーに基

づいて授業に活用し、学生の学習支援に必要な情報処理環境を整備している。 

情報処理教育に関する支援を行う学術情報センターを設置しており、教育研究用の情報

処理施設・機器および学内ネットワークを適切に管理している。 

情報処理施設としては、情報処理演習室 1（60 名収容）、情報処理演習室 2（60 名収容）、

情報処理演習室 3（41 名収容）、情報処理演習室 4（70 名収容）、オープンルーム（32 名収

容）を設置している。すべてのコンピュータは学内 LAN に接続されており、利用者は配付

されたアカウントでログインすることで利用者ごとに準備されたネットワークドライブを

利用することができる。 

以下に各教室の主な設備を示す。 

 

①情報処理演習 1（Ｅ202 教室） 

学生用コンピュータ 60台、教員用コンピュータ 1 台、プリンタ、スキャナ、 

教材提示用プロジェクタ 
 

②情報処理演習 2（Ｅ203 教室） 

学生用コンピュータ 60台、教員用コンピュータ 1 台、電子黒板 1 台、プリンタ、 

スキャナ、教材提示装置用プロジェクタ 
 

③情報処理演習 3（Ｅ208 教室） 

学生用コンピュータ 41台、教員用コンピュータ 1 台、プリンタ、スキャナ、 

教材提示用プロジェクタ 
 

④情報処理演習 4（Ｅ204 教室） 

学生用コンピュータ 70台、教員用コンピュータ 1 台、電子黒板 1 台、プリンタ、 

スキャナ、教材提示用プロジェクタ 
 

⑤オープンルーム（Ｅ207 教室） 

学生用コンピュータ 32台、プリンタ、スキャナ 

 

ネットワークを利用した教育施設として LMS(Learning Management System)を導入して

おり、様々な授業の資料提示および配付、レポート提出などに用いられている。情報技術の

向上のために、学園主催研修として事務職員を中心とした PC スキルアップ研修を実施して

いる。学生には、情報処理Ⅰ・Ⅱを 1 年次前・後期で開講している。これらの授業をとおし

て、Web を利用した学内向けサービスの利用方法なども指導している。このように、情報リ

テラシー教育にも力を入れている。 

学内 LAN は、情報処理教室、講義室、図書館や教員研究室などでコンピュータを学内 LAN
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に接続させることができる。また、一部の教室では、無線 LAN を利用することができるよ

う無線 LAN アクセスポイントを設置している。 

 

（ｂ）課題 

教員が情報処理機器などを活用して、効果的な授業を行うことができるようにハードウ

ェアおよびソフトウェアの整備が進んでいるが、機能を十分に活用できている教員が少な

いことが現状であり、今後、教員の授業での利用促進が課題である。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

現在、整備されているハードウェアおよびソフトウェアが十分に活用されているとはい

えないため、機能説明や活用方法についての研修会等の開催を検討し、教員の授業での利

用促進を図る。 

 

 

【提出資料】 

1.2017 学生便覧 

 

【備付資料】 

95.情報処理教育研究センター規程 
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［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

■ 基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本学の事業活動収支（基本金組入前当年度収支）については、平成 27 年度および平成 28

年度において耐震関係補助金の交付、評価減していた有価証券の売却益、耐震改築により

不用となった学舎除却などがあり、特別な収入または支出が多い状況である。このことか

ら、本来であれば、直近 3 年間の資金収支および事業活動収支の均衡状況を記載するとこ

ろではあるが、より現状を把握するために、教育活動収支および経常収支を中心に現状を

記載する。以下に本学の教育活動収支および経常収支を示す。 
 

【表Ⅲ-D-1-① 本学の教育活動収支および経常収支推移表】       単位：千円 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

教育活動収支差額 13,356 △33,240 50,418 

臨時的経費合計額 27,600 61,967 0 

修正後教育活動収支差額 40,956 28,727 50,418 

経常収支差額 25,235 △31,160 50,743 

修正後経常収支差額 52,835 30,807 50,743 
 

表Ⅲ-D-1-①の教育活動収支差額の欄には、平成 27 年度の耐震補強工事等に伴う修繕費

などの臨時的経費合計額 27,600 千円がそれぞれ含まれている。これらのことを勘案して修

正を加えると修正後教育活動収支差額の欄の数値となり、本学の教育活動収支差額は健全

であると言える。これらの臨時的経費の合計額を経常収支に反映させると、修正後経常収

支差額の欄の数値となり、経常収支差額は健全である。 

本学において減価償却額を除く教育研究経費に投下している資金は、直近 3 年間で 1 億

67 百万円、2 億 3 百万円、1 億 5 百万円で推移している。教育研究経費比率については、減

価償却額を除いた教育研究経費を経常収入に対する比率で表すとそれぞれ 34.2%、39.3%、

21.2%で推移し、上述した臨時的経費を差し引いても全国短大平均の 20%を上回り、教育研

究活動の維持・充実に努めている。また、本学における教育研究用備品に対する投下資金に

ついては、平成 27 年度および平成 28 年度では 57 百万円、4.5 百万円で推移しており、平

成 27 年度には新棟完成による相当数の諸設備を更新している。その他図書については、毎

年度おおむね 2 百万円で推移し、購読料については、2～3 百万円で推移している。これら

のことから学生の教育環境には十分配慮していると言える。 

法人全体の事業活動収支の現状については、表Ⅲ-D-1-②のとおりである。上述したとお

り、平成 27 年度および平成 28 年度に本法人では、本学および九州女子大学を中心に耐震

関係補助金の交付、耐震改築に伴う学舎改築により不用となった学舎・構築物・備品の除

却、評価減していた有価証券の売却益があった。そのため、表Ⅲ-D-1-②からも明らかなよ

うに特別収支差額の比重が高かったため、事業活動収支をもって現状を把握し課題を明ら

かにすることは適切ではない。また、教育活動外収支についても、平成 27 年度および平成

28 年度は運用していた仕組債の受取利息が比較的多かったため、経常収支について一定程

度の貢献があったが、平成 28 年度をもって仕組債が全て償還され、低金利である銀行預金
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だけでは受取利息が平成 29 年度以降はほとんど望めないことから、経常収支をもって現状

を把握し課題を明らかにすることも適切ではない。 

このことから、本来であれば、直近 3 年間の資金収支および事業活動収支の均衡状況を

記載するところではあるが、本学と同様に臨時的な経費は除外して教育活動収支について

現状を記載する。 

いずれの年度にも多少の臨時的な経費は発生するが、上述したとおり、平成 27 年度およ

び平成 28 年度では特に耐震対策に伴う臨時的な多額の経費の発生があり、その金額は臨時

的な経費の発生額として示している。この経費を除いた修正後教育活動収支差額は、いず

れの年度も収入超過となっており、構造的には教育活動収支、経常収支において収入超過

が維持していける財務体質であることを示している。 
 
【表Ⅲ-D-1-② 法人全体の事業活動収支推移表】          単位：百万円 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

事業活動収支差額 799 △755 53 

特別収支差額 669 △571 63 

経常収支差額 130 △184 △10 

教育活動外収支差額 155 30 7 

教育活動収支差額 △25 △215 △17 

臨時的な経費の発生額 203 347 124 

修正後教育活動収支差額 178 132 107 

修正後教育活動収支差額比率 2.6% 2.0% 1.7% 

 
本法人の資金収支については、平成 27 年度から適用された新会計基準に基づく教育活動

資金収支差額の直近 3 年間の推移は、平成 27 年度 8 億 54 百万円、平成 28 年度 9 億 66 百

万円、平成 29 年度は 11 億 95 百万円であった。また、各年度の減価償却額は、平成 27 年

度 9 億 19 百万円、平成 28 年度 10 億 86 百万円、平成 29 年度 11 億 41 百万円であった。こ

のことから、現状では減価償却額に見合うだけの教育活動資金収支差額を平成 27 年度およ

び平成 28 年度は生み出せていなかったが、平成 29 年度はわずかながら生み出せており改

善している。教育活動資金収支差額が毎年度減価償却額に見合うだけの剰余を残せている

ことが最低条件であり、理想的にはこれに加えて基本金組入額すなわち施設設備資金の投

下額が望ましいと考えている。日本私立学校振興・共済事業団の資料によれば長期にわた

る教育活動収入に対する基本金組入額の平均は経常資金収入の 9.8％である。このことか

ら本法人の場合、教育活動資金収支差額比率が 13%～14%の比率であるため、現状では将来

のことを考えると、やや不十分である。 

本法人の財産状況については、貸借対照表をもとに日本私立学校振興・共済事業団が公

表している全国平均と比較してみると、資産の構成、負債の構成、固定資産の調達源泉資金

のいずれも何ら問題はなく健全な数値である。しかし、繰越収支差額構成比率、内部留保資

産比率、運用資産余裕比率、積立率の各財務比率は、全国比率より劣っている。 

また、本法人の退職給与引当金については、退職給与引当金の 98.5%を積み立てている。 

資産運用については、平成 29 年度をもって運用していた仕組債が全て償還されるため、
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銀行定期預金のみで運用されることとなる。これまで運用していた仕組債は、「福原学園金

融資産運用規則」に基づいて理事会の議を経て適切に投資されていた。 

本学の入学定員については、平成 29 年度 97%と充足していないが、収容定員については、

平成 29 年度には充足率 100%と充足している。直近 3 年間においても平成 29 年度入学定員

に限りわずかながら充足出来ていないが、収容定員は充足している状況である。現状の収

容定員充足率を維持すれば、特別収支を除いた教育活動収支はもとより経常収支レベルに

おいて、余裕をもって収入超過の持続的運営ができる財務体質になっている 

 

【表Ⅲ-D-1-③ 平成 27年度～平成 29 年度の入学・在籍者数推移】 

 定員 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

入学者数 
150 人 

154 人 162 人 145 人 

充 足 率 102 ％ 108 ％ 97 ％ 

在籍者数 
300 人 

327 人 312 人 301 人 

充 足 率 109 ％ 104 ％ 100 ％ 

 

（ｂ）課題 

本学の財政収支は、今後、さらに進む 18 歳人口の減少に対応して第 2 次中期計画基づく

教育改善の不断の努力を継続することにより、最低でも入学定員充足率が 100%持続できる

よう安定的な財務体質を構築することが必要である。 

法人全体の財政収支は、臨時的な経費を除外すれば直近 3 年間において教育活動収支差

額および経常収支レベルが、収入超過に転じることができているとはいえ、依然として基

本金組入後の当年度収支差額（事業活動収支差額）レベルでの収支均衡が実現できる状態

にはない。また、低金利時代を迎え、平成 30 年度以降受取利息が 5 百万円しか見込めない

のに反し、これまで無利子であった借入金利息の支払いが始まり 23 百万円程度の負担が増

加するため、教育活動外収支差額においてこれまでの収入超過の状態が逆転して支出超過

の状態を迎える。これらの課題を克服するには本学以外の本法人の他の設置校の収容定員

充足率の改善が不可欠であるとともに、上述したとおり、本学においても入学者を安定的

に確保していくことが必要である。そのためには、第 2 次中期財政計画の最終年度におい

て最終年度の学園設置校の収容定員充足率の達成に全力をあげることが必要である。 
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［区分 基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保

するよう計画を策定し、管理している。］ 

■ 基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本法人では、平成 26 年 3 月末に終了した第 1 次中期財政計画(平成 22 年度～平成 25 年

度の 4 年間)に引き続いて策定した第 2 次中期財政計画(平成 26 年度～平成 30 年度の 5 年

間)を実施して 3 年間が終了したところである。 

第 2 次中期財政計画は、教学改革を中心とした第 2 次中期計画と一体的に進めることを

前提として策定されており、さらに入学者の見込み、学生数の見込み、教職員の人員計画、

耐震対策を中心とした施設計画、設備計画、運用資産増加計画を総合的に検討したうえで

策定している。 

まず、本学の第 2 次中期財政計画および平成 26～28 年度実績について新会計基準に基づ

く指標に組み替えて示すと、表Ⅲ-D-2-①のとおりである。この表から明らかなように、平

成 27 年度および平成 28 年度については、教育活動収支差額比率、経常収支差額比率のい

ずれの指標も第 2 次中期財政計画を上回った実績である。第 2 次中期財政計画の最終年度

（平成 30 年度）の教育活動収支差額比率、経常収支差額比率の指標目標は、それぞれ△

1.6%、△2.8%といずれもマイナスの指標となっており、大規模な学舎改築に伴う減価償却

額の増加に対する対策を検討したが成案には至らなかった。しかし、平成 29 年度において

は、昨年に引き続いて外部資金の獲得として、本学および九州女子大学で実践してきた教

育活動により、私立大学等改革総合支援事業補助金が、採択され、補助金収入の増加によっ

て減価償却額の増加を補うことができている。 
 

【表Ⅲ-D-2-① 本学の中期財政計画と実積表】 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

教育活動収支差額比率 
中期計画 1.3% △21.0% 0.4% 

実績 2.7% △6.5% 10.2% 

経常収支差額比率 
中期計画 1.3% △21.8% 10.2% 

実績 5.1% △6.0% △0.5% 

 

法人全体の第 2 次中期財政計画および平成 26～29 年度実績について、本学と同様に示す

と、表Ⅲ-D-2-②のとおりである。この表から明らかなように、平成 27 年度及び平成 28 年

度については、教育活動収支差額比率、経常収支差額比率のいずれの指標も第 2 次中期財

政計画を上回った実績である。第 2 次中期財政計画の最終年度（平成 30 年度）の教育活動

収支差額比率、経常収支差額比率の指標目標は、それぞれ 1.9%、1.7%となっている。これ

は、大規模な学舎改築に伴う減価償却額の増加に対する本学および九州女子大学の短期間

の対策が困難なため、九州共立大学を始めとした他の設置校の学納金の収入増加によって

補うことを前提としていた。平成 29 年度時点では学納金収入の進捗は計画を下回っている

が、人件費の推移が計画を大幅に下回っていること、また、上述したとおり、本学および九

州女子大学において、私立大学等改革総合支援事業補助金が採択されているため、補助金

収入の推移も計画を大幅に上回っている状況である。 
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【表Ⅲ-D-2-② 法人全体の中期財政計画と実積表】 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

教育活動収支差額比率 
中期計画 △5.1% △10.5% 1.6% 

実績 △0.4% △3.2% △0.3% 

経常収支差額比率 
中期計画 △4.8% △10.5% 1.5% 

実績 1.9% △2.7% 0.2% 

 

経営情報の公開については、平成 26 年度に第 2 次中期財政計画の説明会を法人内設置校

ごとに開催して意識の共有化を図った。単年度の予算編成過程においては、本学運営会議

に予算要求原案に対する意見を求め、予算が決定した後にはその内容を公開して、第 2 次

中期財政計画の進捗が分かるようにしている。 

決算の内容については、Web サイトに公開するとともに、全教職員に配付される「福原学

園ファクトブック」に他のデータとともに掲載している。また、平成 28 年度より、決算の

結果、中期財政計画の進捗状況および財務比率の分析などの説明会を法人内設置校ごとに

開催して意識の共有化をさらに図っている。 

 

（ｂ）課題 

本学および法人全体の財政収支は近年明らかに改善している。しかし、新会計基準では

区別して表示される特別収支が、旧会計基準の指標では渾然一体となっていたため、臨時

的な収支に助けられた時もあった。今後は、教育活動収支差額比率、経常収支差額比率を重

視して、学納金収入の維持および補助金収入の増加策などを検討する必要がある。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

本学の平成 29 年度の教育活動収支差額比率、経常収支差額比率は、いずれも 10.2%と妥

当な数値である。 

安定的な学納金収入の維持を図るため、第 2 次中期計画で定めた毎年度の事業計画を着

実に履行し、教育改善に資する取り組みを継続して実施することにより、これらの教育活

動を効果的に広報活動に繋げていくことなど、志願者の増加策および安定的な入学者確保

の検討を行う。また、将来的には、他大学の動向も踏まえ、学納金の値上げの検討も行う。 

さらに、外部資金の獲得として、文部科学省の政策動向に注視し、補助金獲得のために積

極的な取り組みを行う。平成 29 年度に採択された私立大学等改革総合支援事業について、

今後も教育の質的転換、質保証を前提とした教育改革および地域連携事業などを推進し、

継続的に補助金の獲得を目指していく。 

 

【提出資料】 

17.活動区分資金収支計算書（学校法人全体）（平成 27 年度～平成 29 年度） 

18.事業活動収支計算書の概要（平成 27 年度～平成 29 年度） 

19.貸借対照表の概要(学校法人全体) （平成 27 年度～平成 29 年度） 

20.財務状況調べ（平成 27 年度～平成 29 年度） 
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21.資金収支計算書（平成 27 年度～平成 29 年度）  

22.資金収支内訳表（平成 27 年度～平成 29 年度）  

23.貸借対照表（平成 27 年度～平成 29 年度） 

24.事業活動収支計算書（平成 27 年度～平成 29 年度） 

25.事業活動収支内訳表（平成 27 年度～平成 29 年度） 

26.福原学園第 2 次中期財政計画 

27.福原学園第 2 次中期計画 

28.平成 29 年度 事業報告書  

29.平成 29 年度 事業計画書 

30.平成 30 年度 学校法人福原学園予算書 

 

【備付資料】 

44.教育研究支援募金趣意書 

45.財産目録及び計算書類（平成 27 年度～平成 29 年度） 

46.福原学園 Web サイト  http://www.fukuhara-gakuen.jp/about/summary/ 

51.福原学園例規集 

87.平成 29 年度 事業計画書・事業計画アクションプラン 

89.平成 29 年度 福原学園ファクトブック 
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■ 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

今後も法令に基づく教員配置を遵守するとともに、教員の教育活動および研究活動の活

性化のため、FD 推進委員会において、授業相互参観、公開授業などの取り組みを継続的に

実施する他、効果的な研修内容を検討する。また、今後も「教育職員研究計画書」および

「教育職員研究報告書」の作成と情報共有を通じて、研究活動の活性化を図る。 

さらに学生支援を行う事務組織の充実を図るため、学内での研修活動を実施するととも

に、学外の研修などにも積極的に参加し、事務職員個々の専門スキルを今後も向上させる。

また、学習成果を向上させるために、各種委員会などを通じて全教職員の連携協力関係を

さらに充実させる。 

施設設備については、耐震工事および工事に際し実験設備等の更新が完了したことから、

今後は障害者へのさらなる対応や LED 化を始めとする省エネルギー対策を策定する。 

本学の技術的資源を活用するため、情報処理教育に関する支援組織として、平成 29 年度

から新たに設置する学術情報センターおよび情報システム部運営委員会が連携し、情報処

理機器（ハードウェア、ソフトウェア）の導入に係る検討や教員の授業での利用促進を一層

図るための研修会の開催について検討を行う。 

財的資源については、平成 26 年度に策定した第 2 次中期財政計画の収容定員充足率を達

成するため、第 2 次中期計画に基づく教育活動の充実と学生支援の充実を図るとともに、

効果的な広報活動の充実・強化に努める。さらに、繰越収支差額構成比率、内部留保資産比

率、運用資産余裕比率、積立率の各財務比率の改善を行う。ただし、この財務比率の改善

は、長期にわたる毎年度収支の改善の積み重ねが必要であり、第 3 次中期財政計画（平成

31 年度～平成 35 年度）の策定に向けて、検討を進めていく。 

 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項 

    特になし。 

    

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項 

特になし。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

■ 基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は、本学園の建学の精神である「自律処行」および教育理念・目的を十分に理解

し、教職員や学生に対しても建学の精神「自律処行」についてその意味するところを説明

し、建学の精神「自律処行」の浸透に努めている。また、「福原学園寄附行為」の規定に基

づき、理事会を主宰し学園全体の健全な経営に向けて適切にリーダーシップを発揮してい

る。さらに学園設置校におけるさまざまな取り組みを行うにあたっては、「一致団結」、「一

丸となって」といったスローガンを掲げ、教員と事務職員の教職協働の意識を徹底させ、組

織運営を行っている。 

本学の学長は、理事長が兼務しており、地元の地域社会における人的つながりや社会的

活動、優れた学識を生かして、本学の建学の精神に基づき、適切な本学運営にリーダーシッ

プを発揮し、経営と教学との連携による発展に努めている。 

理事会は、関係法令および「福原学園寄附行為」の規定により、学校法人の意思決定機関

として、本学の円滑な運営のために、その責務を果たしている。 

また、監事は、本学園の業務および財産の状況について、「福原学園寄附行為」第 20 条

に基づき適宜監査を行い、理事会および評議員会に毎回出席するとともに、必要に応じて

意見を述べている。 

評議員会は、関係法令および「福原学園寄附行為」の規定により、適切に運営されてお

り、予算、事業計画、寄付行為の変更など諮問機関としての役割を十分に果たしており、学

園全体のガバナンスは機能している。 

学園の決算については、評議員会の意見を徴し、理事会にて承認後、当該年度の事業報告

や財務情報とともに、Web サイトなどで学内外に公表している。 

上述したとおり、理事長が本学の学長を兼務していることから、組織的および合理的な

意思決定を可能とする体制が構築できている。一方、学園運営および教学運営における業

務遂行のうえで、物理的、時間的に制約が生じてくることは否めない。また、大学運営にお

ける事業内容によっては、教学の立場の学長としての判断と経営の立場の理事長としての

判断を行うにあたり、困難さが生じる場合も出てくる。このため、学長のリーダーシップの

さらなる強化として、副学長を中心とした学長補佐体制による組織運営を継続して推進し、

組織的および合理的な意思決定を可能とする体制を確立する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式９－基準Ⅳ 
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［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

■ 基準Ⅳ-A-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

少子化による学生数の減少は依然として歯止めがかからず、市場原理・競争原理の導入

による大学設置などの規制緩和は、地方の中小私立大学に大きな影を落としている。こう

した現状から早く脱却するために、福原弘之前理事長は「学校教育法」および「学校教育法

施行規則」の改正に先立って学園のガバナンス強化の取り組みを進めてきた。その具体例

は、人事系や総務・財務系の委員会に加え、経営サイドにおける企画系委員会の設置であ

る。そうした委員会の柱として理事長を議長とする福原学園経営戦略会議を設置し、理事

と法人・大学の事務局長が学園の施策について協議できる場を設けたことである。 

また、平成 19 年度に策定された第 1 次中期計画が平成 25 年度に最終年度を迎え、一定

の成果は得られたが、積み残した課題や国の施策などによって生じた解決すべき新たな課

題が明確となった。それは、一段と進むグローバル化や著しく変化する少子高齢社会など

社会の諸情勢に対応し、特に 18 歳人口 110 万人時代が到来する平成 30 年度までに永続的

に存続する教育機関であることを確立するための「地域に密着した学園創り」および「定員

充足できる魅力ある学園」への不断の改革を続けることである。そのためにも、実践力とチ

ェック機能を備えたマネジメントサイクルを構築し、重要課題に対する達成目標を設定す

ることで、学園のミッションに基づく教育の提供、社会貢献を進めていくことがより重要

となることから、第 2 次中期計画を策定した。 

この第 2 次中期計画を策定したことで、PDCA サイクルを重視した中期的な計画を視野に

入れた運営を行うことができるようになり、その計画策定には福原学園経営戦略会議が大

きな役割を果たした。平成 26 年 4 月以降、この福原学園経営戦略会議の下には、福原学園

大学改革検討委員会、大学教員人事評価委員会、福原学園中期経営計画委員会、福原学園経

営企画運営委員会および福原学園教育研究環境整備委員会、福原学園ＩＲ委員会、福原学

園国際交流委員会、九州共立大学スポーツ学部小学校教員免許取得支援検討委員会を設置

してきた。これら会議体においては、学園の取るべき方針などの検討を行い、必要に応じて

常務理事会、理事会、評議員会に付議または報告している。また、学園の進むべき方向や方

針を定め、日常業務に支障をきたさないよう、「福原学園寄附行為」および「福原学園寄附

行為施行細則」の規定に基づき、理事会を開催し、評議員会を適切に開催している。 

理事長の下、平成 25 年度に定めた第 2 次中期計画の実質性を担保させるため、福原学園

経営戦略会議を始めとする関係会議体において毎年度進捗状況を把握することとしている。

政策策定組織は、福原学園経営戦略会議を頂点に福原学園中期経営計画委員会を設置し、

中期経営計画委員会の下に学園設置校の中期計画部会を置き、第 2 次中期計画の実施状況

の把握をするため、学園設置校ごとに計画の進捗管理を行い平成 29 年度も理事会・評議員

会にて各項目の進捗状況を報告した。 

このように理事長が召集して開催する常務理事会、理事会および評議員会は、その構成、

人数、選任方法において、「学校教育法」、「私立学校法」はもとより、「福原学園寄附行為」

および「福原学園寄附行為施行細則」ならびに「福原学園理事会会議規則」「福原学園常務

理事会議規則」に規定されている事柄を遵守している。 
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具体的には、本学園の役員（理事および監事）ならびに評議員の選任に関しては、「福原

学園寄附行為」第 7 条、第 8 条および第 26 条ならびに「福原学園寄附行為施行細則」第 16

条、第 17 条、第 18 条、第 19 条および第 20 条に基づき、適切に選任されている。理事長

は、「福原学園寄附行為」第 6 条第 2 項および「福原学園寄附行為施行細則」第 20 条第 1 項

第 4 号の規定に基づき、適切に選任されている。そこで選任される理事・評議員について

は、建学の精神を理解・認識しており、経営や教育に関する識見を有している。役員や評議

員の任期満了などに伴う改選などに関しては、手続き上の瑕疵が無いように担当事務局を

とおして司法書士と相談のうえ、慎重に行っている。特に理事の就任にあたっては、「学校

教育法」第 9 条の規定を準用した誓約書を提出させるとともに、「福原学園寄附行為」第 9

条の「役員の適性及び親族関係者等の選任制限」の規定により事前に厳しく確認を行って

いる。 

また、理事会の運営については、特段の問題はなく適正に開催されている。「福原学園寄

附行為」第 13 条第 3 項に「理事会は理事長が招集する」と定めており、理事長は、理事会、

評議員会を召集・開催し、理事会の議長を務めている。理事会は、同条第 2 項に、「理事会

は、学校法人の業務を決し、理事の業務の執行を監督する」と定めており、本学園の最高決

議機関である。具体的な運営については、理事会の決定を受けて、「福原学園寄附行為」第

15 条に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」と定めており、理事長が本

学園を代表し、経営のトップとしてリーダーシップを発揮している。本学園は、「福原学園

寄附行為」第 3 条に規定されているように、「教育基本法」および「学校教育法」に従い、

建学の精神である学是「自律処行」に基づき、学校教育を行っている。 

第三者評価に関しては、理事会や評議員会において報告が行われ、指摘された改善事項

などがあれば理事、監事はその事実を共有している。また、「福原学園寄附行為」第 38 条

に基づき、毎会計年度終了後 2 月以内に監事の監査を受け、理事会の議決を経た決算およ

び事業報告を評議員会に付議し、意見を徴している。さらに、本学園の事業実績である事業

報告書ならびに決算については、毎年度 Web サイトにて公表している。その他、本学園の

運営全般に関しては、理事会を始めとする会議体で経営と教学の制度改革および意識改革

を促進するために、理事長あるいは副理事長が学長を兼務する体制を整えている。 

人事制度面における理事長のリーダーシップとしては、平成 21 年に学園の教職員全員を

対象とした人事評価制度を導入し、評価結果を昇給・昇任などの人事処遇に反映させるこ

ととし、3 年間の経過措置期間を設けたうえで平成 24 年から本格的に運用を開始した。年

功的処遇から成果主義人事制度への完全移行を目指し新たな人事総合制度を構築すること

に力を入れた。この時に特に問題とされたことが、承認手続きの形骸化であり、大学教員の

人事については教授会が実質的な権限を有し、理事会は教授会が決定したことを事後承認

するような手続きが取られていたことである。教育に力を注ぐことのできる教員を求めて

いる本学園は、この改善策として福原学園大学教員人事計画委員会を設置し、教育研究業

績の審査は教学側が行い、採用や昇任といった判断は福原学園大学教員人事計画委員会が

行うという棲み分けを行うとともに、模擬授業や役員などによる面接を実施している。 

福原公子理事長は、福原弘之前理事長の意思を継承し、「学校法人は建学の精神に基づい

た教育理念、人材育成方針を定め、その具現化のために様々な教育活動をすることが使命

である」と考え、持続的な教育活動を永続的に維持するために将来展望を明確にした経営
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方針を定めるとともに、管理運営に経営方針を重ね、本学園ならびに設置校の永続的な発

展に寄与し社会に貢献しようと尽力している。 

その具体的な方策が、実践力とチェック機能を備えたマネジメントサイクルを構築し、

組織一丸となった学校運営を行うことが可能な組織体質への変革を主要テーマとして策定

された、今まで以上に教学分野に重点を置いた第 2 次中期計画およびさらなる財政基盤の

安定化を目指す第 2 次中期財政計画である。 

理事長は、それらを視野に入れた管理運営と教育活動を行い、定期的な内部検討および

外部評価により必要な軌道修正を行うことを常に心がけている。これらの中期計画の詳細

については、学園設置校において、資料配付や説明会などを開催し周知に努めた。 

こうした一連の取り組みを行うにあたって「一致団結」、「一丸となって」、「教職協働」と

いったスローガンを掲げ、これまで教員と事務職員がそれぞれ、個別に独立性をもって存

在し、積み上げてきた文化を融合する取り組みに重点を置き、学園総会での理事長所信表

明、仕事始め式や仕事納め式での理事長挨拶の折など、機会を見つけては教職協働のため

の意識改革の必要性を説いている。 

日常業務を実施するにあたっては、必ず理事会を始めとする各種会議体において機関決

定を行い、社会情勢などの変化に迅速に対応するようにしている。その迅速化を図るため

に福原学園経営戦略会議は理事長の諮問機関、評議会や教授会は学長の諮問機関であるこ

とを「福原学園寄附行為施行細則」に明文化している。このことから、理事長、学長の権限

が明確になるとともにガバナンスを発揮するうえでのハードルが低くなったと言える。併

せて、理事長を補佐する仕組みとして、副理事長、常務理事を置くとともに、「福原学園理

事長職務の委任に関する規則」に基づき教学、総務などの分野を役割分担している。 

理事会は、学校法人および本学の運営の実効性を高めるために規則などを適切に整備し

ている。また、学園の教職員へ周知することの重要性から、規則などを Web サイトにおい

て掲載し、学園の教職員であればだれでも閲覧可能にしている。それら以外にも財務状況、

第 2 次中期計画、第 2 次中期財政計画、事業計画、事業報告、人事計画方針、福原学園経

営戦略会議、常務理事会、理事会、評議員会などの会議開催記録を Web サイトに掲載して

おり、学園としての方針などについての周知に努めている。 

加えて、理事長は日本私立大学協会の総会および日本私立短期大学協会の総会には特段

の事情がない限り出席し、私立大学などを取り巻く環境の変化、政府や文部科学省などの

動向について情報を収集し、理事会や学園総会をはじめ学園の主だった会議体において適

宜報告をするなど学園の運営に寄与しており、本学にもその情報は活かされている。 

 

（ｂ）課題 

学校法人として、一段と進む少子高齢化、グローバル化などの社会状況の急激な変化へ

の適切な対応を継続的に組織的に行うこと、地域に密着した学園創り、永続的に教育活動

を行う高等教育機関として存続させるための学生確保など財政的基盤の安定化に向けて、

理事長として一層強いリーダーシップを発揮する必要がある。 

また、理事長が学長を兼務していることに伴い、物理的にも時間的にも自ずと制約が生

じてくるので、今以上に理事長を補佐する体制の構築が課題である。 

この他、理事長として、各所属はもとより学園全体に係る問題や課題を早く把握し、いか
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に迅速に対処するかがリーダーシップを発揮する上での課題でもある。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

まず、社会状況の変化に対応するためには、情報の収集と組織的な対応、迅速な対応が求

められることから、現在および今後の課題に対し、以下の対処を掲げる。 

（1）常に意思決定機関とそのシステムの見直しを図ること 

（2）「学校教育法」の一部改正に伴い、教授会機能を代替する教育運営委員会を始め各種 

委員会の役割と機能を見直し、組織の活性化を図ること 

（3）合意形成の迅速化を図るため機能別教授会への事務局管理者の参加と会議システム

を常に見直すこと 

（4）社会情勢の急変を考慮した事前準備と直前決定について責任を持って行うトップマ

ネジメントの確立と組織化を図ること 

次に、本学園が永続的に存続し続けるために必要な「地域とともに存在する魅力ある学

園創り」は、経営側と教学側の意思疎通を十分に行い、連携強化を図る仕組みのさらなる構

築を推進する必要がある。そのためには、学園設置校において地域、行政、産業界および他

の学校法人などとの連携策を構築していく必要があることから、地域社会との絆をより強

固なものにするため、大学、短期大学、高等学校におけるそれぞれの教育活動の中に地域の

視点を持った教育活動を増やしていくこと、地元の自治体や産業界関係団体との包括的連

携を主とした協定を締結していくことで改善を図っていく必要がある。 

また、理事長を支える補佐体制として、「福原学園理事長職務の委任に関する規則」に基

づき、副理事長、常務理事に特定の業務を担当させるとともに日常的に情報交換を行うこ

とを一層進めていくことが必要である。さらに、組織として理事長の補佐を行うため、会議

体である福原学園経営戦略会議、常務理事会を始め、「福原学園寄附行為施行細則」に定め

る各諮問機関をより充実させていくことで、補佐体制をより強固なものとしていく。 

 

【提出資料】 

    26.福原学園第 2 次中期財政計画 

27.福原学園第 2 次中期計画 

28.平成 28 年度 事業報告書 

29.平成 29 年度 事業計画書 

31.福原学園寄付行為 

  32.福原学園寄附行為施行細則 

 

【備付資料】 

46.福原学園 Web サイト  http://www.fukuhara-gakuen.jp/about/summary/ 

49.福原学園理事会議事録（平成 26 年度～平成 28 年度） 

51.福原学園例規集 

56.福原学園経営戦略会議議事録（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 57.福原学園中期経営計画委員会議事録（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 84.福原学園評議員会議事録（平成 26 年度～平成 28 年度） 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］ 

■ 基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

学長は、「福原学園学長選考規則」第 2 条の規定に定められた選考基準を満たしており、

「福原学園学長選考規則」第 4 条で定められた学長選考委員会において推薦され、理事会

の議を経て理事長が任命している。学長は、建学の精神である「自律処行」を継承し、「北

九州市まち・ひと・しごと創生推進協議会」委員を務めるなど社会的活動など申し分なく、

また、高等教育質保証学会会員および日本キャリアデザイン学会会員であり、高等教育に

関して高い識見を有している。また、本学の学長は、九州女子大学とともに理事長が兼務し

ている。 

学長は、教学側の最高責任者として、大学と経営の連携強化を最重要課題として掲げ、

「九州女子短期大学学則」第 8 条に教授会を置き、教育運営委員会、全学教育運営委員会、

入学試験委員会および教員人事計画委員会を機能別教授会として設置している。機能別教

授会は、短期大学に関し、（1）「1.学生の入学、卒業及び課程の修了」、（2）「2.学位の

授与」、（3）「3.1・2 に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意

見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」としており、審議機関として位置付

けている。また、上述した（3）の審議事項については、毎年、4 月 1 日付で学長裁定とし

て以下のとおり明確にしている。 

 

【1】学部教育運営委員会・共通教育機構教育運営委員会・教育運営委員会（短大） 

（1）学生異動および学生の懲戒に関する事項 

①学生の退学・休学・復学・転学・除籍・復籍・留学・転部・転科・ 

転専攻 

②学生の懲戒 

（2）教育の計画・実施・点検に関する事項 

①達成すべき学修成果に整合した教育の計画・実施・点検 

②学生の学修支援・進路支援の計画・実施・点検 

③当該教育組織の開講科目の単位認定・成績評価 

④カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー等の教育方針の適切 

性の点検 

（3）教育活動に基づいた研究に関する事項 

①当該組織所属教員の研究の計画・実施・点検 

②研究成果発表の促進 

（4）規定改正等 

①教育運営委員会規程の改正等 

②履修規程の改正等 
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【2】全学教育運営委員会 

（1）上記〔1〕の審議事項のうち、学長が全学教育運営委員会で審議するのが 適切

であると判断した事項 

 

【3】九州女子大学入学試験委員会・九州女子短期大学入学試験委員会 

（1）教育方針等の適切性、および中期計画の実施状況等の点検 

   ①アドミッション・ポリシーの適切性の検証 

   ②入学試験に係る中期計画の実施状況の点検 

（2）入学試験要項・入学試験日程等、入学試験の実施に関する事項 

（3）入学試験出題部会、入学試験事務部会の総括に関する事項 

（4）奨学生の継続審議に関する事項 

（5）九州女子大学入学者選抜規程・九州女子短期大学入学者選抜規程の改定等 

 

【4】九州女子大学教員人事計画委員会・九州女子短期大学教員人事計画委員会 

（1）専任教員応募者の教育研究業績の審査 

（2）非常勤講師採用時の教育研究業績の審査 

（3）昇任候補者の教育研究業績の審査 

（4）学長および学園人事計画委員会からの諮問事項 

（5）九州女子大学教員人事計画委員会・九州女子短期大学教員人事計画委員 

  会規程の改定等 

 

学長は、この機能別教授会に教育研究の推進に関する事項などを審議させ、その結果を

参酌して最終的な判断を下している。 

機能別教授会のうち、教育運営委員会の管理・運営については、「九州女子短期大学教育

運営委員会規程」に基づき、短期大学部長が委員会を招集し、その議長となり、所属教員の

意見をもとに適切に運営している。委員会の議事録は、短期大学部長の責任のもと、総務課

が作成し、全教員の承認をもって確定している。学長は、教育運営委員会の審議内容を短期

大学部長から評議会の審議を通じて状況把握を行ったうえで審議事項を決定している。 

また、学長は、ガバナンス強化を図り、建学の精神に基づく教育研究活動を推進させるた

め、本学の最高議決機関である評議会規則の改正を行い、評議会の下に必要に応じて委員

会が設置できることとした。具体的には、「九州女子大学評議会規則」第 10 条の規定によ

り、評議会の下に各種委員会を設置し、戦略的な大学運営を行うことにより、教育研究活動

の活性化を図っている。 

こうした学長のガバナンス強化の推進のために、学長を補佐する仕組みづくりを行って

いる。具体的には、「福原学園副学長選考規則」、「福原学園学部長等選考規則」および「福

原学園学長特別補佐選考規則」に基づき、それぞれ副学長、短期大学部長および学長特別補

佐を置き、学長補佐体制を確立している。運用面においては、副学長、各学部長、共通教育

機構長、短期大学部長、学長特別補佐および事務局長からなる九州女子大学との合同の運

営会議を設置し、運営会議で確認された方針などを基に部局長会議、教育運営委員会で意

見を徴し、最終的には評議会の審議をもって学長が決定する仕組みを構築している。 
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以下に、評議会の下に設置している各種委員会を示す。 

【評議会の下に設置している各種委員会一覧】 

委員会名 委員会概要 

九州女子短期大学学生部委員会 
学生の生活指導、福利厚生、保健衛生・環境整備、表彰および学
友会に関する事項などについて審議する 

九州女子短期大学就職委員会 
就職指導、企業開拓およびその他就職に関する事項について審議
する 

九州女子短期大学広報委員会 
広報に関する基本方針・基本戦略、各種情報メディアを利用した
広報および学生募集活動に関する事項などについて審議する 

九州女子短期大学実験領域に関する

倫理委員会 

動物を用いる実験指針、組換えＤＮＡ実験指針、ヒトを対象とし
た実験指針、病原性微生物等を用いる実験指針、毒劇物等取扱指
針および向精神薬等取扱指針に係わる諸事項などについて審議
する 

九州女子短期大学紀要委員会 
研究報告の原稿の募集・検討および研究報告の編集・発行に関す
る事項などについて審議する 

九州女子短期大学ファカルティ・デ

ィベロップメント推進委員会 

教育の質的向上に向けた諸施策の企画・立案・実施、研修会及び
講習会の企画・運営、学生による授業評価等の企画・実施・改善
に関する事項などについて審議する 

九州女子短期大学自己点検・評価委

員会 

自己点検・評価の基本方針・評価項目の策定、実施・組織・体制、
評価目標・評価指標等の調整、自己点検・評価報告書の作成、評
価結果の公表、評価結果に対する改善、学校教育法に定める認証
評価に係る事項などについて審議する 

九州女子短期大学障害学生受入検討

委員会 

障害のある学生受入方針の策定及び情報公開、受験の配慮、入学
後の支援体制に関する事項などについて審議する 

九州女子短期大学研究活動不正防止

委員会 

研究倫理についての研修および教育の企画並びに実施、研究倫理
についての国内外における情報の収集及び周知、研究者等の不正
行為等の予備調査に関する事項などについて審議する 

九州女子大学・九州女子短期大学国

際交流委員会 

海外の大学及び研究機関等との交流協定、職員・学生の交流、海
外の姉妹校および協定校との交流に関する事項などについて審
議する 

九州女子大学・九州女子短期大学・自

由ケ丘高等学校高大連携推進委員会 

九州女子大学および九州女子短期大学における学修を自由ケ丘
高等学校の生徒が経験する機会（合同授業の実施等）の提供、入
学予定者に対する大学入学前に取り組むべき課題、大学と高校と
の職員の人事交流または合同研修および大学教育に必要な学習
方法の習得等を目的とした初年次教育の実施に関する事項など
について審議する 

九州女子大学・九州女子短期大学図

書館運営委員会 

図書館の企画ならびに運営の大綱、図書館の予算および決算、図
書館に関する諸規程の制定および改廃、図書館運営上の重要事項
などについて審議する 

九州女子大学・九州女子短期大学Ｉ

Ｒ推進委員会 

各課が所有する諸データの収集および管理、学修成果に関するデ
ータの収集および分析、大学認証評価及び監督官庁等への各種調
査に係るデータ提供、収集したデータの公開および共有、各種ア
ンケート調査に関する事項などについて審議する 

九州女子大学教務委員会 

(学長が短期大学長を併任する場合は短
期大学と合同で運営) 

教育、研究およびその運営、教育課程の編成、人権・同和教育お
よびその他教務に関する事項について審議する 

九州女子大学教職課程委員会 

(学長が短期大学長を併任する場合は短
期大学と合同で運営) 

教職に関する教育課程の編成、免許教科、学生の教育実習および
教職課程の管理運営に関する事項などについて審議する 

 

また、学長として年度当初の教育運営委員会の開催前に毎年所信を表明しており、全教

職員に主要な重要課題と当該年度の改革・努力点について全体的に講話し、目標を明確に

するとともに共通理解を図っている。 
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共通認識を図る仕組みとしては、九州女子大学と合同の評議会、運営会議、教育運営委員

会をとおして、教学と経営および教員と事務職員の協働体制を確立している。また、学生の

個々の学習成果については、学科会議、教育運営委員会、評議会などをとおして客観的な評

価になるよう努めるとともに、先人が築き上げてきた伝統を確実に継承し、学習成果の獲

得のために教学運営体制を確立して、平成 28年度も教学改革を推進させた。 

学長は、「大学に強い愛着をもつ教職員がどのくらいいるかが大学の運命を変える」とい

う強いポリシーの下、教職員が「一丸となって」教育改革を不断に実行している。 

 

（ｂ）課題 

上述したとおり、本学の学長を学園の理事長が兼務しているため、大学運営において物

理的、時間的に制約が生じてくることは否めない。また、教学側の代表であり、経営側の代

表でもある学長の立場は、経営と教学の連携の点では、大変有効であるが、経営に係る教学

事業に関しては、教学代表の学長としての判断を下すにあたり、困難さが生じる場合もあ

るので、現在の学長補佐体制の充実・強化が必要である。 

 

 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

学長のリーダーシップのさらなる強化として、副学長および学長特別補佐を中心とした

学長補佐体制による組織運営を継続して推進し、組織的および迅速かつ合理的な意思決定

を可能とする体制を確立していく。 

 

【提出資料】 

9.九州女子短期大学学則（平成 29 年度） 

 

【備付資料】 

49.福原学園理事会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

51.福原学園例規集 

52.教授会議事録（平成 26 年度） 

53.教育運営委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

54.入学試験委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

55.教員人事計画委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

58.福原学園学長選考委員会議事録（平成 27 年度） 

60.評議会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

61.入学試験委員会議事録（平成 26 年度） 

63.教務委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

64.中期計画部会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

65.運営会議議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

66.学生部委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

67.広報委員会議事録（平成 28 年度～平成 29 年度） 
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68.就職委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

69.ファカルティ・ディベロップメント推進委員会議事録 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 

71.国際交流委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

72.研究活動不正防止委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

73.教職課程委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

74.部局長会議事録（平成 26 年度～平成 28 年度） 

75.自己点検・評価委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

76.実験領域に関する倫理委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

77.紀要委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

78.障害学生受入検討委員会議事録（平成 28 年度～平成 29 年度） 

79.高大連携推進委員会（平成 27 年度～平成 29 年度） 

80.図書館運営委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

81.IR 推進委員会議事録（平成 28 年度～平成 29 年度） 

82.子ども健康学科会議議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

84.福原学園評議員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

■ 基準Ⅳ-C-1 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

監事は、「福原学園寄附行為」第 8 条に基づき、理事会において選出した候補者のうちか

ら、評議員会の同意を得て、理事長が選任している。また、監事の職務は、「福原学園寄附

行為」第 20 条に基づき、法人の業務および財産の状況について監査を行い、毎会計年度の

監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会、評議員会に提出することで

ある。 

本学園の監事定数は、2 人であり、1 人は非常勤の弁護士、もう 1 人は常勤で学校法人の

会計に優れた識見を有する者である。両者ともにほぼ毎回、理事会および評議員会に出席

し、必要に応じて意見を述べている。 

また、財政上の事案、人事問題に関する事案等については、会議の席上だけでなく必要に

応じて事務局他関係者との意見交換や情報交換を行っている。 

 

（ｂ）課題 

現在の監事による監査、監査法人による監査で特に問題は生じていないが、本学園の公

共性および運営の適正化を確保するには、監事の役割が非常に重要であり、三様監査（監事

による監査、監査法人による監査、学園内の監査室監査）による監査体制の充実が求められ

ている。このうち、学園内の監査室監査を担う内部監査室においては、担当者が不補充であ

ったが、平成 28 年 3 月に内部監査室長が就任したことにより、機能不備が解消された。現

在は内部監査室長監査計画書をもとに科研費や業務調査に取り組んでいる。 

今後は、これら三様監査を有機的に連携させるべく、内部監査業務の実質化に取り組む

必要がある。 
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［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員の

諮問機関として適切に運営している。］ 

■ 基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

評議員会は、「私立学校法」第 42 条の規定に従い、適切に運営されており「福原学園寄

附行為」第 22 条に基づき組織されている。 

評議員定数は、20 人以上 22 人以内となっている。理事 10 人に対して評議員 21 人であ

り、評議員会は理事数の 2 倍を超える評議員で組織されている。 

また、評議員の選任区分は、法人の職員 8 人、同窓会会長 3 人以内、理事のうちから互

選された 2 人、学園功労者 3 人または 4 人、学識経験者 4 人または 5 人の 5 つの選任区分

が設けられ、評議員の選出は全て理事会で選任することとなっている。 

評議員会は、「福原学園寄附行為」第 24 条に基づき、諮問機関として以下の 8 項目につ

いて意見を述べることとなっている。 

（1）予算、借入金 

（2）事業計画 

（3）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（4）寄附行為の変更 

（5）合併 

（6）目的たる事業の成功の不能に因る解散 

（7）寄附金品の募集に関する事項 

（8）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

これらの項目に関する事案については、必ず理事会の決議前に評議員会で協議し、忌憚

のない意見を述べ諮問に答えることで、適切に運営されている。 

 

（ｂ）課題 

評議員会は、「私立学校法」第 42 条および「福原学園寄附行為」第 22 条に基づき、適切

に運営されているが、「福原学園寄附行為」第 26 条に規定されている選任条項のうち第 1

項第 4 号に規定の評議員の選任基準が曖昧であることから、選任条項の見直しについて、

平成 28 年 12 月実施の学校法人運営調査（文部科学省）にて助言があった。その後、検討

を行い、結果として現状通りとすることが理事会にて確認された。 

ただし、社会の変化に対応し、基準の曖昧さがないように引き続き検討できる準備はし

ておく必要がある。 
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［区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。］ 

■ 基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価 

（ａ）現状 

本法人は、前述の通り第 1 次中期計画、第 1 次中期財政計画の実績と課題を踏まえ、教

学改革を主要なテーマとした第 2 次中期計画および財政改善をテーマにした第 2 次中期財

政計画を策定した。 

第 2 次中期計画においては、大学のビジョンとして「地域に根差した実践教育を展開す

る大学を目指す」ことを掲げ、そのビジョンを達成するため、教育活動の充実、学生支援の

充実、大学運営の強化の 3 つの基本的な目標に基づき、担当組織の設置など目標を達成す

るための取り組み事業と具体的施策を定量的な成果指標を、毎年度作成する事業計画アク

ションプラン（以下、「事業 AP」という。）に取り入れ、PDCA の観点を重視した取り組みを

行っている。 

一方、第 2 次中期計画を遂行するための財政的裏付けとして、第 2 次中期財政計画が策

定されており、耐震改築（建替え工事）などの大規模施設関係事業に係る施設計画と施設整

備事業に投下する資金計画を中心に構成されている。また、この第 2 次中期財政計画では、

第 2 次中期計画で決定した業務事業、具体的施策および成果指標を反映させるとともに、

人事計画、施設設備計画、資金計画も加味している。 

これら計画を所掌する組織体制として、福原学園中期経営計画委員会を中心に、学園設

置校ごとに中期計画部会を設置し、事業 AP の点検・評価を毎年度実施することで翌年度の

事業 AP の改善に役立てており、学園として組織的な運用を行っている。 

この毎年度策定される事業 AP およびそれらプランに連動した予算については、前年度 10

月から開始の次年度予算編成業務において、実施母体の学部・学科・課より要求案を提出さ

せている。その後、担当役員によるヒヤリングのうえ、予算査定後はすみやかに予算内示に

よって関係部門に伝達し、復活折衝の道も開いている。 

予算執行の進捗状況は、ほぼ毎月開催される理事会に「月次収支報告書」を作成して予算

の執行率、前年対比執行率等を報告することによって、予算の適正な執行を担保している。 

決算における計算書類、財産目録等、学校法人の経営状況および財政状態は、理事会、評

議員会において、適正に表示しており、監事、法定監査人から特段指摘を受けていないこと

から適切であると判断される。 

また、日常の会計業務および資産の管理等については、「福原学園経理規則」および「福

原学園金融資産運用規則」に基づき、円滑に実施されており、適切に運用されている。 

これら財務に関する情報や教育研究に関する情報については、「学校教育法施行規則」お

よび「私立学校法」の規定に基づき、Web サイトなどで学内外に公表している。さらに、学

園の教職員に対しては「福原学園ファクトブック」を配付し、教育研究上の基本組織、教職

員組織、教職員数、入学者数、学生数、卒業者数、進学および就職状況、学生の修学に係る

支援状況、教育・研究の実施状況、財政状況、施設・設備状況などの基本的なデータおよび

平成 29 年度事業計画の概要を提示することにより、情報の共有を図っている。 

寄付金の募集については、特に受配者指定寄付金の募集を行っており、大きな成果を上

げることは困難な状況ではあるが、継続的に募集活動を行っている。 
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（ｂ）課題 

第 2 次中期計画を遂行するための財政的裏付けとして、第 2 次中期財政計画が策定され

ており、今後の課題解決に向けた諸施策の立案・遂行に際しても、財政的な裏付けは必須で

ある。この財政的な裏付けを多角的なデータに基づき積み上げるには、関係する教職員の

スキルアップは勿論のこと、それを支え融通性を持ち合わせた財務システムを始めとする

電算システムの再構築が望まれている。 

 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

これら一連のさらなるガバナンス改革について、監事の役割が非常に重要となっている

ことから、現在、１人の監事は常勤化したが、今後も三様監査の有機的な連携を図ることが

課題である。 

また、評議員については、学校法人運営調査にて選任基準の一部見直しを助言されたこ

とから、検討したが、当面現状通りとすることになったが、今後も関係会議体において継続

的に検討を行う。 

大学における教育研究改革を推し進めていくためには、財源の裏付け・根拠が必須のこ

とから、政策提言ができる事務職員の SD 活動を充実させるとともに、それら作業を補助す

る財務システムを始めとする電算システムの再構築を検討する。 

 

 

【提出資料】 

26.福原学園第 2 次中期財政計画 

27.福原学園第 2 次中期計画 

 31.福原学園寄付行為 

  

 【備付資料】 

29.FD 研修会資料 

31.SD 研修会資料 

46.福原学園 Web サイト  http://www.fukuhara-gakuen.jp/about/summary/ 

49.福原学園理事会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

56.福原学園経営戦略会議議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

57.福原学園中期経営計画委員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

83.監査報告書（平成 27 年度～平成 29 年度） 

84.福原学園評議員会議事録（平成 27 年度～平成 29 年度） 

89.平成 29 年度 福原学園ファクトブック 

 

■ 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

理事長、学長に共通するリーダーシップ、そしてガバナンスについては、私学を取り巻く

社会状況の変化への組織的な対応、地域に密着した学園創り、そして理事長および学長の

補佐体制を強化・推進していく必要がある。 
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社会状況の変化への対応については、文部科学省を始めとする関係機関からの情報を的

確に把握することが必要である。そこで、経営側にあっては理事長を中心とする副理事長、

常務理事および監事、教学側にあっては学長、副学長、学長特別補佐、学部長および短期大

学部長などが、今後も継続して文部科学省、日本私立大学協会、日本私立短期大学協会を始

めとする各関係機関が実施する研修会に積極的に出席する。新しい情報を把握し理解する

ことで、常にリーダーシップを持って、法人の運営ならびに大学の運営をそれぞれの権限

の下に責任ある業務を推進することができる。 

次に、地域に密着した学園創りを推進するために、理事長ならびに学長のリーダーシッ

プの下に、今後も地域教育実践研究センターや各学部・学科・専攻などが実施している地域

活動を、事務的に支援する体制作りを第 3 次中期計画（平成 31 年度～平成 35 年度）に反

映させていく。さらには、自治体など行政機関、産業界などの関係団体と連携を一層深める

ために、協定内容を年度ごとに見直し確認を行う。また、地元で開催される地域の行事や学

校のイベントなどについても、積極的に関わっていく姿勢や方針を学内外に発信する。 

さらに、補佐体制の強化・推進については、副理事長、常務理事、副学長を始めとする大

学幹部教職員が情報を共有し、理事長、学長の運営方針の下、学園ならびに大学の運営に一

体となって業務を推進する。そして、それらを下支えする事務組織、各種会議体の業務の一

層の充実のために、FD活動および SD 活動を継続して実施していく。 

理事長のガバナンスについては、今後も、積極的に外部理事の登用、監事の常勤化を図っ

ていく。 

学長のガバナンスについては、意思決定の迅速化の観点から評議会を月に 2 度開催する

ように会議体のあり方を見直していく。そのうえで、本学および九州女子大学の運営方針

を策定する運営会議の充実を図っていくことでガバナンスを強化する。 

以上のように、理事長および学長のリーダーシップがさらに発揮できるよう、機能的・効

果的・戦略的なガバナンスの強化を図り、権限と責任が一致した適切なガバナンスの仕組

みの構築を引き続き推進していく。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項 

教職員が一丸となって取り組む施策として、福原弘之前理事長・学長は、平成 19 年度に、

学園設置大学の教学改革を主要なテーマとした福原学園第 1 次中期計画を策定、平成 21年

度に、学園設置校の財政改善をテーマとした福原学園第 1 次中期財政計画を策定し、計画

に基づく事業を実施してきた。 

福原弘之前理事長・学長は、永続的な教育活動を行うためには、著しく変化する社会環境

に対応し、立ち止まることなく継続して改革を行う必要があるとの信念から、第 1 次中期

計画および第 1 次中期財政計画の実績を踏まえ、実践力とチェック機能を備えたマネジメ

ントサイクルを構築し、組織一丸となった学校運営を行うことが可能な組織体質に変革す

べく、平成 26 年度から平成 30 年度の期間における福原学園第 2 次中期計画および福原学

園第 2 次中期財政計画を策定した。 

これらの中期計画の策定に際し、本学は、九州女子大学とともに、建学の精神「自律処

行」に基づいた教育活動を行うという学園のミッションに基づき、「地域に根ざした実践教
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育を展開する大学を目指す」というビジョンを掲げ、基本目標として教育活動の充実、学生

支援の充実、大学運営の強化、の 3 点を設定し、業務・事業を以下の 7 項目で策定した。 

（1）地域社会との連携の強化 

（2）教育活動の質の転換および質保証の強化 

（3）免許・資格取得支援の強化 

（4）学生サービスの強化 

（5）国際交流システムの構築 

（6）大学運営組織体制の強化 

（7）戦略的入試・募集広報の強化 

この 7 項目の業務・事業に基づき、17 件の施策を設定し、その施策に応じて、教員採用

試験などの合格者、授業満足度、学生生活満足度、模擬授業の参加者数の成果指標を設け、

数値目標を定めた。 

また、第 2 次中期計画の最終年度である平成 30 年度の各部門の「総合的課題」の達成数

値目標として、業務・事業を通して達成する目標をビジョン認知度、志願倍率、退学率、就

職率の 4 点を設定した。これらの目標は、大学のある一部の部門が取り組むのでなく、大

学全体の取り組みの結果として達成するものであるという認識のもと「総合的課題」とし

て位置づけている。 

この第 2 次中期計画および第 2 次中期財政計画の進捗管理については、毎年度策定する

「事業計画書」に「事業計画アクションプラン」を添付し、そのアクションプランを策定・

実行・点検・評価することで、第 2 次中期計画・中期財政計画の進捗管理を行う。また、中

期計画の着実な取り組みを通じ、自律処行の精神を体現する「福原教育システム」を構築し

て、各設置校のブランドを確立させることで、志願者の増加に繋げ、永続的な学園運営を行

っていく予定である。 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項 

特になし。 

 


